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１ はじめに

１ 宮城の将来ビジョンの基本的方向

（１）県政運営の理念

時代は大きく，しかも確実に変わろうとしています。

平成の大合併により，県内の市町村は，ほぼ半数となり，さらなる地方分権の推進や県などの広域自

治体の新たなあり方を検討する動きが活発になっています。

また，地域や身近な生活面にも，グローバル化や情報化の進展の影響が顕著に現れてきています。

一方，近年の人口動態を踏まえれば，宮城県の人口は，平成１７年の約２３６万人から，平成２８年

には２３０万人前後に減少するとともに，生産年齢人口が減少し，老年人口が著しく増加することが予

想されます。労働力の不足が経済成長の足かせとなる可能性や，日本全体の人口減少に伴う国内市場の

縮小が懸念され，高齢者の増加に伴う社会保障費の増加も見込まれるところです。

このような状況の中で，「生まれてよかった，育ってよかった，住んでよかった」と思える宮城県を

構築していくためには，しっかりとした経済基盤を築き，創出された富の循環によって，福祉や教育，

環境，社会資本整備などへの取組を着実に進めていく必要があります。

私たちが目指す１０年後の宮城は，

県民一人ひとりが，美しく安全な県土にはぐくまれ，産業経済の安定的な成長により，幸福を実感

し，安心して暮らせる宮城です。そして，宮城に生まれ育った人や住んでいる人が活躍できる機会に

あふれ，国内からも国外からも人を引きつける元気な宮城です。

このような宮城の将来像を実現するため，県政運営の理念として，

「富県共創！ 活力とやすらぎの邦づくり」
くに

を掲げ，県民をはじめとして市町村，企業やＮＰＯなどとの連携・協働の下に強力に推進していきます。

こうした考え方のもと，県は産業を振興することにより，経済基盤を確立し県経済の成長を図る「富

県」を実現することに取り組みます。

具体的には，過去１０年間，８兆円台で推移してきた県内総生産額を，平成２８年度には，１０兆円

以上にするという県民と共有の目標を掲げ，果敢に挑戦する県政を推進します。その目標達成にあたっ

ては，厳しい条件や環境下にあることを認識しつつも，県民や企業の皆さんが持てる力を最大限に発揮

できる環境づくりを推進し，我が県の総力を結集することにより，その実現を目指していきます。

また，富県を実現していく中で，これまで行ってきた保健や医療，福祉，教育などの取組をさらに推

進させ，安心と活力に満ちた地域社会づくりを進めます。生まれ育ち，学び，働き，憩う，という多様

な生活の場面で，県民だれもが，どの地域に住んでも安心して過ごせる地域社会の形成を目指します。

その実現に向け，特に，人づくりを中心として取り組みます。人口減少や少子高齢社会への本格的移行

という大きな時代の転換期にある今日，いずれの分野においても，新たな時代を切りひらく力の根幹と

なるのは「人」です。このため，学校教育はもとより，生涯を通じた様々なステージにおいて，次代の

地域社会を支え，未来を創造する人づくりに取り組んでいきます。

さらに，これらの取組と併せて，人と自然が調和した美しく安全な県土づくりに取り組みます。地球

環境の悪化が大きな問題となっている今日，成長と環境との調和が重要であり，その観点を踏まえて将

来にわたる持続的繁栄の道筋をつけていくことが大切です。経済成長と環境保全が両立する社会システ

ムを構築していく必要があります。

また，あらゆる社会活動の前提であり，基盤でもある県民の生命・財産をできる限り守るため，災害

への備えは，極めて重要です。特に，近い将来，ほぼ確実に発生が予想される宮城県沖地震に対しては，

県民，市町村，ＮＰＯ，企業など，あらゆる主体が危機感を共有し，被害を最小限にする県土づくりを

目指して，全県を挙げて体制の整備に取り組んでいきます。
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以上のような考え方に立ち，「富県宮城の実現～県内総生産１０兆円への挑戦～」，「安心と活力に満

ちた地域社会づくり」，「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」という三つの柱を立て，今後の

県政運営にあたっていきます。

（２）県政運営の基本姿勢

県民ニーズが多様化する中，ＮＰＯ，企業など，行政以外の多様な主体によって公的なサービスが提

供される動きが拡大しています。それに加え，地域が自らの考えでまちづくりに取り組む動きもますま

す増えています。こうした動きの中で，県は，県民との対話を通じて課題を共有し，様々な主体との連

携・協働体制を構築しながら，民の力を最大限に生かす衆知を集めた県政を推進していきます。

また，市町村合併が進み，住民にもっとも近い基礎自治体である市町村の役割がますます大きくなっ

ていく中で，市町村が行財政基盤や自立性を強化し，自らの責任と判断によるまちづくりを一層進めて

いくことができるよう，県は，高度で専門的な機能を生かしながらその取組を支援していきます。

加えて，県は，不断の行財政改革に取り組み，組織のスリム化を進めつつ，効果的，効率的な県政運

営を行うとともに，新たな時代の宮城を実現するため，より一層の行政能力の向上を図り，広域自治体

としての政策力，調整力を，現場での課題解決に向けて発揮していきます。

さらに，東北地方の発展をけん引する気概を持ちながら，他県との連携強化や役割分担により，広域

的な視点に立ち県政に取り組んでいきます。また，道州制など，地方自治の制度改革についても，国や

市町村のあり方に連動して，新たな広域自治体のあるべき姿を具体的に実現していけるよう主体的に取

り組んでいきます。

（３）政策推進の基本方向

本県をめぐる内外の社会情勢の変化を踏まえ，「富県共創！ 活力とやすらぎの邦づくり」を実現す
くに

るために，以下の３つの政策推進の基本方向と１４の課題に沿って取り組んでいきます。

基本方向１ 富県宮城の実現～県内総生産１０兆円への挑戦～

（１）育成・誘致による県内製造業の集積促進

（２）観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化

（３）地域経済を支える農林水産業の競争力強化

（４）アジアに開かれた広域経済圏の形成

（５）産業競争力の強化に向けた条件整備

基本方向２ 安心と活力に満ちた地域社会づくり

（１）子どもを生み育てやすい環境づくり

（２）将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり

（３）生涯現役で安心して暮らせる社会の構築

（４）コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

（５）だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり

基本方向３ 人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

（１）経済・社会の持続的発展と環境保全の両立

（２）豊かな自然環境，生活環境の保全

（３）住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

（４）宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり
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２ 行動計画改訂版策定のねらい

（１）計画策定及び改訂版策定の理由

宮城の将来ビジョンは，平成１９年度（西暦２００７年度）から平成２８年度（西暦２０１６年度）

までの１０か年を計画期間としていますが，掲げた目標を着実に実現していくためには，県政運営の理

念である「富県共創！ 活力とやすらぎの邦づくり」を踏まえながら，その時々の社会情勢等に的確に
くに

対応し，重点的に行うべき取組や優先度が高い取組について，効果的かつ効率的に実施していくことが

必要です。

このため，３か年を計画期間とする行動計画を定め，具体的取組やその成果の数値目標を示し，その

着実な実施と進行管理を図っていこうとするものです。

なお，平成２１年度は，行動計画の最終年度であることから，行動計画に定めた目標の実現に向け成

果を挙げられるよう，行動計画掲載の具体的取組を，より効率的かつ効果的に実施していくこととして

います。これに伴い，平成２１年度の予算編成の中で精査した具体的取組の内容を計画に反映させた内

容に改訂しました。

（２）計画の役割と計画期間

この計画は，将来ビジョン実現に向けた取組やその目標を具体的に示すものであり，各年度の計画的

な行財政運営の基本的な指針となるものです。

また，それらの取組や目標を示すことにより，県政に対する県民の理解と積極的な参画を期待すると

ともに，県民をはじめとして民間企業，関係団体，ＮＰＯ，国，市町村など幅広い主体と協働しながら

将来ビジョン実現に向けた取組を展開していこうとするものです。

なお，この計画の計画期間は，平成１９年度（西暦２００７年度）から平成２１年度（西暦２００９

年度）までの３か年です。

（３）計画の構成

この計画は，「将来ビジョン実現に向けた３３の取組」と「将来ビジョン実現を支える基礎的な取組」

から構成されます。

それぞれの内容は以下のとおりです。

○ 将来ビジョン実現に向けた３３の取組

将来ビジョンで示した「宮城の未来をつくる３３の取組」ごとに以下の項目を記載しています。

① 行動方針

３か年の計画期間中に県が行う主な取組の方向について記載しています。

② 目標指標等

計画期間中に目指す目標を記載しています。

目標の設定にあたっては，できるだけ数値化するとともに，３か年で成果が見えにくい場合や３

か年の目標を設定できない場合には，計画期間にこだわらずに目標を設定しています。また，目標

の数値化が難しい場合には，できるだけ具体的な表現で目指す成果を記載しています。

なお，ここで述べる目標は，県のみで達成できるものではなく，県民をはじめとして民間企業，

関係団体，ＮＰＯ，国，市町村などと力を合わせて達成していこうとするものです。

③ 目標達成のための個別取組

イ 内容

計画期間内に県として優先的・重点的に取り組む事業や主要な非予算的手法（例；条例制定や

制度創設）を記載しています。

ロ 年度別計画

年度ごとの実施計画を記載しています。また，必要に応じて，個別取組ごとの目標を記載して

います。

ハ 取組にかかる３カ年の事業費見込額
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３３の取組ごとに，総事業費とそのうち県事業費の見込額を，百万円単位で記載しています

（再掲している個別取組の事業費見込額を含む）。

○ 将来ビジョン実現を支える基礎的な取組

将来ビジョンの県政運営の基本姿勢において示した，県と様々な主体との間で連携・協働体制を構

築するための取組や，地方分権が進む中で市町村の主体的な取組を支援するための取組など，将来ビ

ジョンを推進していく上での基礎的な取組のうち主なものを記載しています。

（４）計画の推進

将来ビジョンの実現にあたり，限られた財源の中で効果的かつ効率的な取組を行うため，取組の効果

を検証しながら必要に応じて取組内容の見直しを行うとともに，目標指標等の達成状況についても定期

的に点検していきます。

また，この計画に掲載されていない取組であっても，社会情勢等の変化や法制度の改正等により取り

組む必要が出てきた場合には，適宜，対応していきます。

なお，将来ビジョンの実現のためには，県による取組だけでは自ずから限界があります。このため，

将来ビジョンの着実な推進に向け所要の体制を整備するとともに，市町村と密接に連携を図りながら，

県民をはじめとして企業，ＮＰＯなど幅広い主体との協働や情報共有のもとに取組を行ってまいります。

（５）計画に掲載した個別取組の数及び総事業費・県事業費見込額

計画策定当初，個別取組の数及び総事業費については，平成１８年２月に策定した新・財政再建推進

プログラムにおける中期的な財政の見通しや歳出抑制対策などを踏まえて見込んだところですが，その

後，社会情勢や財政状況の変化，法人事業税の超過課税（いわゆる「みやぎ発展税」）の導入等を踏まえ

て，毎年度見直しを行ってきました。

（単位：億円）

個別取組の数 総事業費
基本方向 うち非予算的手 見込額 うち県事業費

法を含む取組 見込額

富県宮城の実現
１ １２８ １２ ２，６４８ ２，５８４
～県内総生産１０兆円への挑戦～

２ 安心と活力に満ちた地域社会づくり １７４ １０ ３１０ ２１４

人と自然が調和した美しく安全な
３ ９４ ２１ ５２５ ４２２
県土づくり

将来ビジョン実現を支える
８ １ ３０ ３０

基礎的な取組

合 計 ４０４ ４４ ３，５１３ ３，２５０

注１）個別取組の中には複数の箇所に再掲しているものもありますが，上の表では再掲分を除いています。

注２）非予算的手法とは，予算額がゼロあるいは少額であっても，行政が有している規制力，調整力，信用力などを

発揮したり，県の財産，情報や職員のアイディアなどを最大限活用することで大きな成果を上げていこうとす

る手法を指します。

注３）事業費見込額は，一般会計と特別会計，企業会計の総計です。（H19年度：決算額，H20･21年度：予算額）
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２ 将来ビジョン実現に向けた３３の取組

１ 富県宮城の実現 ～県内総生産１０兆円への挑戦～

（１）育成・誘致による県内製造業の集積促進

取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興

◇ 県内学術研究機関等やみやぎ産業振興機構などの産業支援機関と連携した県内製造業

の技術力の向上，経営の高度化，営業力やマーケティング機能の強化など生産性向上に

向け，総合的に支援します。

◇ 自動車関連産業への進出に向けた，県内製造業の技術力の向上や設備投資への支援，

隣接県の試験研究機関との連携による技術開発に取り組みます。

行動方針 ◇ とうほく自動車産業集積連携会議を通じ，岩手・山形県など東北各県と連携した関東・

東海圏域での商談会の開催等による受注機会の拡大に取り組みます。

◇ 光関連産業や生活福祉関連産業など市場拡大が期待される分野での，技術開発や製品

開発への取組を支援します。

◇ 半導体関連産業など経済波及効果の高い業種や，雇用拡大への貢献が大きい業種など

を中心とした，地域経済の中核となる企業等の戦略的な誘致を推進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

製造品出荷額（食料品製造業を除く） 29,965億円 29,502億円 32,362億円
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

企業立地件数（うち半導体関連企業） 51件（うち1件） 25件（うち2件） 150件（うち5件）
（平成17年） （平成19年） （H19年～

H21年累計）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 産学官が連携し，県内企業のものづ 経済商工観 ・基盤技術高度化支援
くり基盤技術の高度化やＭＥＭＳ関連 光部 センター運営
産業への参入を支援します。 ・ワンストップ技術相
（先端・基盤技術高度化支援事業） 談等による基盤技術

高度化支援
・連携ネットワーク拡
充による幅広い支援
・ＭＥＭＳパークコン
ソーシアムの活動及
びマッチング支援
・ＭＥＭＳ関連の事業
化支援体制整備
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 産学官が連携し，県内企業のものづ 経済商工観 ・ワンストップ技術相
くり基盤技術の高度化を支援します。 光部 談等による基盤技術
（ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援セ 高度化支援
ンター）推進事業） ・連携ネットワーク拡

充による幅広い支援
地域企業技術相談
件数
［累計］
20社 (H17)

→830社 (H21)

○ 高度電子機械産業の集積を目指し， 経済商工観 ・ＭＥＭＳパークコン
県内企業の半導体関連産業などへの参 光部 ソーシアムの活動及
入を支援します。 びマッチング支援
（高度電子機械産業集積促進事業） ・ＭＥＭＳ関連の事業
【一部新規】（再掲） 化支援体制整備

・高度電子機械関連企
業とのマッチング支
援
・みやぎ高度電子機械
産業振興協議会の運
営 ＭＥＭＳ技術の活

用による製品開発
支援数
［累計］
0件 (H17)
→5件 (H21)
高度電子機械関連
産業製造品出荷額
［累計］
10,728億円(H17)
→11,657億円(H21)

○ (財)みやぎ産業振興機構を通じて， 経済商工観 ・起業家育成講座開催
起業から,ビジネスプランの策定，販 光部 ・実践経営塾（ステー
路開拓まで，一貫した支援を行いま ジアップ支援）開催
す。 ・みやぎビジネスマー
（みやぎマーケティング・サポート事 ケット開催
業）（再掲） 当該事業において

県中小企業支援セ
ンターが支援した
企業社(者)数
［累計］
473社 (H17)
→880社 (H21)

○ 県内企業が単独で保有することの難 経済商工観 ・機器等の整備
しい機器等を産業技術総合センターに 光部 ・導入機器を活用した
整備し，企業の課題解決及び技術高度 技術支援
化による産業集積促進を図ります。
（富県宮城技術支援拠点整備拡充事
業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 起業や新事業の創出を目指す方に対 経済商工観 ・起業及び新事業展開
し，賃料補助など開業初期段階の支援 光部 支援
を行います。 ・試作開発型事業施設
（起業家等育成支援事業） の運営

東北大学連携ビジ
ネスインキュベー
タ及びガレージフ
ァクトリー名取の
支援数
［累計］
2社 (H18)

→23社 (H21)

○ 自動車関連事業等に取り組む企業等 経済商工観 ・県制度融資（自動車 ・県制度融資（富県宮 ・県制度融資（富県宮
に対し，信用保証料負担の軽減を行 光部 関連事業支援資金） 城資金）の円滑な運 城資金）の対象の拡
い，資金融通の円滑化を図ります。 の円滑な運用 用 充と円滑な運用
（宮城県信用保証協会経営基盤強化対
策事業） 県制度融資残高に

占める産業振興資
金(富県宮城資金)
融資残高（活用状
況）の割合
0.00% (H18)
→0.55% (H21)

○ 企業の現状やニーズの把握・発掘， 経済商工観 ・情報共有化の推進
相談への対応を的確かつ迅速に展開 光部 ・対応迅速化の推進
し，富県宮城の実現に向けた産業活動
を支援します。 企業訪問件数
（非予算的手法：企業訪問強化プロジ ［累計］
ェクト） 390社 (H18)

→2,390社 (H21)

○ 自動車関連産業の集積を目指し，市 経済商工観 ・受発注拡大プロジェ
場開拓に向けて専門員を配置し，企業 光部 クト推進
ニーズの把握と情報提供に取り組むと ・技術力の高度化プロ
ともに，経営革新や技術向上を支援し ジェクト推進
ます。 ・広域連携プロジェク
（自動車関連産業特別支援事業） ト推進
【一部新規】 ・みやぎ自動車関連産

業振興協議会運営 ・マッチング支援

・参入支援

・レベルアップ支援

・企業ネットワーク化

支援

輸送用機械器具製
造品出荷額（鉄道
・船舶を除く）
［年間］
1,353億円(H17)
→1,807億円(H21)
ＯＢ人材活用
［累計］
3人 (H18)

→ 8人 (H21)

○ 光関連の電気機械産業分野の企業と 経済商工観 ・企業連携の推進
県内中小製造業とのマッチングを推進 光部 ・試作品製作支援
するとともに，中小企業の試作品製作
を支援します。
（光関連産業育成支援事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 抗糖化食品や高齢社会でニーズが高 経済商工観 ・抗糖化食品開発の研
まることが予想されている嚥下訓練食 光部 究支援
の開発及び商品の普及販売に向けた中 ・抗糖化食品関連研究
小企業の取組等を支援します。 会の開催
（機能性食品等開発普及支援事業） ・嚥下食普及連絡会議

の開催
・嚥下食セミナー開催

○ 生活支援機器に関する各種ニーズの 経済商工観 ・情報収集
収集と機器の補修・開発に向けた試作 光部 ・福祉関係研究会設置
品製作，評価事業を通して，県内企業 ・試作品開発支援及び
の取組を促進し，県内生活支援機器関 試作品の評価
連産業の育成を図ります。 ・医福工連携ネットワ
（生活支援機器産業育成・支援事業） ークの整備

○ 太陽光発電等クリーンエネルギーの 環境生活部 ・太陽光発電等クリー
導入促進に向けて，プランの策定や， ンエネルギー関連産
関連産業の誘致を図ります。 業の誘致
（みやぎクリーンエネルギー創造プロ ・みやぎクリーンエネ
ジェクト事業）【新規】（再掲） ルギー創造プランの

策定

○ 技術波及や活性化につながる企業の 企 画 部 ・立地企業への奨励金
誘致を通じて，情報産業の集積に取り 交付
組みます。 情報通信関連企業
（情報通信関連企業立地促進奨励金） 立地件数［累計］
（再掲） 19社 (H17)

→29社 (H22)

○ みやぎエコファクトリーへの環境・ 環境生活部 ・立地企業への奨励金
リサイクル関連企業の集積に取り組み 交付
ます。 ｴｺﾌｧｸﾄﾘｰ企業立地
（みやぎエコファクトリー立地促進事 件数［累計]
業）（再掲） 12社 (H17)

→20社 (H21)

○ 地域産業の振興及び雇用機会の拡大 経済商工観 ・立地企業への奨励金
につながる企業立地を促進します。 光部 交付
（企業立地奨励金事業） 企業立地件数(H12

から)
［累計］
288社 (H17)
→472社 (H21)

○ 地域産業の振興及び雇用機会の拡大 経済商工観 ・立地企業への奨励金
につながる企業立地を促進します。 光部 交付
（みやぎ企業立地奨励金事業）
【新規】 企業立地件数(H21

から)
[累計]
H21初年度
→ 5社 (H21)
50社 (H24)

○ 企業立地促進法に基づき，経済成長 経済商工観 ・地域産業活性化協議
を支える高度技術産業の集積に取り組 光部 会の設置・運営
みます。 ・地域産業活性化基本
（非予算的手法：高度技術産業集積プ 計画の策定
ロジェクト事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 企業立地促進法に基づく産業集積に 経済商工観 ・市町村への団地造成
積極的に取り組む市町村を支援しま 光部 資金の貸付
す。
（企業立地促進法関連産業集積促進事
業）

○ 設備投資が好調で，地域経済への波 経済商工観 ・成長産業（半導体産 ・成長産業業界への本
及効果が高いと見込まれる特定業界に 光部 業）業界への本県Ｐ 県ＰＲ活動
ターゲットを絞り，重点的な誘致活動 Ｒ活動
を行います。 ・関連企業の誘致活動
（立地有望業界動向調査事業）

半導体関連企業新
規立地件数
［累計］
H18 初年度
→1社 (H21)

○ 自動車関連産業の県内への集積を一 経済商工観 ・中京地区での自動車
層推進するため，中京地区において自 光部 関連産業についての
動車関連企業の本県への誘致活動の強 業界動向の情報収集
化を図ります。 及び企業誘致活動 自動車関連企業立
（名古屋産業立地センター運営事業） (H20.11.1から) 地件数

[累計]
0社 (H20)
3社程度（H23）

○ 「富県宮城の実現」に向けた産業 経済商工観 ・富県創出モデル事業
界，市町村，県民等の率先した取組を 光部 の実施
促進します。 ・富県創出補助事業の
（富県創出県民総力事業） 実施
（再掲） ・富県宮城地域フォー

ラムの開催

○ 「富県宮城の実現」に向け，産業 経済商工観 ・富県宮城推進会議の
界，学術研究機関等からなる推進会議 光部 開催
の開催や，官民一丸となった取組体制 ・富県宮城フォーラム
の構築等を行います。 の開催
（富県共創推進事業）（再掲） ・宮城産業サポーター

制度の創設・運営
・宮城マスター検定の
実施 ・富県宮城グランプリ

の実施

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 6,098百万円（うち県事業費 3,354百万円）

※マーケティング＝顧客ニーズを的確につかんで製品計画を立て，最も有利な販売経路を選ぶとともに，販売促進努力

により，需要の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動。

※とうほく自動車産業集積連携会議＝東北各県における，産学官が一体となった自動車関連推進組織を母体として設立

し，各組織が連携して自動車関連産業の集積促進に向けた活動に取り組む。

※ＭＥＭＳ＝微小電気機械システム：次世代エレクトロニクス産業及び各種製造業等における基盤技術として期待され，

将来的には医療福祉など幅広い分野への利用が考えられている。MEMSは,Micro Electro Mechanical Systemsの略語。

※クリーンエネルギー＝風力，太陽光など，地球環境にやさしいエネルギー。
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取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進

◇ ＭＥＭＳ等の高度技術産業の創出を目指し，企業と学術研究機関との人材や技術の相

互交流，共同研究，ネットワーク形成等を推進します。

◇ 県内学術研究機関や県内企業等によるプロジェクトに対し，国などの大規模資金導入

に向け支援します。

行動方針 ◇ 県内企業及び県内学術研究機関が持つ特許等の技術シーズと市場ニーズのマッチング

等による活用促進と，その技術を利用した新製品等の開発を支援します。

◇ 独自技術を持つ企業の連携や，医工連携等の分野横断的な創造的研究による新製品等

の開発を支援します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

産学官連携数 20件 452件 840件
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

知的財産の支援（相談・活用）件数 906件 900件 1,000件
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 産学官が連携し，県内企業のものづ 経済商工観 ・基盤技術高度化支援
くり基盤技術の高度化やＭＥＭＳ関連 光部 センター運営
産業への参入を支援します。 ・ワンストップ技術相
（先端・基盤技術高度化支援事業） 談等による基盤技術
（再掲） 高度化支援

・連携ネットワーク拡
充による幅広い支援
・ＭＥＭＳパークコン
ソーシアムの活動及
びマッチング支援
・ＭＥＭＳ関連の事業
化支援体制整備

○ 産学官が連携し，県内企業のものづ 経済商工観 ・ワンストップ技術相
くり基盤技術の高度化を支援します。 光部 談等による基盤技術
（ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援セ 高度化支援
ンター）推進事業） ・連携ネットワーク拡
（再掲） 充による幅広い支援

地域企業技術相談
件数
［累計］
20社 (H17)

→830社 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 高度電子機械産業の集積を目指し， 経済商工観 ・ＭＥＭＳパークコン
県内企業の半導体関連産業などへの参 光部 ソーシアムの活動及
入を支援します。 びマッチング支援
（高度電子機械産業集積促進事業） ・ＭＥＭＳ関連の事業
【一部新規】 化支援体制整備

・高度電子機械関連企
業とのマッチング支
援
・みやぎ高度電子機械
産業振興協議会の運
営

ＭＥＭＳ技術の活
用による製品開発
支援数
［累計］
0件 (H17)
→5件 (H21)
高度電子機械関連
産業製造品出荷額
［累計］
10,728億円(H17)
→11,657億円(H21)

○ 企業等との連携協力のもと，自動車 経済商工観 ・高度電子産業育成促
関連・高度電子機械・食品製造等の分 光部 進に向けた実用化研
野に関連する研究開発，技術移転を行 究
い，地域企業の高付加価値製品の開発
や実用化を支援します。
（地域企業競争力強化支援事業）

○ 「先進予防型健康社会創成クラスタ 経済商工観 ・疾病予防や健康維持
ー構想」に基づき，研究シーズを活用 光部 に関する技術，機器
した先進的な疾病予防や健康維持に関 の研究開発支援
する技術・機器の研究開発を支援しま ・予防健康型サービス
す。 の試行支援
（知的クラスター創成推進事業）

○ 産学官の共同研究体制を構築し，新 経済商工観 ・産学官の交流の促進
たな高度電子機械産業の創出を促すと 光部 ・新技術開発ネットワ
ともに，市場性が有望視されるエネル ークの構築支援
ギー分野などの競争力のある新事業創 ・新分野参入促進支援
出を促進します。 ・実用化研究開発支援
（地域イノベーション創出型研究開発
支援事業） 高度電子機械産業

に係る新事業の支
援件数［累計］
H19 初年度
→5件 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 企業等における知的財産を活用した 経済商工観 ・セミナー・演習の開
競争力の強化と経営の持続的発展を支 光部 催
援します。 ・特許技術の移転促進
（知的財産活用推進事業） ・みやぎ特許ビジネス

市開催
知的所有権センタ
ー年間相談件数
［年間］
401件 (H17)
→450件 (H21)
知的所有権センタ
ー特許活用支援件
数［年間］
505件 (H17)
→550件 (H21)

○ 起業や新事業の創出を目指す方に対 経済商工観 ・起業及び新事業展開
し，賃料補助など開業初期段階の支援 光部 支援
を行います。 ・試作開発型事業施設
（起業家等育成支援事業） の運営
（再掲） 東北大学連携ビジ

ネスインキュベー
タ及びガレージフ
ァクトリー名取の
支援数
［累計］
2社 (H18)

→23社 (H21)

○ 宮城県産業技術総合センター等が主 経済商工観 ・活用しようとする大
体となり，大学等が持っているシーズ 光部 学等のシーズ・技術
の実用化を促進し，競争力ある新製品 の使用許諾契約等の
等の開発を支援します。 調整
（大学等シーズ実用化促進事業） ・生産者・企業等業界

との連携，実用化に
向けた役割分担調整
・生産・製造技術の開
発（構造設計，基礎
実験）
・関連産業全体への普
及

大学等シーズ実用
化促進事業実施に
よる売上額
［年間］
H19 初年度
→2億円 (H21)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 273百万円（うち県事業費 215百万円）

※シーズ＝種子，実。高等教育機関や公設試験研究機関，企業などが保有する技術，特許などで，将来的に新しい産業

の創出等において活用可能なもの。

※ＭＥＭＳ＝微小電気機械システム：次世代エレクトロニクス産業及び各種製造業等における基盤技術として期待され，

将来的には医療福祉など幅広い分野への利用が考えられている。MEMSは,Micro Electro Mechanical Systemsの略語。

※プロジェクト＝研究開発計画及び事業化計画。

※マッチング＝需要側と供給側のニーズの調整を行い，販売や取引等の仲介を行うこと。



- 13 -

取組３ 豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興

◇ 高齢社会や健康志向等，消費者ニーズを反映した「売れる商品づくり」を促進しま

す。

◇ 農林水産業，食品製造業者等による食料産業クラスターの形成支援，大規模商談会の

開催や国際規模の商談会における県産食品の取引拡大等を支援します。

行動方針 ◇ 県内での取引を活発にする企業間マッチングの支援や，産学官の連携や食文化を生か

した新たな商品開発を促進します。

◇ 食品製造業の商品開発力や販売力の強化を中心とした経営革新を促進します。

◇ 販売競争を優位に展開する県産食品の高付加価値化，ブランド化を推進します。

◇ 首都圏等での市場調査やビジネスマッチングを支援します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

製造品出荷額（食料品） 5,737億円 6,014億円 6,035億円
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

１事業所当たり付加価値額（食料品） 21,674万円 23,098万円 22,687万円
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 農林水産業者と加工・流通・販売業 農林水産部 ・マッチング調査実施
者等が連携し，付加価値が高く消費者 ・マッチング支援
ニーズに的確に対応した商品づくりや ・新商品開発支援
販路開拓を支援します。 ・マーケティング手法
（食品製造業振興プロジェクト） の普及促進

・商談会開催支援

関連商談会におけ
る成約件数
［累計］
60件 (H18)

→450件 (H21)

○ 本県の良質で恵まれた農林水産物等 農林水産部 ・農林水産物等輸出促
を輸出に結びつけるために，県内の生 進基本方針の策定
産状況等を踏まえ，農林水産物や加工 ・地域産品輸出促進助
食品を中心に，本県における輸出方針 成事業交付金による
を策定し輸出を促進します。 支援
（県産農林水産物等輸出促進事業） ・香港・台湾・韓国の
【一部新規】（再掲） 買付担当者招へい

○ 県内各地域において，地域特性や農 経済商工観 ・産業振興策による地
林水産物等の地域資源を生かしなが 光部 域活性化の支援
ら，市町村等と連携して産業振興に軸
足をおいた地域振興策を展開し，地域
産業の活性化を図ります。
（地域産業振興事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 他産業の持つ様々なノウハウを積極 農林水産部 ・専門アドバイザー派
的に取り入れた複合的農産加工を推進 遣
するため，アドバイザーの派遣や研修 ・専門研修の開催
会を開催し，農産加工者の経営能力等
の向上を図ります。 アドバイザー派遣
（ふるさと食品活性化ネットワーク支 研修会等の延べ開
援事業） 催回数［年間］

17回 (H18)
→18回 (H20)

○ 中小企業地域資源活用促進法に基づ 経済商工観 ・基本構想の策定等
き，地域資源を活用した創意ある取組 光部 ・新商品開発等の支援
を行う中小企業に対し支援を行いま
す。 当該事業における
（非予算的手法：地域資源を活用した 新商品開発件数
創意ある取組を行う中小企業への支 ［累計］
援） H19 初年度

→20件 (H23)

○ 「食材王国みやぎ」を旗印に「食」 農林水産部 ・「食」ブランド化戦
のブランド化を推進し，県産食材や県 略の推進
産食品の知名度と産地イメージの向上 ・ブランド化取組の表
を図ります。 彰
（みやぎのおいしい「食」ブランド化 ・食ブランド化人材育
戦略推進事業）【一部新規】 成・サポート

・地域イメージの確立
・ＰＲ
・「食材王国みやぎ」
取組宣言

｢食材王国みやぎ｣
ロゴ使用申請件数
［累計］
81件 (H18)

→150件 (H21)

○ 首都圏における県産品の普及や市場 農林水産部 ・東京アンテナショッ
テスト及び消費者ニーズの掘り起こし プにおける県内企業
を行うとともに，県内地場産業の振興 の出展支援等
と首都圏と宮城県の交流を促進し，宮 ・首都圏との交流促進
城のイメージアップを図ります。
（首都圏県産品販売等拠点運営事業） アンテナショップ

売上金額［年間］
86万円/日
(H18)

→100万円/日
(H21)

○ 水産物加工等の衛生管理体制の高度 農林水産部 ・HACCP方式導入支援
化を推進し，安全性の向上を図りま ・人材育成 水産関係HACCP等
す。 ・普及啓発 導入施設［累計］
（水産物の安全・安心普及事業） 26施設 (H18)

→29施設 (H21)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 1,834百万円（うち県事業費 609百万円）

※食料産業クラスター＝地域の食材・人材・技術その他の資源を有機的に結び付け，地場の農林水産物を活用した付加

価値の高い製品や「地域ブランド」をつくり出していくことを目的とした集団。

※マッチング＝需要側と供給側のニーズの調整を行い，販売や取引等の仲介を行うこと。

※ＨＡＣＣＰ（ハサップ）＝従来の食品製造管理体制に加え，原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において，

危害を予測し，管理，対策を行うことにより，不良製品の出荷を未然に防ぐことができるシステム。
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（２）観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化

取組４ 高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興

◇ コミュニティビジネス等の地域や生活に密着したサービス業等の起業に向けた活動を

支援します。

◇ 地域住民や公共サービスと連携した地域商業の活性化を支援します。

◇ 商店街へコールセンターなどの企業（サービス業）の誘致を支援します。

行動方針 ◇ 情報関連技術者の養成と，企業の経営革新に向けた情報関連技術の活用促進に取り組

みます。

◇ 情報関連産業で活躍できる高度人材の育成を支援します。

◇ 健康福祉分野や家電製品の組込みソフトなど，成長が期待される分野における市場占

有率の獲得を目指した技術習得，人材交流，商品開発を支援します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

サービス業の付加価値額 21,976億円 22,129億円 23,075億円
（平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）

情報関連産業売上高 1,960億円 2,262億円 2,560億円
（平成17年度） （平成19年度） （平成20年度）

企業立地件数（ｿﾌﾄｳｪｱﾊｳｽ・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ・ 19社 28社 29社
BPOｵﾌｨｽ） （平成17年度） （平成19年度） （平成20年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県内サービス事業者の施策ニーズを 経済商工観 ・サービス産業実態調
踏まえ，事業者連携による「新たなサ 光部 査の実施
ービス，高品質なサービス」の開発環 ・事業者連携による
境を整備するとともに，事業化に向け 「新たなサービス，
たビジネスプラン策定の支援を行うこ 高品質なサービス」 地域におけるサー
とにより，本県のサービス業の新たな の開発環境の整備 ビス業等の新規創
創出と高付加価値化を促進します。 業・進出数
（サービス産業創出・高付加価値化促 ［累計］
進事業） H19 初年度

→8件 (H21)

○ 総合的な商店街活性化事業に複数年 経済商工観 ・商店街活性化事業へ
の助成を行い，商店街の活性化を支援 光部 の支援
します。 商店街振興に係る
（商店街にぎわいづくり戦略事業） 事業計画策定数

［累計］
H20 初年度
→6件 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 市町村による中心市街地活性化基本 経済商工観 ・中心市街地活性化に
計画策定の支援などを通じて地域商業 光部 向けた計画の策定や
活性化を支援します。 土 木 部 施設整備等の支援 中心市街地活性化
また，中心市街地活性化基本計画に 基本計画策定数
おいて定められた市街地改善のための ［累計］
公共公益施設の整備を支援します。 0件 (H18)
（中心市街地商業活性化支援事業） →2件 (H21)
（再掲）

・市街地改善のための
公共公益施設整備の
支援

○ 踏切による交通渋滞や中心市街地の 土 木 部 ・ＪＲ仙石線（多賀城
分断を解消するため，多賀城駅付近に 地区）の高架化
おけるＪＲ仙石線の高架化を行いま H23完成に向けた
す。 推進
（仙石線多賀城地区連続立体交差事
業）（再掲）

○ 既成市街地における土地の高度利用 土 木 部 ・市街地再開発への支
と公共施設整備のため，市街地の再開 援
発を促進します。 花京院一丁目第一
（市街地再開発等補助事業） 地区（仙台市）完
（再掲） 成

中央一丁目第二地
区（仙台市）完成

H27中央南地区
（仙台市）完成に
向けた推進

H26多賀城駅北地
区（多賀城市）
完成に向けた推進

○ 技術波及や活性化につながる企業の 企 画 部 ・立地企業への奨励金
誘致を通じて，情報産業の集積に取り 交付
組みます。 情報通信関連企業
（情報通信関連企業立地促進奨励金） 立地件数［累計］

19社 (H17)
→29社 (H22)

○ 地域の情報関連企業における技術力 企 画 部 ・高度情報関連産業技
向上とコールセンター業務の普及・啓 術者育成支援
発，人材確保支援に取り組みます。 ・コールセンターの人
（みやぎＩＴ技術者等確保・育成支援 材確保支援
事業）

○ 市場性が高いと見込まれる分野に取 企 画 部 ・ｅ－ブランド確立支
り組む県内情報関連企業のビジネスプ 援
ランの実現や開発した商品の販売促進
活動等を支援します。
（みやぎｅ－ブランド確立支援事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 情報関連産業において，重点的に取 企 画 部 ・先進企業・教育機関
り組む分野での市場獲得や市場形成に への派遣研修支援
向けた取組を支援します。 （派遣ＯＪＴ）
（みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進 ・推進母体組織化・組
事業） 織強化支援

・新分野開拓支援

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 11,981百万円（うち県事業費 6,461百万円）

※コミュニティビジネス＝地域の住民が主体となり，ビジネスの手法を活用しながら地域の課題解決に取り組み，地域

を活性化する事業。

※コールセンター＝電話とコンピュータの機能を統合し，商品受注や問い合せなど，様々な電話関連サービスを行う設

備又は施設。

※組込みソフト＝家電製品や産業機器に内蔵される，特定の機能を実現するコンピュータシステムを制御するためのソ

フトウェア。

※ＢＰＯ（ビジネスプロセス・アウトソーシング）＝企業が自社の業務処理（ビジネスプロセス）の一部を，外部の業

者にアウトソーシングすること。ＢＰＯは，Business Process Outsourcingの略語。
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取組５ 地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現

◇ 「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」など，催し物や行事を活用した積極

的な誘客活動を推進します。

◇ インターネット等広報媒体を活用した効果的な情報発信や，団塊の世代，関東圏など

対象を絞った戦略的な集客活動を推進します。

◇ 地域一体となった「もてなしの心」向上のための取組を強化し，だれもが安全安心に

観光できる環境づくりを促進します。

◇ 観光施設及び案内板・標識を整備するとともに，バリアフリー・ユニバーサルデザイ

行動方針 ンの普及を推進します。

◇ 温泉や食材など宮城独自の資源を生かした体験・滞在型観光を発掘し，観光ルートと

して整備します。

◇ 自然環境や伝統文化などを活用したグリーン・ツーリズムを民間が主体的に行えるよ

う，推進体制を整備し，実践を支援します。

◇ 県内市町村や関係機関と連携し，観光推進組織を強化します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

観光客入込数 5,441万人 5,788万人 5,900万人
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

宿泊観光客数 792万人 823万人 980万人
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

都市と農村の交流人口 2,702万人 2,979万人 2,900万人
（平成17年） （平成19年） （平成22年）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 関係自治体，観光関係者やＪＲグル 経済商工観 「仙台・宮城デスティ 「仙台・宮城デスティ
ープが協力して大型観光キャンペーン 光部 ネーションキャンペー ネーションキャンペー
を開催し，積極的な誘客活動を推進し ン」プレイベントの開 ン」開催
ます。 催
（仙台・宮城デスティネーションキャ ・全国宣伝販売促進会
ンペーン推進事業） 議開催

・広報宣伝活動
・受入態勢整備
・誘客対策の実施
・団塊の世代の行動形
態や旅行スタイル，
ニーズに応じた企画
・提案

○ 関係自治体等と協力して観光キャン 経済商工観 ・観光推進組織の強
ペーンを開催し，積極的な誘客活動を 光部 化，継続したプロモ
推進します。 ーションの実施
（仙台・宮城観光キャンペーン推進事
業）【新規】
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 首都圏をターゲットとしてラジオ番 総 務 部 ・首都圏向けラジオ番
組を放送し，宮城の観光資源や物産等 組の制作・放送
をＰＲします。
（首都圏ラジオ広報事業）

○ 海外からの観光客誘致促進のために 経済商工観 ・国際観光展に出展し
各種プロモーション事業を実施しま 光部 てのＰＲや観光説明
す。 会の実施
（外国人観光客誘致促進事業） ・海外旅行業者やマス
（観光客誘致ステップアップ事業） コミを対象とした県
～H20 内観光地のＰＲ 外国人宿泊客数

［年間］
9万人（H17）

→16万人（H21）

○ 高まりつつある宮城の知名度を生か 経済商工観 ・教育旅行誘致促進
しながら，さらなるイメージアップを 光部 ・東北観光推進機構と
図り，国内からの観光客等の誘致を促 の共同事業に拡大
進します。
（みやぎの観光イメージアップ事業）

○ 秋の紅葉の時期に，東北自動車道の 経済商工観 ・「秋色満載みやぎ・
国見サービスエリア内に観光案内所を 光部 やまがた観光案内
開設します。 所」の開設 観光案内所来所者
（非予算的手法：秋の行楽 みやぎ路 数［年間]
誘客大作戦 ～秋色満載みやぎ・やま 1,363人 (H18)
がたの観光～） →2,100人 (H21)

○ 観光関係者をはじめとしたホスピタ 経済商工観 ・観光関係者を中心
リティ向上のための取組を強化しま 光部 に，「みやぎ観光コ
す。 ンシェルジュ」を設
（みやぎ観光ホスピタリティ向上推進 置
事業） ・観光コンシェルジュ

活用による観光情報
の発信等

○ 観光が地域にもたらす効果を広く県 経済商工観 ・観光教育副読本フレ ・観光教育副読本作成
民に周知します。 光部 ームづくり 及び配布
（みやぎ「観光ノススメ」推進事業） ・ホームページへの副

読本データ掲載

○ 大型観光キャンペーンの開催に向け 経済商工観 ・標識，照明等の充実
主要な観光拠点の観光施設や案内板， 光部
標識を整備します。
（仙台・宮城デスティネーションキャ
ンペーン受入施設整備事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 高齢者，障害者，子ども及び外国人 経済商工観 ・高齢者，障害者，子
等の観光客の安全な利用に配慮した自 光部 ども及び外国人等の
然公園施設の再整備や，観光客が広域 観光客の安全に配慮
的に移動しやすい環境整備のため，観 した自然公園施設等
光案内板等を整備します。 の再編整備
（みやぎ観光戦略受入基盤整備事業） ・広域観光案内板の新

設及び刷新
・ミニ観光案内所誘導 観光客の安全な利
看板の再整備 用に配慮した登山

道
［累計］
6,620ｍ(H24)
観光客が移動しや
すい環境整備
［累計］
広域観光案内板11
基
ミニ観光案内所誘
導看板100基

○ 宮城県独自の観光資源を生かした体 経済商工観 ・公募による広域観光
験・滞在型観光ルートを発掘し，商品 光部 ルート，季節ごとの
化を目指します。 観光ルートの開発
（広域観光ルート（観光レシピ）活用 ・応募されたルート等
事業） の磨き上げ

・旅行業者等へ売り込
み

○ 農林漁業，工業，商業が連携した産 経済商工観 ・地域の受入体制整備
業観光推進のため，体験メニューの発 光部 ・パンフレット等の新
掘を行い，受入体制の整備，情報発信 規作成
などにより，教育旅行の受入を増加さ ・旅行会社，学校訪問
せます。 等
（産業観光推進事業（富県創出県民総
力事業））【新規】

教育旅行宿泊生徒
数［年間］
教育旅行宿泊学校
数［年間］
180,917人（H19）
3,253校（H19）
→
250,000人（H24）
4,500校（H24）

○ 県内各地域において，地域特性や農 経済商工観 ・産業振興策による地
林水産物等の地域資源を生かしなが 光部 域活性化の支援
ら，市町村等と連携して産業振興に軸
足をおいた地域振興策を展開し，地域
産業の活性化を図ります。
（地域産業振興事業）（再掲）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 市町村が実施するグリーン・ツーリ 農林水産部 ・グリーン・ツーリズ
ズム活動への助言指導と関係団体への ムモデル構築への支
人材派遣による現地指導など，民間主 援
体の組織活動を支援します。 ・グリーン・ツーリズ
また，民間の推進組織と連携のも ムアドバイザーの派
と，農山漁村の景観を積極的に活用す 遣
るとともに，小中学生の農山漁村生活 ・みやぎグリーン・ツ
体験を推進します。 ーリズム推進協議会
（グリーン・ツーリズム促進支援事 活動への支援
業） ・グリーン・ツーリズ

ム推進体制の整備及
び実践支援
・農山漁村景観の積極
的活用

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 750百万円（うち県事業費 494百万円）

※仙台・宮城デスティネーションキャンペーン＝関係自治体や地元観光関係者とＪＲ６社が協力，一体となって実施す

る大型観光キャンペーン。平成２０年１０月から１２月の３か月間開催するもの。

※バリアフリー＝高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。

物理的，社会的，制度的，心理的な障壁，情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方。

※ユニバーサルデザイン＝あらかじめ，障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう

都市や生活環境をデザインする考え方。

※グリーン・ツーリズム＝緑豊かな農山漁村地域において，その自然，文化，農林水産業とのふれ合いや人々との交流

を楽しむ滞在型の余暇活動。

※プロモーション＝広報宣伝活動など観光客誘致のための活動全般。

※ホスピタリティ＝訪れた人を歓待すること。おもてなし。

※コンシェルジュ＝高級ホテル等で観光名所の案内からチケットの手配，旅のプランづくりまで，客のあらゆる要望に

応える，客の旅先案内人。
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（３）地域経済を支える農林水産業の競争力強化

取組６ 競争力ある農林水産業への転換

◇ 消費者ニーズに対応するマーケットイン型の農林水産業への転換支援や「食材王国み

やぎ」を支える県産農林水産物のブランド化を推進します。

◇ 安全安心な農林水産物の生産と安定供給体制の確立を支援します。

◇ 農地の適切な保全と農業生産規模の拡大や集団化，アグリビジネス等の企業的経営等

を促進します。

行動方針 ◇ 水産資源の適切な保全と管理，養殖や増殖の推進及び生育環境の保全と改善を図りま

す。

◇ 計画的な森林施業から木材流通に至る生産経費の低減，良質な製材品の生産等を促進

します。

◇ 農林水産業と流通加工業者等のビジネスマッチングの推進を支援します。

◇ 成長著しい東アジア市場等に向けた県産食品の輸出を促進します。

◇ 農林水産業における人材育成や経営力・技術力の向上，効率的な生産を支える基盤の

整備を促進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

農業産出額 2,101億円 1,832億円 2,133億円
（平成16年） （平成19年） （平成22年）

林業産出額 79億円 90.3億円 123億円
（平成16年） （平成19年） （平成22年）

漁業生産額 817億円 851億円 965億円
（平成16年） （平成18年） （平成25年）

アグリビジネス経営体数 40経営体 52経営体 49経営体
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

優良みやぎ材の出荷量 12,000ｍ３ 12,800ｍ３ 18,000ｍ３

（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

漁船漁業構造改革実践経営体数 0経営体 2経営体 9経営体
（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 「食材王国みやぎ」を旗印に「食」 農林水産部 ・「食」ブランド化戦
のブランド化を推進し，県産食材や県 略の推進
産食品の知名度と産地イメージの向上 ・ブランド化取組の表
を図ります。 彰
（みやぎのおいしい「食」ブランド化 ・食ブランド化人材育
戦略推進事業）【一部新規】（再掲） 成・サポート

・地域イメージの確立
・ＰＲ
・「食材王国みやぎ」
取組宣言

｢食材王国みやぎ｣
ロゴ使用申請件数
［累計］
81件 (H18)

→150件 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 「みやぎ吟撰米」をはじめとするみ 農林水産部 ・みやぎ米情報ネット
やぎ米が全国的なブランドを確立し， の運営支援
農業者が安定的な生産と経営が行える ・米ブランド確立支援
よう支援します。 ・直播，晩期栽培等の
（米ビジネス推進事業） 支援

一等米比率
71.5% (H17)
→90%以上 (H21)

○ 生産者，流通業者，実需者等が一体 農林水産部 ・ブランド研究会の開
となり，園芸特産作物のブランド品の 催
開発・育成に取り組むとともに，他県 ・品目別栽培基準の策
産や輸入農産物に対する優位性につい 定
て情報を発信し，県産農産物の認知度 ・栽培技術の普及
向上を図り，競争力を強化します。
（みやぎの野菜ブランド化推進事業）

○ 園芸特産産地の構造改革を進め，競 農林水産部 ・研修会の開催
争力を強化するとともに，新たな販売 ・市場調査の実施
戦略の展開，宮城ブランドの確立，食 ・実需者，消費者交流
の安全安心の確保等により，品目産出 会の実施
額の向上を図ります。 ・アドバイザー派遣
（園芸振興戦略産地育成事業） ・地域推進会議の開催
【一部新規】 ・大規模園芸施設設置

支援

園芸特産産品出荷
額［年間］
396億円 (H16)
→464億円 (H22)

○ みやぎブランドきのこ生産の一環と 農林水産部 ・需要拡大推進事業
して，県内遺伝資源を用いたオリジナ ・食用きのこ新商品開
ルきのこの生産技術開発を行うととも 発
に，実証展示を起点とした技術の普及 ・新品種栽培技術確立
や特用林産物の消費拡大を図ります。 生産拡大支援
（新・山の幸振興総合対策事業） 菌茸類生産額

［年間］
3,593百万円

(H17)
→4,992百万円

(H22)

○ 魚市場機能の高度化を図り，漁船の 農林水産部 ・水産加工品の新商品
入港を推進します。また，水産加工品 等開発支援
の商品開発などの指導機能を強化する 水産技術総合センタ
とともに，施設整備に対する支援を行 ーにおける開発取組
い，水産都市の経済活性化を図りま 支援件数
す。 60件 (H18)
（水産都市活力強化対策支援事業） →100件 (H21)

・水揚げ確保対策支援
・水揚げ機能の強化
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 水産物の高鮮度，高品質などの特徴 農林水産部 ・魚市場等での県産ブ
を生かしたブランド魚の創出や，消費 ランド魚のＰＲ
拡大等の取組を推進し，全国に高い知 ・ギンザケ，戻りガツ
名度を有する水産物の増加を図りま オ等のブランド構築
す。 とＰＲ
（みやぎの水産物ブランド強化事業）

仙台・東京卸売市
場におけるシェア
33.7% (H18)
→35.2% (H21)

○ 環境に対する負荷低減の取組を拡大 農林水産部 ・生産物の認証及び検
するとともに，「みやぎの環境にやさ 討会の開催
しい農産物認証・表示制度」を運営 ・認証制度の普及
し，生産現場における検査確認及び認 ・生産者，流通業者，
証された農産物の適正な流通促進を図 消費者の意見収集分
ります。また，農業生産活動における 析
環境負荷低減を図るため，持続農業法 ・エコファーマーの認
に基づく計画を県から認定された農業 定，普及啓発
者（エコファーマー）を育成するとと ・先進的な生産方式の
もに，その生産物のＰＲ等を推進しま 導入支援
す。
（環境にやさしい農業定着促進事業） 農産物認証・表示
【一部新規】 農地面積

14,697ha(H17)
→25,000ha(H22)
認定エコファーマ
ー数
1,496人 (H17)
→9,000人 (H21)

○ 需要者ニーズに適合した高品質な麦 農林水産部 ・売れる麦・大豆づく
・大豆を安定生産・供給するとともに り推進
麦・大豆の需要確保や拡大を目指し， ・産地直結型経営モデ
実需者と直結した生産・供給体制の構 ル構築支援
築や，高品質・安定生産に向けた生産 ・麦，大豆需要拡大支
指導に取り組みます。 援
（麦・大豆ビジネス推進事業） ・高品質安定生産指導

・県産麦・大豆生産需
要拡大支援

年間収穫量
麦 8,690t(H17)
→11,175t(H21)
大豆15,100t(H17)
→17,000t(H21)
上位等級比率
麦 76% (H17)
→ 80% (H21)

大豆 63% (H17)
→ 75% (H21)

○ 低コストで設置できる「宮城型養液 農林水産部 ・養液栽培大規模モデ
栽培システム」による栽培技術の向上 ル経営体支援
を図ります。また，環境条件の変動に ・研修会開催
対応した草勢管理技術を確立するとと ・低コスト生産システ
もに，簡易施設と宮城型養液栽培装置 ムの実証展示
の組合せで，夏秋栽培による低コスト ・草勢管理技術の確立
生産システムの現地実証展示を行い，
生産農家の経営安定化及び養液栽培の 「宮城型養液栽培
普及を推進します。 システム」の普及
（みやぎの養液栽培普及推進事業） 面積［累計］

3.3ha (H17)
→5.0ha (H19)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ マーケットイン型の新たなアグリビ 農林水産部 ・アグリビジネス経営
ジネスに取り組む優れた人材や企業を 体支援
育成するとともに，地産地消を促すた ・農産物直売ビジネス
め，農産物の直売に携わる人材や組織 支援
の育成を推進します。 ・農業参入支援
（新世代アグリビジネス総合推進事
業）【一部新規】 ・農産物直売・農産加

工ビジネス支援

○ 肉用牛改良と経営基盤強化対策を連 農林水産部 ・「茂洋」に続く種雄
携させた事業を展開し，肉用牛生産の 牛の造成
活性化と増頭を図ります。 ・優秀な雌牛の保留，
（みやぎの優良肉用牛生産振興対策事 導入の推進
業） ・肉用牛経営安定対策

繁殖雌牛頭数
30,500頭 (H19)
→31,000頭 (H21)

○ 自給飼料の確保や食品残さの飼料的 農林水産部 ・稲ホールクロップサ
利用の拡大を促します。さらに，家畜 イレージ（WCS）専
生産性の向上による低コスト化を図 用品種の普及 稲ホールクロップ
り，畜産経営の安定化を推進します。 サイレージ専用品
（飼料価格高騰対策支援事業） 種作付面積

30ha (H19)
→100ha (H21)

・食品循環資源飼料化
促進

食品循環資源飼料
利用農家割合
8.4% (H18)
→ 12% (H21)

・生産性向上対策

○ 遠洋漁業の収益性向上や財務状況の 農林水産部 ・省力化施設等の整備
改善を図るため，産地市場や流通加工 支援
業関係者との連携のもと，漁獲操業方 ・販売流通改革支援
法から販売方法に至るまでの総合的な
改革を支援します。
（漁船漁業構造改革促進支援事業（儲
かる漁船漁業創出支援事業））

○ 仙台湾において漁業資源に悪影響を 農林水産部 ・底生生物の出現状況
与えている貧酸素水の発生や環境悪化 底質分析状況調査
の実態を把握するため，環境・漁業調 ・着底稚仔魚調査
査を行い，仙台湾再生に向けて取り組 ・貧酸素水分状況とそ
みます。 の生成要因の解明 ・漁場改善対策実証試
（仙台湾の水循環健康診断事業） 験

○ 間伐の推進を図るため，小規模な要 農林水産部 ・間伐団地の設定，作
間伐森林や分散している要間伐森林を 業路の開設支援
団地化し，間伐材の安定生産を支援し ・間伐コーディネータ
ます。併せて間伐コーディネーターの ーの育成
育成なども推進します。 ・間伐材ストックヤー
（「もっともっと・みやぎの間伐材」 ドの整備
流通拡大対策事業） ・バイオマス資源の供

給体制整備 生産材（間伐材）
による製品出荷額
［年間］
394百万円(H18)
→450百万円(H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 製材用材及び合板用材の搬出に併せ 農林水産部 ・ストックヤードの
てこれまで未利用だった木質バイオマ 整備推進
ス（林地残材）を搬出し，木質資源の ・木質バイオマスの搬
総合的な利活用を推進することで，県 出支援
産材生産供給体制の一層の拡大を図り ・作業路の開設支援
ます。（木質バイオマス利活用推進対
策事業）【新規】（再掲） 林地残材による木

材チップ生産量

［年間］

7,000m3（H19)

→15,000m3（H23)

○ 「優良みやぎ材」の一層の流通拡大 農林水産部 ・「優良みやぎ材」フ
と認知度向上を図り，県産材のブラン ェア等ＰＲの促進
ド化を推進するとともに，木材関連産 ・県産材を利用するモ
業の活性化を図ります。 デル住宅等への支援
（「優良みやぎ材」流通強化対策事業) 優良みやぎ材出荷

量［年間］
12,000m3 (H17)

→ 18,000m3 (H21)

○ みやぎの主要な木材資源であるスギ 農林水産部 ・県産材による新用途
材の新たな利用技術を開発し，企業へ 利用技術の開発
の技術移転を促進するとともに，消費 ・木材利用推進連絡会
者に対し木材の利用を一層啓発するこ 議の開催
とにより県産木材の認知度を高め，そ ・技術検討会，技術普
の需要拡大と関連産業の振興を図りま 及講習会の開催 ・木材利用セミナーの
す。 開催
（みやぎ木づかいモデル創造事業） ・新商品の試験施行
（再掲）

県内木材需要量に
占める県産材の割
合
33.5% (H17)

→ 47 % (H22)

○ 計画的・安定的な林産事業と効率的 農林水産部 ・県有林の育成
な森林整備による持続可能な県有林経 ・基盤の整備
営を進めるとともに，県内の林業・木 ・木材の安定供給
材産業の振興に寄与します。
（県有林経営事業） 立木売払い量

［年間］
28,800m3 (H17)
→30,000m3 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 首都圏などの料理人をターゲット 農林水産部 ・マーケティング推進
に，ニーズに応じた需要と供給のマッ ・首都圏での「食材王
チングを推進するとともに，豊富で優 国みやぎ」フェアの
れた本県の食材等をＰＲし，「食材王 開催
国みやぎ」にふさわしい「みやぎの ・料理人等への生産地
食」を全国に発信します。 案内
また，本県と友好姉妹県であるロー ・県産食材の情報発信
マ県の伝統野菜「プンタレッラ」を価
値ある食材「宮城のプンタレッラ」と 県産食材を使用し
して確立するため，関係機関が一体と たフェアの延べ開
なって宮城への定着・宮城からの発信 催日数［年間］
を行います。 439箇所日(H17)
（食材王国みやぎ総合展開事業） →480箇所日(H21)
【一部新規】

・生産体制の強化・連
携支援
・販売拡大支援
・高付加価値化の促進

プンタレッラメニ
ュー化店舗数
5店 (H17)

→100店 (H21)
プンタレッラ出荷
量［年間］

50kg (H17)
→5,000kg (H21)

○ 他産業の持つ様々なノウハウを積極 農林水産部 ・専門アドバイザー派
的に取り入れた複合的農産加工を推進 遣
するため，アドバイザーの派遣や研修 ・専門研修の開催
会を開催し，農産加工者の経営能力等
の向上を図ります。 アドバイザー派遣
（ふるさと食品活性化ネットワーク支 研修会等の延べ開
援事業）（再掲） 催回数

17回 (H18)
→18回 (H20)

○ 農林水産業者と加工・流通・販売業 農林水産部 ・マッチング調査実施
者等が連携し，付加価値が高く消費者 ・マッチング支援
ニーズに的確に対応した商品づくりや ・新商品開発支援
販路開拓を支援します。 ・マーケティング手法
（食品製造業振興プロジェクト） の普及促進
（再掲） ・商談会開催支援

関連商談会におけ
る成約件数
［累計］
60件 (H18)

→450件 (H21)

○ 本県の良質で恵まれた農林水産物等 農林水産部 ・農林水産物等輸出促
を輸出に結びつけるために，県内の生 進基本方針の策定
産状況等を踏まえ，農林水産物や加工 ・地域産品輸出促進助
食品を中心に，本県における輸出方針 成事業交付金による
を策定し輸出を促進します。 支援
（県産農林水産物等輸出促進事業） ・香港・台湾・韓国の
【一部新規】 買付担当者招へい
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 東アジアの経済成長の中心である中 経済商工観 ・「東北フェアin上 ・「東北宮城フェア」
国との経済交流を促進します。 光部 海」開催 開催
（東アジアとの経済交流促進事業） （ビジネス商談会）
（再掲） （食材商談会）

・「大連商談会」開催

○ 中国華南地域へのゲートウェイであ 経済商工観 ・香港での商談会開催
り，成熟した市場である香港，安定し 光部 ・香港・台湾の買付担
た経済成長を続ける台湾との経済交流 当者招へい
を促進します。 ・台湾での国際見本市
（香港・台湾との経済交流事業） 出展
（再掲）

○ 農林水産業者が経営改善や規模拡大 農林水産部 ・農業制度金融の実施
等に取り組む場合に必要な資金につい ・水産業制度金融の実
て，円滑な融通と負担軽減を図り，経 施
営の安定と競争力の強化に取り組みま ・林業制度金融の実施
す。
（農林水産金融対策事業）（再掲）

○ 集落営農の組織化や法人化に向けて 農林水産部 ・集落営農育成・確保
必要な農業用機械・施設の整備を支援 整備支援
します。 ・高生産性農業用
（集落営農育成・確保支援事業） 機械整備

（５地区）(H20)

○ 農業振興を図る地域において，効率 農林水産部 ・広域営農団地農道の
的かつ合理的に農道網を整備します。 整備
（農道整備事業） 仙南２期地区

（蔵王町）
(H17～H24)

仙南東部２期地区
（大河原町）
(H17～H23)

・一般農道の整備

大岳地区(登米市) 浅草地区(登米市)
(H16～H19) (H20～H22)

足立地区(村田町)
(H19～H22)

○ 農業振興を図る地域において，効率 農林水産部 ・農免農道の整備
的かつ合理的に農免農道を整備しま
す。 古川東部地区 迫南方２期地区
（農免農道整備事業） （大崎市） （登米市）

(H12～H20) (H16～H21)
原・青島２期地区
（登米市）
(H17～H21)
上沼地区(登米市)
(H20～H25)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 水産業を支える漁港の整備を行い， 農林水産部 ・広域漁港整備事業
活力ある漁村の形成を図ります。 ・地域水産物供給基盤
（漁港漁場整備事業） 整備事業

○ 水源かん養，県土保全，豊かな自然 農林水産部 ・森林整備の推進
環境の形成，地球温暖化防止，木材の
安定供給など，森林の持つ多面的機能 民有林間伐実施率
を効果的に発揮させるため，健全で多 31% (H17)
様な森林の整備を推進します。 →70% (H21)
（森林育成事業）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 24,042百万円（うち県事業費 23,848百万円）

※マーケットイン＝消費者動向や消費者ニーズなど消費者の視点で販売戦略を組み立て，消費者のニーズに合った商品

を開発・販売しようという考え方。

※アグリビジネス＝農業者が自ら流通・加工・販売等を行う高付加価値型農業。さらに宮城県では，大規模高収益経営

体の創出や食関連産業との連携等，新たな取組を加え「みやぎ新世代アグリビジネス」として推進している。

※マッチング＝需要側と供給側のニーズの調整を行い，販売や取引等の仲介を行うこと。

※稲ホールクロップサイレージ＝稲の米粒が完熟する前に，穂と茎葉を同時に刈り取り，サイレージ化した飼料。
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取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保

◇ 環境保全型農業を実施するエコファーマーの育成や，生鮮品・加工品等の高度衛生管

理化，県産食品の総合衛生管理体制の確立等，安全安心な食品の安定供給を推進しま

す。

◇ 「食の安全安心県民総参加運動」や，生産者と消費者等関係者間の食材や食品に関す

る情報共有と相互理解により安全安心に係る信頼関係の構築するとともに，行政，生産

行動方針 者，事業者，消費者等の連携による食の安全安心を支える体制を整備します。

◇ 地産地消につながる県産食材の学校給食への利用を促進します。

◇ 地元食材を県内で消費できる地域内フードシステムの構築や，直売施設の活用を支援

するとともに，県産食材の再認識・再発見を促す情報や機会の提供と県内供給力の向上

を図ります。

◇ 宮城の豊かな「食」を生かした食育を推進します。

◇ 「木づかい運動」の推進や利用技術の開発支援，「優良みやぎ材」の利用を促進しま

す。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

学校給食の地場産野菜などの利用品目数 23.8％ 25.9％ 33.0％
の割合 （平成16年度） （平成19年度） （平成22年度）

県産主要水産物の仙台市中央卸売市場に 28.3％ 30.4％ 29.0％
おける販売額シェア （平成17年） （平成19 年） （平成21年）

県内木材需要に占める県産材シェア 33.5％ 39.0％ 47.0％
（平成17年） （平成19年） （平成22年）

認定エコファーマー数 1,496人 8,714人 9,000人
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

みやぎ食の安全安心取組宣言者数 2,116事業者 2,702事業者 6,000事業者
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）



- 31 -

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 農業生産活動における環境負荷低減 農林水産部 ・エコファーマーの認
を図るため，持続農業法に基づく計画 定，普及啓発 認定エコファーマ
を県から認定された農業者（エコファ ・先進的な生産方式の ー数
ーマー）を育成するとともに，その生 導入支援 1,496人（H17)
産物のＰＲ等を推進します。 →9,000人（H21）
（エコファーマー支援普及事業）

○ 環境に対する負荷低減の取組を拡大 農林水産部 ・生産物の認証及び検
するとともに，「みやぎの環境にやさ 討会の開催
しい農産物認証・表示制度」を運営 ・認証制度の普及
し，生産現場における検査確認及び認 ・生産者，流通業者，
証された農産物の適正な流通促進を図 消費者の意見収集分
ります。また，農業生産活動における 析
環境負荷低減を図るため，持続農業法 ・エコファーマーの認
に基づく計画を県から認定された農業 定，普及啓発
者（エコファーマー）を育成するとと ・先進的な生産方式の
もに，その生産物のＰＲ等を推進しま 導入支援
す。
（環境にやさしい農業定着促進事業） 農産物認証・表示
【一部新規】（再掲） 農地面積

14,697ha(H17)
→25,000ha(H22)
認定エコファーマ
ー数
1,496人(H17)
→9,000人(H21)

○ 自主的な食品衛生管理体制の確立に 環境生活部 ・食品衛生法施行条例
向け，県独自の食品衛生自主管理登録 一部改正，広報パン
・認証制度の普及を図ります。 フレット作成
（非予算的手法：ＨＡＣＣＰ定着事 ・自主的な衛生管理を
業） 行っている施設の登

録認証
・HACCP研修会開催，
施設監視指導等

・監視員用マニュアル
作成

・優良施設の表彰

登録・認証数［累
計］
39施設 (H17)
→70施設 (H21)

○ 水産物加工場等の衛生管理体制の高 農林水産部 ・HACCP方式導入支援
度化を推進し，安全性の向上を図りま ・人材育成 水産関係HACCP等
す。 ・普及啓発 導入施設［累計］
（水産物の安全・安心普及事業） 26施設 (H18)
（再掲） →29施設 (H21)

○ カキのノロウイルス浄化手法と短時 農林水産部 ・短時間検査手法の開
間で安全性を確認できる検査手法の開 発
発に取り組みます。 ・浄化手法の開発
（生がき安全安心対策事業）～H19 ・ランプ法の精度向上
（生がきノロウイルス対策技術開発事 (プローブ付加によ
業）H20～ る精度向上）

・ＮＶ浄化手法の確立
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 食品中のカドミウム基準値改正に対 農林水産部 ・分析体制の整備
応するため，県内の農作物の現状（吸 ・試料採取・分析
収特性など）を調査します。
（土壌有害物質リスク管理推進事業） 畑作物の分析点数

［年間］
H20初年度
→3,300点（H21)

○ 食の安全安心の確保に向け，消費 環境生活部 ・食の安全安心取組宣
者，生産者，事業者及び行政の協働に 言普及啓発
よる県民総参加運動を展開します。 ・消費者モニター制度
（みやぎ食の安全安心県民総参加運動 普及啓発
事業）

○ 県内に流通する輸入食品の安全性確 環境生活部 ・残留農薬等検査
保のため，残留農薬や動物用医薬品等 ・販売業者に対する一
の検査を実施するとともに，輸入食品 斉監視
取扱業者等に対する一斉監視や消費者 ・消費者に対する啓発
に対する啓発を行います。 ・分析機器整備
（輸入食品検査強化事業）【新規】

検査検体数
34検体（H19)

→140検体 (H21)

○ 食料自給率向上のため，米の新たな 農林水産部 ・新規需要米（米粉用
利用に対応した新規需要米や実需者ニ 米・飼料用米）の生
ーズに対応した麦・大豆の生産拡大を 産拡大
図るとともに，耕作放棄地の解消を推
進します。 ・売れる麦・大豆づく ・県産麦・大豆生産定
（みやぎの食料自給率向上新展開事 り推進 着拡大指導
業)【新規】 ・産地直結型経営モデ

ル構築支援
・麦・大豆需要拡大支 ・県産麦・大豆生産需 ・県産麦・大豆プラン
援 要拡大支援 ド化推進
・高品質安定生産指導 ・高品質安定生産支援

・耕作放棄地解消に向
けた普及啓発，実践
活動支援

新規需要米の作付
面積［年間］
157ha(H20)

→ 450ha(H23)

年間収穫量
麦 7,610t(H19)
→ 11,175t(H21)
大豆15,900t(H19)
→ 17,000t(H21)

上位等級比率
麦 84.2%(H19)
→ 80 %(H21)
大豆 73.3%(H19)
→ 75 %(H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 食料自給率向上のため，全県組織等 農林水産部 ・庁内組織，全県組織
を活用した県民運動を展開し，情報発 の設立・運営
信・意識啓発を行います。 ・県民に対する情報提
（非予算的手法：みやぎの食料自給率 供・ＰＲ等
向上運動）【新規】

○ 学校給食における地場野菜等の利用 農林水産部 ・地場野菜等農産物供
拡大を図るため，需要と供給のマッチ 給システムの確立
ングを支援するとともに，毎年１１月 ・地場野菜等農産物を
の食材月間の普及・啓発を行います。 利用した伝統料理教
（学校給食地場農産物等利用拡大事 室の開催
業) ・需要と供給のマッチ

ング支援
・食材月間の普及・啓
発

学校給食における
地場産野菜等の利
用品目数の割合
23.8% (H16)
→33.0% (H22)

○ 本県を代表する旬の水産物を「みや 農林水産部 ・「みやぎおさかな12
ぎおさかな12つき」として選定し，こ つき」供給ネットワ
れらを県民や本県を訪れる観光客等に ークの構築
提供できる場所を創出し，ＰＲを図り ・「みやぎおさかな12
ます。 つき」提供店の推奨
（みやぎおさかな12つき提供事業） 提供店舗数

0店 (H18)
→20店 (H20)

○ 県内農林水産物への理解向上や，消 農林水産部 ・地産地消運動の展開
費・活用の促進を図るために地産地消
の取組を全県的に進めるほか，食育推 ・食育，地産地消の推
進ボランティアの育成・支援活動など 進
を行います。 ・食育推進ボランティ
（食育・地産地消推進事業） アの育成・活用促進

・食の体験学習の推進

食育推進ボランテ
ィア数［累計］
162人 (H17)
→190人 (H21)

○ 「宮城県食育推進プラン」に基づ 保健福祉部 ・食育の普及啓発
き，人材育成等による推進体制の整備 ・あさごはん推奨運動
に努めるとともに，イベント等での普 の実施
及啓発により意識の高揚を図るなど， ・食育コーディネータ
県民運動としての食育に取り組みま ー養成及び活動支援
す。 ・食育推進会議，食育
（みやぎの食育推進戦略事業） 推進連絡会議の開催 ・大学・企業団体等と
（再掲） の連携による食育の

推進 食育コーディネー
ター数［累計］
H19 初年度
→120人 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 「優良みやぎ材」の一層の流通拡大 農林水産部 ・「優良みやぎ材」フ
と認知度向上を図り，県産材のブラン ェア等ＰＲの促進
ド化を推進するとともに，木材関連産 ・県産材を利用するモ
業の活性化を図ります。 デル住宅等への支援
（「優良みやぎ材」流通強化対策事 優良みやぎ材出荷
業）（再掲） 量［年間］

12,000m3 (H17)
→18,000m3 (H21)

○ みやぎの主要な木材資源であるスギ 農林水産部 ・県産材による新用途
材の新たな利用技術を開発し，企業へ 利用技術の開発
の技術移転を促進するとともに，消費 ・木材利用推進連絡会
者に対し木材の利用を一層啓発するこ 議の開催
とにより県産木材の認知度を高め，そ ・技術検討会，技術普
の需要拡大と関連産業の振興を図りま 及講習会の開催
す。 ・木材利用セミナーの
（みやぎ木づかいモデル創造事業） 開催

・新商品の試験施行

県内木材需要量に
占める県産材の割
合
33.5% (H17)
→47 % (H22)

○ 県内の森林資源を有効に活用するた 農林水産部 ・木づかい運動シンボ
め，市町村や関係団体・企業等と連携 ルマーク募集・制定
し，木材の利用意義について県民の理 ・職場内木づかい運動
解を高め，県産材の利用促進を図る県 の推進
民運動を展開します。 ・優良事例の顕彰及び
（非予算的手法：みやぎの木づかい運 表彰
動） ・フェアや各種コンク

ールの開催等

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 206百万円（うち県事業費 194百万円）

※エコファーマー＝持続性の高い農業生産方式（有機質資材を施用した土づくりと化学肥料や化学農薬の低減を一体的

に行う生産方式）を導入する計画を立て，県の認定を受けた農業者。

※フードシステム＝食料品の生産から供給，消費への流れの中にあって，それら各分野の関連産業等の相互依存的な関

係連鎖。

※木づかい運動＝行政，ＮＰＯ，関係団体，企業等が連携し，国産材を使って森を育てる全国的な取組であり，宮城県

では「みやぎの木づかい運動」として実施している。

※ＨＡＣＣＰ（ハサップ）＝従来の食品製造管理体制に加え，原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において，

危害を予測し，管理，対策を行うことにより，不良製品の出荷を未然に防ぐことができるシステム。

※食育コーディネーター＝食や健康等に関する幅広い知識と経験を持ち，地域の中心となって食育活動を推進していく

人材を育成する県独自の養成講座を受講し，登録を受けた者。
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（４）アジアに開かれた広域経済圏の形成

取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進

◇ 県の海外事務所や関係機関との連携により，海外展開を目指す県内企業に対する総合

的なグローバルビジネスの支援体制を整備します。

◇ 海外との取引拡大に向けた市場調査を行うとともに，海外取引事務や知的財産保護対

策等のノウハウを提供します。また，アドバイスやマッチング機能などの支援体制を強

化します。

行動方針 ◇ 県産品の販路開拓や原材料調達等のための商談会を開催するなど，県内企業が海外と

の取引機会を拡大するための支援を行います。

◇ 東北大学等県内の高度な学術研究機関と連携し，外資系企業・研究機関の立地を促

進します。

◇ 経済成長の著しい東アジア諸国や今後の成長が期待されるロシア極東地域をはじめと

する近隣諸国との経済交流を促進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

宮城県の貿易額 8,400億円 11,000億円 10,500億円
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

企業立地件数（外資系企業数） 12社 13社 16社
（平成18年） （平成20年） （平成21年）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 山形県や岩手県と共同で海外事務所 経済商工観 ・韓国ソウル事務所及
を運営し，海外展開を目指す県内企業 光部 び中国大連事務所の
に対する総合的な支援体制を整備しま 運営支援
す。
（海外事務所運営費補助事業）

○ 日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台 経済商工観 ・仙台貿易情報センタ
貿易情報センターと共同で，海外展開 光部 ーの運営支援
を目指す県内企業からの各種相談に応 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀ
じる体制（グローバルビジネスセンタ ｰにおけるｱﾄﾞﾊﾞｲ
ー）を整備します。 ｻﾞｰの相談対応件
（日本貿易振興機構仙台貿易情報セン 数
ター負担金） 210件 (H17)

→880件
(H18～H21)

○ 県内ＩＴ企業に対し，海外の高度な 企 画 部 ・マッチングの仕組み
ＩＴ技術を有した企業とのマッチング づくり支援
の機会を創出し，業務提携や誘致に結 ・海外企業等の情報収
びつけます。 集支援
（海外ＩＴ企業マッチング事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 本県の良質で恵まれた農林水産物等 農林水産部 ・農林水産物等輸出促
を輸出に結びつけるために，県内の生 進基本方針の策定
産状況等を踏まえ，農林水産物や加工 ・地域産品輸出促進助
食品を中心に，本県における輸出方針 成事業交付金による
を策定し輸出を促進します。 支援
（県産農林水産物等輸出促進事業） ・香港・台湾・韓国の
【一部新規】 （再掲） 買付担当者招へい

○ 海外に進出する県内企業に対し，取 経済商工観 ・「実践グローバルビ
引拡大のための情報提供やアドバイ 光部 ジネス講座」開催
ス，海外との取引事務や知的財産保護 ・「みやぎビジネスア
対策等のノウハウの提供を行います。 ンバサダー」からの
（みやぎグローバルビジネス総合支援 情報提供
事業） ・「農林水産物輸出促
【一部新規】 進セミナー」開催

・「みやぎグローバル
ビジネスアドバイザ
ー」によるコンサル
ティングの実施及び ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀ
海外における商談等 ｰにおけるｱﾄﾞﾊﾞｲ
への同行支援 ｻﾞｰの相談対応件

数 210件 (H17)
→880件
(H18～H21)

○ 外資系企業・研究機関の誘致に向け 経済商工観 ・東北大学と連携した
東北大学，外国政府等の関係機関及び 光部 企業の発掘及び誘致
地元企業等と密接に連携し，積極的な 活動
誘致活動を行います。 ・国際的なセミナーや
（外資系企業県内投資促進事業） フェアなどを活用し
【一部新規】 た企業の発掘及び誘 ・外国政府等関係機関

致活動 と連携した企業の把
握及び誘致活動

○ 東アジアの経済成長の中心である中 経済商工観 ・「東北フェアin上 ・「東北宮城フェア」
国との経済交流を促進します。 光部 海」開催 開催
（東アジアとの経済交流促進事業） （ビジネス商談会）

（食材商談会）
・「大連商談会」開催

○ 中国華南地域へのゲートウェイであ 経済商工観 ・香港での商談会開催
り，成熟した市場である香港，安定し 光部 ・香港・台湾の買付担
た経済成長を続ける台湾との経済交流 当者招へい
を促進します。 ・台湾での国際見本市
（香港・台湾との経済交流事業） 出展

○ 近年経済成長が続くロシア地域との 経済商工観 ・ロシア極東地域にお ・ハバロフスク商談会
経済交流を促進します。 光部 ける経済交流調査実 開催
（ロシアとの経済交流事業） 施等
【一部新規】 ・ニジェゴロド州展示

商談会開催

○ 経済成長が続くヨーロッパ・ロシア 経済商工観 ・ニジェゴロド州への
の主要州であるニジェゴロド州との交 光部 訪問団派遣
流基盤を強化します。 ・ニジェゴロド州訪問
（ロシアとの交流基盤強化事業） 団受入
【新規】 ・「みやぎロシア貿易

促進コンソーシア
ム」の運営基盤強化
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 本県にゆかりのある海外在住の外国 経済商工観 ・情報ネットワーク形
人や海外にある県人会等を情報の受発 光部 成
信点として位置づけ，各種事業に活用
できるネットワークを形成します。
（非予算的手法：みやぎ海外ネットワ
ーク形成事業）（再掲）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 257百万円（うち県事業費 247百万円）

※グローバル＝世界的な規模であるさま。国境を越えて地球全体に関わるさま。

※マッチング＝需要側と供給側のニーズの調整を行い，販売や取引等の仲介を行うこと。
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取組９ 自律的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成

◇ 山形県との連携に関する構想の具体化と連携体制の構築に取り組みます。

◇ 自動車関連産業や情報関連産業分野における岩手・山形両県をはじめとする東北各県

との連携を促進します。

◇ 県境を越えた企業，研究機関の間での役割分担や協力体制の構築等による東北地方へ

行動方針 の産業集積を支援します。

◇ 三陸縦貫自動車道や常磐自動車道をはじめとする，広域的な経済活動を支える交通・

情報などのネットワーク整備を促進します。

◇ 隣接県と連携した国内外拠点事務所の共同運営や，企業の海外進出支援体制を整備し

ます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

宮城県の貿易額 8,400億円 11,000億円 10,500億円
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 自律的に発展できる地域を形成する 企 画 部 ・山形県との実効性の
ため，山形県など隣接県との連携強化 高い連携施策の実施
に向けた体制の整備や連携施策に関す に向けた検討
る検討・調整を行います。 ・岩手県，福島県との
（地域連携推進事業） 連携に向けた調整

○ 宮城県と山形県の地域特性を活かし 農林水産部 ・宮城県及び山形県合
た食関連産業の振興を図ります。 同のビジネス商談会
（食品製造業振興プロジェクト（食材 開催
王国みやぎ販路拡大支援事業））
（再掲）

○ 自動車関連産業の集積を目指し，市 経済商工観 ・受発注拡大プロジェ
場開拓に向けて専門員を配置し，企業 光部 クト推進
ニーズの把握と情報提供に取り組むと ・技術力の高度化プロ
ともに，経営革新や技術向上を支援し ジェクト推進
ます。 ・広域連携プロジェク
（自動車関連産業特別支援事業） ト推進
【一部新規】（再掲） ・みやぎ自動車関連産

業振興協議会運営 ・マッチング支援

・参入支援

・レベルアップ支援

・企業ネットワーク化

支援

輸送用機械器具製
造品出荷額（鉄道
・船舶を除く）
［年間］
1,353億円(H17)
→1,807億円(H21)
ＯＢ人材活用
［累計］
3人 (H18)

→ 8人 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 常磐自動車道，三陸縦貫自動車道， 土 木 部 高規格幹線道路の整備
仙台北部道路，仙台東部道路，みやぎ ・常磐自動車道
県北道路などの広域的経済活動を支え
る高規格幹線道路等の整備を促進しま H22山元ＩＣ供用
す。 に向けた推進
（高規格幹線道路整備事業）（再掲）
（地域高規格道路整備事業）（再掲） ・三陸縦貫自動車道

登米ＩＣ供用 国道３９８号への
暫定取付供用

・仙台北部道路

（仮称）富谷ＪＣ
Ｔ完成

・仙台東部道路

仙台港ＩＣ供用に
向けた推進

地域高規格道路の整備
・みやぎ県北道路
（Ⅰ期）

H24完成供用に向
けた推進

○ 山形県や岩手県と共同で海外事務所 経済商工観 ・韓国ソウル事務所及
を運営し，海外展開を目指す県内企業 光部 び中国大連事務所の
に対する総合的な支援体制を整備しま 運営支援
す。
（海外事務所運営費補助事業）
（再掲）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 16,901百万円（うち県事業費 16,844百万円）

※連携に関する構想＝山形県との広域観光や自動車関連産業の振興など，これまでの連携実績をもとに，さらに相互の

連携をより実効性のあるものにしていくため，両県の目指すべき将来像に関する取組方向を取りまとめたもの。

※ＩＣ＝インターチェンジ。高速道路への出入口のこと。ＩＣは，Interchangeの略語。

※ＪＣＴ＝ジャンクション。高速道路と高速道路の合流点（分流点）のこと。ＪＣＴは，Junctionの略語。
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（５）産業競争力の強化に向けた条件整備

取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保

◇ キャリア教育等，学校と地域企業が一体となった産業人材の育成を推進します。

◇ 女性の個々のキャリアに応じた就業・雇用環境の整備を図るとともに，能力開発の機

会を提供します。

◇ 宮城県の基幹産業である製造業の発展を担う，ものづくり人材の育成体制を構築しま

す。

行動方針 ◇ 県内大学等への留学生をはじめとする高度な専門知識や技術力を持つ外国人の卒業後

における県内企業や研究機関への就業を促進します。

◇ まちづくりと連携した地域の活性化につながる商店街づくりに向け，安定した経営が

できる人材の育成を支援します。

◇ 社会情勢の変化に対応し，農林水産業の次代を担う人材・後継者の育成確保に取り組

みます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

産業人材育成プログラムの実施数 0件 5件 7件
（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度累計）

留学生の県内企業への就職者数 83人 93人 120人
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

認定農業者数 5,165経営体 6,184経営体 7,400経営体
（平成17年度） （平成19年度） （平成22年度）

認定林業事業主数 34事業主 34事業主 35事業主
（平成17年度） （平成19年度） （平成22年度）

専業的漁業経営体数 3,715経営体 3,644経営体 3,500経営体
（平成17年） （平成18年） （平成22年）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 家庭，地域，学校及び産業界等と連 経済商工観 ・キャリアカウンセリ
携しながら，子どもの発達段階に応じ 光部 ングや適性検査など
た職業意識・勤労観の形成に取り組み の就職支援
ます。 ・職業意識の形成支援
（新規高卒未就職者対策事業） ・職業選択機会の提供
（再掲） ・周知，啓発活動

新規高卒者の就職
内定率
95.9% (H17)
→98.0% (H21)

○ 生徒が自らの個性を理解し，希望す 教 育 庁 ・就職希望者への就職 ・就職達成セミナー
る進路を実現させるため，キャリア教 ガイダンス等の実施 ・進路探求セミナー
育を系統的にかつ，段階的に充実さ ・就職推進校での取組
せ，進路を主体的に選択する能力・態 実施 就職内定率の向上
度を育成し，就職内定率の向上を図り ・外部講師の活用 （高校）
ます。 全国平均値とのか
（進路達成支援事業） い離：0.3ﾎﾟｲﾝﾄ以
【一部新規】（再掲） 上（平成21年度）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 近隣の工業地域において大規模な企 教 育 庁 ・連携コーディネータ
業立地が進行している黒川高校におい ー配置
て，地域産業界のニーズに対応した人 ・地域のものづくり企
材の確保と育成を目指し，キャリア教 業見学会開催
育の充実を図ります。 ・キャリアアップ講座
（産業人材育成重点化モデル事業） 開催
【新規】（再掲） ・長期インターンシッ

プ実施

○ 地域をあげた産業人材育成の体制を 教 育 庁 ・ものづくり現場実習
構築し，地域のものづくり産業が必要 ・ものづくり高・大・
とする人材育成を行います。 企業連携
（みやぎクラフトマン２１事業） ・ものづくりコンテス
（再掲） ト充実支援

・ものづくり出前授業
プロジェクト

○ 専門学科の高校の生徒のものづくり 教 育 庁 ・企業ＯＢによる実践
技能向上を図るため，企業ＯＢ等の熟 指導支援
練技能者による実践的指導及び最新工 ・最新工作機械の導入
作機械の導入を行います。
（ものづくり実践力向上対策事業）
（再掲）

○ 企業における女性の積極的な登用を 環境生活部 ・ポジティブ・アクシ
促すとともに，アドバイザーによる訪 ョン認証制度の創設
問指導を行い，男女共同参画社会の実 ・企業の自己点検促進
現に取り組みます。 ・アドバイザーによる
（ポジティブ・アクション推進事業） 事業所指導
（再掲） ・フォーラム等啓発活

動

○ 企業における女性の積極的な登用を 環境生活部 ・「女性のチカラは企
促すため，表彰企業等がサミットを開 業の力」普及推進サ
催し，取組の事例紹介や情報交換等を ミットの設置・開催
行うとともに，女性のチカラを活かす ・女性のチカラを活か
企業認証制度の実施により，男女共同 す企業認証制度の実
参画社会の実現に取り組みます。 施
（「女性のチカラは企業の力」普及推 ・企業の自己点検促進
進事業）【新規】（再掲） ・フォーラム等啓発活

動の実施

○ 関係者が相互に連携し，創造性や実 経済商工観 ・産業人材育成協議会
践力などの資質を持つ，地域産業を担 光部 の設立，運営
う人材育成に取り組みます。 ・キャリア形成や技術
（産業人材育成プラットフォーム構築 継承等を担うコーデ
事業） ィネーターの育成

・各種プログラムの実
施支援，フォーラム
の実施 産業人材育成協議

会が関与する人材
育成プログラムの
実施数［累計］
H19 初年度
→7件 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ ものづくり産業の人材を確保するた 経済商工観 ・学生や教員対象の工
め，企業の採用力等を高めるセミナー 光部 場見学ツアーやセミ
を開催するほか，高校にキャリアカウ ナー
ンセラーを派遣し，製造業を志向す ・キャリアカウンセラ
る高校生の拡大に取り組みます。 ーの派遣
（ものづくり人材育成確保対策事業） ・企業対象の採用力向

上等セミナー
高等学校新規卒業
者のうち製造業就
職者数［年間］
2,070人 (H19)
→2,200人 (H22)

○ ものづくり産業の人材を確保するた 経済商工観 ・企業ガイドブック
め，関係団体とともに企業ガイドブッ 光部 ・企業ＰＲセミナー，
クを作成するとともに，企業ＰＲセミ 工場見学会
ナーや工場見学会などを開催し，県内
製造業の認知度向上に取り組みます。 理工系大学(学部
（みやぎものづくり企業魅力発信支援 生)・高専生の県
事業（富県創出県民総力事業） 内就職率
【一部新規】 ［年間]

30% (H19)
→35% (H23)

○ ものづくり産業の競争力強化のた 経済商工観 ・継続的実践研修事業
め、次代を担う経営幹部の人材育成及 光部 の実施
び人的ネットワークの形成を主目的と
した小グループ形式による継続的実践
研修事業を行います。
（みやぎものづくり経営人材育成事
業）【新規】

○ 自動車関連産業の集積促進のため， 経済商工観 ・精密機械職種の機器
県内の高等技術専門校に関連機材を整 光部 整備
備し，自動車関連企業が求める人材を ・自動車最新技術の教
育成します。 材の整備
（みやぎ自動車関連産業人材育成事 機械関連の主要な
業） 技能検定資格取得

者数［累計］
H21 初年度
→150人 (H30)

○ (財)みやぎ産業振興機構を通じて， 経済商工観 ・起業家育成講座開催
起業から,ビジネスプランの策定，販 光部 ・実践経営塾（ステー
路開拓まで，一貫した経営力向上を支 ジアップ支援）開催
援します。 ・みやぎビジネスマー
（みやぎマーケティング・サポート事 ケット開催
業）（再掲） 当該事業において

県中小企業支援セ
ンターが支援した
企業社（者）数
［累計］
473社 (H17)
→880社 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 地域産業を担う「国際人財」の育成 経済商工観 ・留学生の就職支援
確保に向け，県内在住の留学生や外国 光部
人研究者等の地元への定着に取り組み 留学生の県内企業
ます。 への就職者数
（非予算的手法：みやぎ海外高度人財 ［年間］
育成活用事業） 83人 (H17)

→120人 (H21)

○ 就農に直結する実践的な農業教育の 農林水産部 ・農業実践大学校にお
場を提供するとともに，就農のために ける青年農業者等の
必要な農業技術等の習得に必要な経費 確保・育成
の負担軽減等を行い，次代の青年農業 ・就農支援資金の借受
者等の継続的な確保・育成を図りま 者への支援
す。 新規就農者数
（新規就農者確保育成総合支援事業） ［年間］

75人 (H17)
→140人 (H22)

○ 県産材の安定供給と森林整備を図る 農林水産部 ・トータルコーディネ
ため，高度で幅広い知識と調整機能を ーターの育成
有する森林のトータルコーディネータ ・林業担い手リーダー
ーとコスト低減を達成する高度な技術 の育成
を持つ林業担い手のリーダーを育成し
ます。 コーディネーター
（森林・林業次世代リーダー育成強化 育成数
事業） H20 初年度

→20人 (H24)

○ 森林整備を担う林業事業体の経営改 農林水産部 ・林業退職金共済制度
善を図るとともに，新規就労を支援 の支援，新規就業者
し，高度な技能を有する林業従事者を 確保及び就労安定対
育成します。 策の実施
（森林整備担い手対策基金事業） ・新規雇用創出コンサ

ルティングの実施
・基幹林業技能作業士
の養成
・林業安全作業講習会
の開催

基幹林業技能作業
士数［累計］
216人 (H17)
→240人 (H21)

○ 林業後継者や将来林業の担い手とな 農林水産部 ・森林・林業に関する
る青年等に対して，森林・林業に関す 知識・技術の指導
る知識・技術を指導するとともに，林
業後継者団体の活動を支援します。
（非予算的手法：林業後継者育成事
業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 地域漁業の次代を担う人材の育成に 農林水産部 ・体験学習会の開催
向けた体験学習会の開催や，先進的取 ・実践的就業体験の実
組事例の調査及び研修会を実施し資質 施
の向上を図るとともに，適正規模での ・研修会の開催
経営体確保を目指します。 ・先進地技術調査の実
（沿岸漁業担い手活動支援事業） 施

専業的漁業経営体
数［累計］
3,715経営体
(H17)
→3,500経営体
(H22)

○ 中核的漁業者及び意欲ある青年・女 農林水産部 ・実用的技術の移転・
性漁業者，漁業後継者団体の自主的活 指導
動への支援を行い，資質の向上を図り ・経営能力の向上支援
ます。
（非予算的手法：漁業後継者育成事
業）

○ 農業生産活動における環境負荷低減 農林水産部 ・エコファーマーの認
を図るため，持続農業法に基づく計画 定，普及啓発
を県から認定された農業者（エコファ ・先進的な生産方式の
ーマー）を育成するとともに，その生 導入支援
産物のＰＲ等を推進します。 認定エコファーマ
（エコファーマー支援普及事業） ー数
（再掲） 1,496人（H17)

→9,000人（H21）

○ 環境に対する負荷低減の取組を拡大 農林水産部 ・生産物の認証及び検
するとともに，「みやぎの環境にやさ 討会の開催
しい農産物認証・表示制度」を運営 ・認証制度の普及
し，生産現場における検査確認及び認 ・生産者，流通業者，
証された農産物の適正な流通促進を図 消費者の意見収集分
ります。また，農業生産活動における 析
環境負荷低減を図るため，持続農業法 ・エコファマーの認
に基づく計画を県から認定された農業 定，普及啓発
者（エコファーマー）を育成するとと ・先進的な生産方式の
もに，その生産物のＰＲ等を推進しま 導入支援
す。
（環境にやさしい農業定着促進事業）
【一部新規】（再掲） 農産物認証・表示

農地面積
14,697ha (H17)
→25,000ha (H22)
認定エコファーマ
ー数
1,496人 (H17)
→9,000人 (H21)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 760百万円（うち県事業費 760百万円）

※キャリア教育＝望ましい職業観や勤労観を身に付けさせ，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度

を育てる教育のこと。

※ポジティブ・アクション＝女性の能力発揮を進めるため，男女差別の解消だけでなく，雇用管理の結果生じている男

女間の格差を解消する積極的取組。

※エコファーマー＝持続性の高い農業生産方式（有機質資材を施用した土づくりと化学肥料や化学農薬の低減を一体的

に行う生産方式）を導入する計画を立て，県の認定を受けた農業者。
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取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化

◇ 起業家の育成やビジネスプランの作成支援など，産業支援機関等と連携した多様な経

営支援体制の充実を図ります。

◇ 農林水産業における経営基盤の確立支援と，社会情勢に応じた経営を展開できる人材

の育成を推進します。

行動方針 ◇ 社会情勢等に的確に対応できる経営体の育成に向け，商工会議所，農業協同組合など

の各種産業関連団体と連携した情報提供や相談機能の強化を促進します。

◇ 自動車関連産業や食品関連産業など，今後の成長が見込まれ経済の中核をなす業種を

重点的に支援するため，制度融資の充実を図ります。

◇ ファンドなどを活用した資金供給，企業の成長性を評価する融資制度の構築など，中

小企業にあっても利用しやすい多様な資金調達手段の整備を促進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する 247件 360件 445件
法律」に基づく経営革新計画承認件数 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

認定農業者数 5,165経営体 6,184経営体 7,400経営体
（平成17年度） （平成19年度） （平成22年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ (財)みやぎ産業振興機構を通じて， 経済商工観 ・支援体制の充実強化
中小企業等の創業・経営革新，取引支 光部 ・中小企業経営動向把
援，販路拡大，情報化等を総合的に支 握
援します。 ・産学連携の推進
（県中小企業支援センター事業）

当該事業において
県中小企業支援セ
ンターが支援した
企業社(者)数
［累計］
7,372社 (H17)

→11,500社 (H21)

○ (財)みやぎ産業振興機構を通じて， 経済商工観 ・起業家育成講座開催
起業から,ビジネスプランの策定，販 光部 ・実践経営塾（ステー
路開拓まで，一貫した支援を行いま ジアップ支援）開催
す。 ・みやぎビジネスマー
（みやぎマーケティング・サポート事 ケット開催
業） 当該事業において

県中小企業支援セ
ンターが支援した
企業社（者）数
［累計］
473社 (H17)
→880社 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 中小企業等の経営環境の変化に対応 経済商工観 ・新事業活動促進法に
した経営革新を支援します。 光部 基づく経営革新計画
（中小企業経営革新事業） の承認

・制度の普及啓発

経営革新計画承認
件数［累計］
247件 (H17)
→445件 (H21)

○ 認定農業者や集落営農組織の育成・ 農林水産部 ・地域営農システムの
確保と水田経営所得安定対策への加入 普及促進
促進を図るため，地域営農システムの ・リーダー養成研修会
構築と普及啓発を推進します。 の開催
また，経営体として不安定な組織を ・地域営農推進に向け
対象に，実践プランの策定や園芸品目 た研修会の開催
など新たな作物導入，農産加工などの ・アドバイザーの派遣
取組を支援するほか，必要な農業用機
械・施設の導入についても支援しま ・実践プラン活動支援
す。 ・集落営農組織重点支
さらに，担い手不在地域において地 援体制強化
域農業の仕組みづくりを支援します。 ・技術・経営の集中的
（集落営農ステップアップ支援事業） 支援
【一部新規】 集落営農組織にお

ける法人数
［累計］
0法人 (H19)

→ 26法人 (H21)

・高生産性農業用機械
整備（３地区）
・担い手不在地域への
プロデューサー派遣
・園芸作物導入モデル
実証ほ場の設置

○ 集落営農組織活動を支援するため， 農林水産部 ・集落営農組織の現状
支援チームを設置し，地域と密着・協 把握と分析
働した活動を展開します。 ・実践プランの策定支
（非予算的手法：集落営農組織支援活 援
動）

○ 国営土地改良事業負担金に係る農家 農林水産部 ・償還対策導入に向け
等の金利負担の軽減を図るため，関係 た調整及び実施
機関と連携し，金融機関等からの低利 償還対策導入調整
資金の調達により，繰上償還を推進し 実施地区数
ます。 ［累計］
（非予算的手法：国営土地改良事業負 5地区 (H18)
担金償還対策事業） →8地区 (H21)

○ 将来，地域農業を効率的，安定的に 農林水産部 ・高度土地利用に向け
担う又は担うと見込まれる者への農用 た指導・調整活動
地の利用集積を促進します。 ・高度経営体への集積
（農業経営高度化支援事業） 促進活動

事業実施地区内に
おける認定農業者
等の経営面積割合
12% (H17)
→56% (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 「優良みやぎ材」の一層の流通拡大 農林水産部 ・「優良みやぎ材」フ
と認知度向上を図り，県産材のブラン ェア等ＰＲの促進
ド化を推進するとともに，木材関連産 ・県産材を利用するモ
業の活性化を図ります。 デル住宅等への支援
（「優良みやぎ材」流通強化対策事 優良みやぎ材出荷
業）（再掲） 量［年間］

12,000m3 (H17)
→18,000m3 (H21)

○ 遠洋漁業の収益性向上や財務状況の 農林水産部 ・省力化施設等の整備
改善を図るため，産地市場や流通加工 支援
業関係者との連携のもと，漁獲操業方 ・販売流通改革支援
法から販売方法に至るまでの総合的な
改革を支援します。 構造改革実践経営
（漁船漁業構造改革促進支援事業（儲 体
かる漁船漁業創出支援事業）） ［累計］
（再掲） H19初年度

→ 9経営体 (H21)

○ 自助努力のもと，建設業の経営発展 土 木 部 ・建設業総合相談の実
に向けた積極的な取組の必要性の普及 施
啓発とその実践に取り組む建設業者を ・セミナー等啓発活動
支援し，建設産業の振興を図ります。 ・基本方針策定
（建設産業振興支援事業） ・建設業地域ビジネス

事業化調査

○ 中小企業の経営再生に向けた独自対 経済商工観 ・中小企業再生支援協
応を行っている「中小企業再生支援協 光部 議会支援
議会」に対して支援を行い，中小企業
の経営基盤の強化を促進します。
（中小企業再生支援協議会支援事業）

○ 中小企業制度融資を充実させ，中小 経済商工観 ・中小企業制度融資に
企業者の経営の安定化や成長・発展を 光部 係る預託の実施
支援します。
（中小企業金融対策事業）

○ 農林水産業者が経営改善や規模拡大 農林水産部 ・農業制度金融の実施
等に取り組む場合に必要な資金につい ・水産業制度金融の実
て，円滑な融通と負担軽減を図り，経 施
営の安定と競争力の強化に取り組みま ・林業制度金融の実施
す。
（農林水産金融対策事業）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 188,037百万円（うち県事業費 188,037百万円）

※ファンド＝資金，資本や投資信託。投資事業組合など特定の目的を持った複数の投資家による集団投資スキームなど。
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取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備

◇ 貨物量の増加や船舶の大型化に対応した岸壁や埠頭用地の造成など，港湾機能拡充の

ための施設を整備します。

◇ 港湾貨物の需要開拓及び新規航路開設に向けた誘致活動（ポートセールス）を強化し

ます。

◇ 港周辺地域の貿易関連機能や流通・工業機能の強化に向け，仙台港背後地の整備を促

行動方針 進します。

◇ 各種ＰＲ活動により空港の利用を促進しながら，空港の新規路線開設及び運休路線の

再開に向けた誘致活動（エアポートセールス）を強化します。

◇ 仙台空港周辺の産業経済拠点形成に向けて，流通・商業機能を有する仙台空港ア

クセス鉄道沿線の臨空都市の整備を促進します。

◇ 三陸縦貫自動車道など高速道路網及び広域ネットワークの形成に向けた道路網の整備

を促進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物 105,380ＴＥＵ 128,461ＴＥＵ 140,000ＴＥＵ
取扱量 （平成17年） （平成19年） （平成21年）

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量 3,333万トン 3,614万トン 3,470万トン
（コンテナ貨物除き） （平成17年） （平成19年） （平成21年）

仙台空港利用者数 3,244千人 3,321千人 3,844千人
（平成17年度） （平成19年度） （平成22年度）

仙台空港国際線利用者数 289千人 347千人 450千人
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

高速道路のインターチェンジに４０分以 94.2％ 95.1％ 95.1％
内で到達可能な人口の割合 （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 仙台塩釜港のコンテナ貨物量や完成 土 木 部 ・高砂埠頭拡張
自動車の増大に対応する埠頭機能の拡
充や船舶の大型化に対応する埠頭を整 ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ1基増
備します。 設完了
（仙台国際貿易港整備事業）
【一部新規】

H23第一期埠頭拡
張計画の完成に向
けた推進

・中野埠頭岸壁改良
・雷神埠頭拡張

岸壁改良完了
H24完成に向けた
推進

・高松埠頭拡張

H27完成に向けた
推進
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 石巻港雲雀野地区における船舶接岸 土 木 部 ・南防波堤整備
の安全性を向上させるための防波堤を
整備します。 南防波堤の整備済
（石巻港整備事業） 延長（整備全延長

2,630ｍ）
1,500ｍ (H17)
→1,925ｍ (H21)

・西防波堤整備

西防波堤の整備済
延長（整備全延長
700ｍ）
600ｍ (H17)
→625ｍ (H21)

○ コンテナ貨物の集荷促進と新規航路 土 木 部 ポートセールスの実施
の開設や既存航路の安定化のための誘 ・国内外の船社・荷主
致活動(ポートセールス) を行いま 企業等への訪問
す。 企業訪問数
（港湾振興対策事業） 116社 (H17)

→300社
(H19～H21)

・セミナーの開催等

セミナー参加者数
［累計］
5,117人 (H18)
→6,400人 (H21)

○ 仙台塩釜港，仙台東部道路等を生か 土 木 部 ・仙台港背後地の整備
し，仙台港背後地における産業拠点機
能を持った商業，流通業務地を整備し 仙台港背後地土地
ます。 区画整理事業区域
（仙台港背後地土地区画整理事業） における市街化率

41.9% (H17)
→59.5% (H21)

H23事業完了に向
けた推進

○ 各種ＰＲ活動により空港の利用を促 土 木 部 ・国内外の航空会社，
進しながら，既存の国内路線及び国際 関係機関への訪問
路線の安定化と拡充を図るとともに， 企業等訪問数
新規路線の開設を目指して航空会社等 85社 (H18)
に対する誘致活動（エアポートセール →300社
ス）を行います。 (H19～H21)
（仙台空港利用促進事業）

・各種ＰＲ活動による
需要喚起
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 仙台空港を核とした国際交流・物流 土 木 部 臨空都市の整備への支
・情報拠点となる機能を持った臨空都 援
市の整備を促進します。 ・関下土地区画整理
（関下・下増田臨空土地区画整理補助 ・下増田臨空土地区画 臨空土地区画整理
事業） 整理 事業区域における
（仙台空港臨空都市土地区画整理事業 市街化率
資金貸付金） 27% (H19)
（（都）大手町下増田線街路事業） → 50% (H21)

関下土地区画整理 下増田臨空土地区
事業 画整理事業
補助完了 補助完了

臨空都市へのアクセス
道路の整備 H26完成供用に向
・（都）大手町下増田線 けた推進
（名取市）

○ 常磐自動車道，三陸縦貫自動車道， 土 木 部 高規格幹線道路の整備
仙台北部道路，仙台東部道路，みやぎ ・常磐自動車道
県北道路などの広域的経済活動を支え
る高規格幹線道路等の整備を促進しま H22山元ＩＣ供用
す。 に向けた推進
（高規格幹線道路整備事業）
（地域高規格道路整備事業） ・三陸縦貫自動車道

登米 ＩＣ供用 国道３９８号への
暫定取付供用

・仙台北部道路
（仮称）富谷
ＪＣＴ完成

・仙台東部道路
仙台港ＩＣ供用に
向けた推進

地域高規格道路の整備
・みやぎ県北道路
（Ⅰ期） H24完成供用に向

けた推進
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 高規格道路の供用時期に合わせたア 土 木 部 ・高規格道路へのアク
クセス道路の整備や，産業拠点の形成 セス道路の整備
及び地域連携を支援する広域道路ネッ 泉塩釜線(多賀城 H22半田山下線
トワークを整備します。 石巻港インター線 市南宮)供用 (山元町小平)供用
（広域道路ネットワーク整備事業） (石巻市明神)供用 に向けた推進

中田栗駒線(登米
市浅水)供用

・産業拠点の形成を支
援する道路の整備

大衡落合線 H24大衡仙台線
(大衡村大衡) (大和町小野)供用
２車線暫定供用 に向けた推進

・地域連携を支援する
道路の整備

国道３４７号(加 H28国道３４６号
美町宇津野)供用 (鹿島台ﾊﾞｲﾊﾟｽ)

(大崎市)供用に向
けた推進
国道３４７号
(加美町柳瀞)供用

国道３９８号（石
巻市橋浦）供用

H22国道３９８号
(石巻ﾊﾞｲﾊﾟｽ)
(石巻市)Ⅰ期供用
に向けた推進

○ 企業立地や物流拠点等に関する公共 土 木 部 ・仙台北部中核工業
施設を集中的かつ効果的に整備しま 団地・第二仙台北 Ｈ22(仮称)大衡Ｉ
す。 部中核工業団地関 Ｃ（大衡村大衡）
（企業立地関連総合基盤整備事業） 連 供用に向けた推進

大衡落合線（大衡
村大衡）４車線供
用

荒屋敷川（大衡村
大衡）の概成

・大和リサーチパーク
関連

(仮称)明通川（大
和町小野）防災調
節池の概成

○ 新規開発工業団地等において交通信 警察本部 ・交通信号機，道路標
号機，道路標識等の整備を行います。 識等の整備
（「富県戦略」育成・誘致による県内
製造業の集積促進事業（工業団地等交
通安全施設整備））

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 54,416百万円（うち県事業費 49,746百万円）
※埠頭（ふとう）＝船を接岸して貨物を積み降ろしたり，旅客が乗降する場所をいい，係留施設，荷役施設，保管施設，

道路，鉄道など港湾施設を包括したもの。

※仙台空港アクセス鉄道＝ＪＲ仙台駅と仙台空港間を最短（快速時）１７分で結ぶ鉄道。仙台空港の利便性を一層向上

させることを目的に整備。平成１９年３月に開業。

※ＴＥＵ＝コンテナ取扱貨物量を表す単位。２０ｆｔ（約６ｍ）コンテナ１個を１ＴＥＵ，４０ｆｔコンテナを２ＴＥ

Ｕとする。

※ＩＣ＝インターチェンジ。高速道路への出入口のこと。ＩＣは，Interchangeの略語。

※ＪＣＴ＝ジャンクション。高速道路と高速道路の合流点（分流点）のこと。ＪＣＴは，Junctionの略語。
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２ 安心と活力に満ちた地域社会づくり

（１）子どもを生み育てやすい環境づくり

取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり

◇ 少子化の流れに歯止めをかけるため，市町村・企業・ＮＰＯなどとの連携・協働によ

り，県民意識の啓発などの少子化対策を総合的に推進します。

◇ 働きながら子育てを行う従業員等が，育児休業の取得や職場復帰しやすい環境を整備

するため，企業等における仕事と子育ての両立に向けた取組を支援します。

◇ 子育てを行う親の多様なニーズにこたえるため，一時保育など各種保育サービスの充

実に向けた取組を支援します。

◇ それぞれの地域の実情に応じて，子育て中の親の交流の場の設置や放課後児童対策を

行動方針 推進するなど，地域における子育て支援体制の充実に向けた取組を支援します。

◇ 不登校や引きこもりなど悩みを抱える子どもや，子育てに不安・問題を抱える親や家

族に対し，相談・指導の充実を図ります。

◇ 関係機関の連携により，児童虐待を未然に防止するための調査や相談などの専門的な

支援を行うとともに，早期発見や保護児童等に対する援助を行うなど，迅速かつ的確な

対応を推進します。

◇ 周産期・小児救急医療体制の充実に取り組むとともに，不妊治療を行う夫婦に対する

支援を行います。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

合計特殊出生率 1.24 1.27 1.28
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

従業員３００人以下の中小企業における 48事業者 127事業者 100事業者
一般事業主行動計画策定・届出事業者数 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度累計）

育児休業取得率 男 性 1.2％ 3.2％ 5.0％
女 性 74.1％ 76.8％ 80.0％

（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

保育所入所待機児童数 821人 1,270人 0人
（仙台市除き509人） （仙台市除き530人） （平成21年度）
（平成18年度） （平成20年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 効果的な少子化対策のあり方につい 保健福祉部 ・次世代育成支援対策
て調査・検討するとともに，多様な主 地域協議会運営
体との協働により県民意識の啓発や子 ・子ども専用相談実施
どもの悩みの解消に取り組みます。 ・子育てシンポジウム ・次世代育成支援タウ
（次世代育成支援対策事業） 開催 ンミーティング開催
【一部新規】 ・子育て支援モデル事

業実施

○ 子どもを安心して生み育てることが 保健福祉部 ・みやぎっこ子育て家
できる環境づくりを推進するため，子 庭応援カード導入
育て家庭を地域全体で応援する機運を
醸成します。
（子育て家庭応援推進事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 子育て支援に積極的に取り組む中小 保健福祉部 ・企業訪問
企業を，顕彰金等を活用し支援しま ・奨励金の交付
す。 ・顕彰金の授与
（子育てにやさしい企業支援事業） ・顕彰企業のＰＲ

○ 労働者の仕事と家庭の両立を支援す 経済商工観 ・ファミリー・サポー
るため，子育てを援助する「ファミリ 光部 ト・センター運営支
ー・サポート・センター」の市町村設 援
置の促進や，雇用環境の整備に向けた ・企業担当者向けのセ
普及啓発を行います。 ミナー開催
（「仕事」と「家庭」両立支援事業） ・雇用環境の整備に向

けた普及啓発

育児休業取得率
男性： 1.2%
女性：74.1%

(H17)
→男性： 5.0%
女性：80.0%

(H21)

○ 保育所入所待機児童解消に向け，市 保健福祉部 ・保育所等の設置推進
町村が実施する保育所整備等の事業 ・家庭的保育事業の実
を助成します。 施
（待機児童解消推進事業) ・事業所内保育施設の
【新規】 整備の支援

○ 保育所における子育て支援サービス 保健福祉部 ・一時保育等を行う保
の充実を図るとともに，市町村が設置 育所に対する支援
する「地域子育て支援センター」が行 ・地域子育て支援セン
う取組を支援します。 ター事業に対する支
（一時・特定保育事業） 援
（地域子育て支援センター事業）
【一部新規】

○ 地域の実情に応じて，放課後に子ど 保健福祉部 ・児童福祉施設併設型
もが安心して過ごせる居場所を確保す 民間児童館運営に対
るための取組を支援します。 する支援
（児童クラブ等活動促進事業） ・放課後児童クラブ運

営に対する支援
支援対象児童クラ
ブ数［年間］
122ｸﾗﾌﾞ (H18)
→150ｸﾗﾌﾞ (H21)

○ 母親など地域住民の積極的な参加に 保健福祉部 ・母親クラブ等の地域
よる地域活動の促進を図るため，地域 組織活動に対する支
組織活動（母親クラブ等）が行う取組 援
を支援します。 ・地域活動連絡協議会
（地域組織活動育成事業） が行う活動に対する

支援 支援対象母親クラ
ブ数［年間］
56ｸﾗﾌﾞ (H18)
→58ｸﾗﾌﾞ (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 不登校や引きこもりなど，心に不安 保健福祉部 ・心に不安を抱える児
を抱える児童とその親に対する専門的 童や親に対する相談
なケアを行うとともに，社会的・精神 ・診療等
的自立を図るための取組を支援しま ・障害を持つ子どもの
す。 社会参加の促進
（子どもメンタルサポート事業） ・不登校の子どもやそ

の家族に対する支援

○ 虐待等により保護を要する児童の養 保健福祉部 ・ファミリーグループ
育を行うファミリーグループホームの ホーム運営支援
設置を促進します。
（ファミリーグループホーム事業）

○ 虐待等により健全な関係を築けなく 保健福祉部 ・プログラム提供（通
なった親子を対象に，その関係改善を 所・宿泊）
図るためのプログラムを開発・提供し ・プログラムの普及
ます。 ・報告書作成
（親（母）と子の宿泊型生活サポー
ト事業）

プログラム利用者
数［年間］
94人(H17)

→500人(H19)

○ 虐待をはじめとする各種相談等に対 保健福祉部 ・地域子どもセンター
し，専門的支援を行います。 における相談調査指
（子ども虐待対策事業） 導

・「２４時間緊急相談」，
「子ども家庭１１０
番」実施
・家庭児童相談室の運
営

○ 育児不安や虐待要因の一つである産 保健福祉部 ・乳幼児健康診査未受
後うつ病を早期に発見するとともに， 診者の状況把握
適切な支援を行います。 ・「親と子のグループ
（母子保健児童虐待予防事業） ミーティング」実施

・保健関係者に対する
研修会開催

親と子のｸﾞﾙｰﾌﾟﾐｰ
ﾃｨﾝｸﾞを実施する
保健福祉事務所数
4事務所 (H18)

→全事務所 (H21)

○ 総合教育センター（仮称），通信制 保健福祉部 ・PFI導入可能性調査
独立校（仮称）及び新福祉センター 教 育 庁 の実施
（仮称）について，PFI事業を活用し ・PFI事業による施設
た施設整備を進め，教育と福祉の機能 整備の実施
向上や連携強化を図ります。
（教育・福祉複合施設整備事業）
（再掲）

○ 虐待等による保護児童を適切に処遇 保健福祉部 ・児童養護施設の整備
するため，児童養護施設を整備しま に対する補助
す。
（児童養護施設整備推進事業） 施設整備数

1施設（H18）
→1施設（H21）



- 55 -

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 小児の急な疾病等に対する不安を解 保健福祉部 ・「こども夜間安心コ
消するための取組や，小児科医以外の ール事業」実施
医師に対し小児初期医療に関する知識 ・小児初期医療に係る
の向上を図るための取組を推進しま 研修会開催
す。 電話相談件数
（小児救急医療対策事業） ［年間］

521件（H17）
→6,600件（H21）

○ 不妊治療を受けている夫婦に対し， 保健福祉部 ・不妊専門相談センタ
治療費の一部を助成するとともに，そ ー運営
の相談活動等を行う「不妊専門相談セ ・特定不妊治療費助成
ンター」を運営します。
（不妊治療相談・助成事業）

○ 聴覚障害児を早期に発見し適切な措 保健福祉部 ・障害児に対する療育
置を講ずることにより，障害による影 体制の整備
響を最小限に抑え，コミュニケーショ ・療育マニュアル作成
ンや言語の発達を促進します。 ・ネットワーク構築
（新生児聴覚検査・療育体制整備事 ・療育体制研修会開催 ・評価会議開催
業） ・専門家派遣

○ 地域の医療機関の機能分担と連携に 保健福祉部 ・周産期医療地域連携
よる周産期セミオープンシステムの導 システム構築事業
入を推進するとともに，周産期医療提 ・新生児医療研修事業
供体制の強化を図ります。
（周産期医療地域連携システム構築事
業）

○ 看護師として勤務している助産師を 保健福祉部 ・助産師確保対策に係
対象に研修会を実施し，助産師外来等 る検討会開催
での就業を促進することにより，次世 ・助産師研修会開催
代を担う子供を産み育てやすい環境づ
くりを推進します。 助産師外来での助
（助産師確保モデル事業） 産師従事者数

H20 初年度
→30人（H21）

○ 不足している産科医師等の確保・充 保健福祉部 ・分娩手当を支給する
実を図るため、分娩に当たった産科医 医療施設に対する支
師等に対し手当を支給する医療施設へ 援
支援を行います。
（地域周産期医療提供体制確保事業）
【新規】

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 4,306百万円（うち県事業費 2,976百万円）

※ＮＰＯ＝継続的に民間非営利活動（営利を目的とせず，自発的に行う社会的・公益的な活動）を行う団体。ＮＰＯは，

Non Profit Organizationの略語。

※周産期＝妊娠満２２週（154日）から生後７日未満までの期間。この期間は，母子ともに異常が生じやすく，突発的

な緊急事態に備えるため，産科・小児科双方から行う一貫した総合的な医療が必要となり，これを周産期医療という。

※みやぎっこ子育て家庭応援カード＝子どもを養育する家庭を社会全体で支えることを目的とする事業。カードを提示

することで，協賛企業等において様々な割引や特典を受けることができるとするもの。平成１８年１月から，石川県

において「プレミアムパスポート事業」が実施されて以来，各地に同種の取組が広がっている。

※地域子育て支援センター＝市町村が地域の保育所等を指定して，子育て親子の交流促進，育児相談，地域の子育て関

連情報の提供，講習会の実施など，子育てに関する支援を行っている。

※ファミリーグループホーム＝登録里親が運営し，保護を要する児童４人から６人を家庭的環境で養育するホームのこ

と。

※ＰＦＩ＝公共施設等の設計，建設，維持管理及び運営に民間の資金や経営能力，技術的能力を活用することにより，

効率的かつ効果的に公共サービスの提供を図る手法。ＰＦＩは，Private Finance Initiativeの略語。
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取組１４ 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成

◇ 家庭，地域と学校との協働により，子どもの基本的な生活習慣の定着に向けた運動を

展開します。

行動方針 ◇ 子どもの活動拠点づくりや地域で子どもを教え育てるシステムなど，教育に対する地

域全体での支え合いを推進する組織体制の確立を進めます。

◇ 家庭，地域と学校の協働により，多くの住民が主体的に参画した子どもの多様な学習

・体験機会の創出を図ります。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

朝食を欠食する児童の割合（H17～19：小 4.4％ 3.7％ 2％以下
学５年生，H20～小学６年生） （平成17年度） （平成20年度） （平成22年度）

学校と地域が協働した教育活動（学社融 53.7％ 55.2％ 62.0％
合事業）に取り組む小・中学校の割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 「はやね・はやおき・あさごはん」 教 育 庁 ・推奨運動の展開
といった基本的生活習慣の子どもへの
定着に向けて，広く県民や家庭への普
及活動を実施します。
（非予算的手法：はやね・はやおき・
あさごはん推奨運動）

○ 家庭教育や子育てに関する相談・情 教 育 庁 ・電話相談の実施
報提供の実施や，地域で活動する子育 ・子育てサポーター養
て支援者の養成とともに，学習機会・ 成講座の開催 ・訪問型家庭教育支援
交流機会の提供を行います。 チームの設置
（家庭教育支援推進事業） ・地域人材の養成
（一部新規） ・効果的な学習機会の

提供

子育てサポーター
養成数［累計］
550人 (H17)
→700人 (H21)

○ 放課後や週末等に，子どもたちの安 教 育 庁 ・放課後子ども教室の
全・安心な活動拠点を設け，地域の中 設置・運営
で子どもたちが心豊かで健やかにはぐ
くまれる環境づくりを進めます。
（放課後子ども教室推進事業）

○ 地域社会と学校との協働教育が，全 教 育 庁 ・協働教育関係会議・
県下において活発かつ継続的・安定的 研修会などの開催
に実施されるための人材育成，ネット ・協働教育に関する情
ワーク及び仕組みづくり等の取組を促 報提供・啓発活動
進させる環境整備を進めます。 ・コラボスクールの推
（協働教育振興事業） 進（モデル実践）
（学校支援地域本部事業）H20～ ・起業教育の展開（モ

デル実践）
・学校支援地域本部の
設置・運営
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 学校教育の多様化への対応と学校の 教 育 庁 ・社会人の特別非常勤
活性化を図るため，各分野において優 講師としての活用
れた知識や技術を有する社会人を学校
教育に活用します。
（小・中学校外部人材活用事業）
（再掲）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 181百万円（うち県事業費 181百万円）

※コラボスクール＝地域と学校が協働した教育活動を展開するモデル実践。各学校区ごとに，地域住民，行政，学校が

参画した協働を支える組織が設立され，学校の授業の中で地域と学校が協働した「地域で子どもを育てる」様々な活

動が行われている。
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（２）将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり

取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現

◇ 家庭学習に関する啓発や自習環境等の整備など，児童生徒の学習習慣定着に向けた取

組を推進します。

◇ 児童生徒の授業理解に向けて，教員の教科指導力向上や小学校・中学校・高校間の連

携を強化します。

◇ 学習状況調査などによる児童生徒の学力定着状況の把握・分析・公開を進め，確かな

学力の定着に向けた実効ある対策を実施します。

行動方針 ◇ 児童生徒の進路選択能力の育成に向けた指導体制の充実や，教員の進路指導に関する

能力・技能の向上を図ります。

◇ 地域の進学指導等の拠点となる高校における取組を充実させるとともに，その成果の

普及を図ります。

◇ 産業界などとの連携により，児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育の充実を図り

ます。

◇ 社会の変化に対応した教育（ICT教育・国際化に対応した教育など）を推進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

児童生徒の家庭等での学習時間
（小学５年生：３０分以上の児童の割合） 73.9％ 75.1％ 75％
（中学２年生：１時間以上の生徒の割合） 52.8％ 51.9％ 65％
（高校１年生：２時間以上の生徒の割合） 12.7％ 13.1％ 23％

（平成18年度） （平成19年度） （平成21年度）

「授業が分かる」と答える児童生徒の割 小学5年生73.2％ 小学5年生74.7％ 小学5年生78％
合 中学2年生55.7％ 中学2年生56.7％ 中学2年生57％

高校1年生38.7％ 高校1年生41.0％ 高校1年生44％
（平成18年度） （平成19年度） （平成21年度）

学習状況調査での正答率６０％以上の問 小学5年生72.2％ 小学5年生68.0％ 小学5年生80％
題の割合 中学2年生50.0％ 中学2年生36.9％ 中学2年生64％

（平成18年度） （平成19年度） （平成21年度）

大学等への現役進学達成率の全国平均値 －2.1ポイント －1.1ポイント －1.3ポイント
とのかい離 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

新規高卒者の就職決定率の全国平均値と 0.2ポイント 0.4ポイント 0.3ポイント以上
のかい離 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）
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【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 本県児童生徒の学力向上に密接に関 教 育 庁 ・こどもの生活習慣確
係のある基本的生活習慣の着実な定着 立推進協力会議（仮
に向けて，学校や家庭だけでなく，地 称）の設置運営
域社会総掛かりで取り組む体制を整備 ・優良な取組を行う団
するとともに，普及啓発を図ります。 体等への顕彰
（基本的生活習慣定着促進事業） こどもの生活習慣
【新規】 確立推進協力会議

会員数
H21 初年度
→20団体 (H21)

○ 全国学力・学習調査を活用して学校 教 育 庁 ・学習状況調査の実施 ・支援校での取組の推
改善を推進する小中学校に指導主事を 進
派遣して各学校の学力向上の取組を支 ・学力向上支援のため
援します。 の指導主事等による
また，教員の教科指導力向上に向 学校訪問指導の展開
け，教員研修を実施するとともに，教 ・連絡協議会，普及研
科指導に優れた教員を学校等へ派遣し 修会の実施
ます。 ・優れた教員の派遣に
さらに，学習支援ボランティアの活 よる校内研修等の実
用により児童生徒の自主的な学習を支 施
援します。 ・学習支援ボランティ
（小中学校学力向上推進事業） ア等を活用した夏季 ・学力向上に主体的に
【一部新規】 休業期間の自主学習 取組む市町村教委に
（学力向上サポートプログラム事業） 支援 対して支援

○ 小学校高学年における教科担任制に 教 育 庁 ・モデル校での調査研
ついて，モデル校で調査研究を行いま 究
す。
（小学校教科担任制モデル事業）

○ 小・中学校の連携による学力向上の 教 育 庁 ・学習カルテの利用
取組を県内市町村においてモデル的に ・学力向上策の実施
実践します。
（地域の教育力向上推進事業）

○ 本県児童生徒の学習定着の実態を踏 教 育 庁 ・国語，算数・数学， ・社会，理科について
まえ，小・中・高校を通して系統的・ 英語についての指導 の指導資料作成
重点的な指導を行うための指導資料を 資料作成
作成します。
（学びのロードマップ作成事業）

○ 高校生の学力状況を把握するととも 教 育 庁 ・高１・２学年主任研
に研修会や授業研究会をとおして教員 修の実施
の指導力向上を図り，生徒の学力向上 ・教育課程実施状況調
と生徒の希望する進路の達成を目指し 査の実施
ます。 ・授業力向上の支援
（学力向上推進事業）【一部新規】 ・学習カルテ開発

・地域別授業力向上プ
ロジェクトの展開
・学力状況調査

○ 生徒が自らの個性を理解し，希望す 教 育 庁 ・就職希望者への就職 ・就職達成セミナー
る進路を実現させるため，キャリア教 ガイダンス等の実施 ・進路探求セミナー
育を系統的にかつ，段階的に充実さ ・就職推進校での取組
せ，進路を主体的に選択する能力・態 実施 就職内定率の向上
度を育成し，就職内定率の向上を図り ・外部講師の活用 （高校）
ます。 全国平均値とのか
（進路達成支援事業） い離：0.3ポイン
【一部新規】 ト以上

（平成21年度）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県内各地の進学指導拠点校におい 教 育 庁 ・連携学習会，連携モ
て，学習会の開催や異校種間の連携， デルプラン，連絡協
各校独自の取組を行うなど，総合的な 議会の実施
進路指導を行います。 ・中学校や大学との異
（進学指導地域拠点形成事業） 校種間連携の推進

・学習記録簿の活用
・各校独自の取組の展
開

○ 関係者が相互に連携し，創造性や実 経済商工観 ・産業人材育成協議会
践力などの資質を持つ，地域産業を担 光部 の設立，運営
う人材育成に取り組みます。 ・キャリア形成や技術
（産業人材育成プラットフォーム構築 継承等を担うコーデ
事業）（再掲） ィネーターの育成

・各種プログラムの実
施支援，フォーラム
の実施

産業人材育成協議
会が関与する人材
育成プログラムの
実施数［累計］
H19 初年度
→7件 (H21)

○ 家庭，地域，学校及び産業界等と連 経済商工観 ・キャリアカウンセリ
携しながら，子どもの発達段階に応じ 光部 ングや適性検査など
た職業意識・勤労観の形成に取り組み の就職支援
ます。 ・職業意識の形成支援
（新規高卒未就職者対策事業） ・職業選択機会の提供
（再掲） ・周知，啓発活動

○ 近隣の工業地域において大規模な企 教 育 庁 ・連携コーディネータ
業立地が進行している黒川高校におい ー配置
て，地域産業界のニーズに対応した人 ・地域のものづくり企
材の確保と育成を目指し，キャリア教 業見学会開催
育の充実を図ります。 ・キャリアアップ講座
（産業人材育成重点化モデル事業） 開催
【新規】 ・長期インターンシッ

プ実施

○ 地域をあげた産業人材育成の体制を 教 育 庁 ・ものづくり現場実習
構築し，地域のものづくり産業が必要 ・ものづくり高・大・
とする人材育成を行います。 企業連携
（みやぎクラフトマン２１事業） ・ものづくりコンテス

ト充実支援
・ものづくり出前授業
プロジェクト

○ 専門学科の高校の生徒のものづくり 教 育 庁 ・企業ＯＢによる実践
技能向上を図るため，企業ＯＢ等の熟 指導支援
練技能者による実践的指導及び最新工 ・最新工作機械の導入
作機械の導入，設備の更新を行いま
す。
（ものづくり実践力向上対策事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県内の公立中学１年生を対象に，社 教 育 庁 ・体験活動の実施
会との接点となる体験活動（職場体験
等）を一斉に実施します。 実施中学校数
（１３歳の社会へのかけ橋づくり事 ［年間］
業）（再掲） 185校 (H18)

→222校 (H21)

○ 英語の授業力向上に向けて，教員の 教 育 庁 ・外国語指導助手（AL
集中研修や指導助手への支援を行うほ T）への支援
か，地域の指定校での研究実践を行い ・英語教員研修の実施
ます。 ・地域別授業力向上プ
また，県版英語検定を実施し，生徒 ロジェクトの展開
の段階的な英語力育成を図ります。 ・県版英語検定の実施
（学校英語教育充実推進事業）

英検３級レベル以
上の生徒（高校１
年生）の割合
（県版英語検定）
36.4% (H18)
→42.9% (H20)

○ 小学校段階での英語教育について， 教 育 庁 ・モデル地域・実践校
モデル地域における実践研究を行い， の指定と実践
その成果を受けて，指導資料の作成や ・実践事例集の作成，
県内小・中学校への普及を行います。 普及
（小学校英語教育推進事業）

○ みやぎのICT教育の推進にあたり， 教 育 庁 ・コンテンツ研究開発
「みやぎ教育ポータルサイト」の充実 ・調査研究，技術支援
や，各教科，科目で，ICT機器を活用 ・みやぎ教育ポータル
した授業の推進を行い，総合的な情報 サイトの充実支援
活用能力の育成を図ります。 ・ICT活用成果の普及
（ICT教育推進事業） 啓発

教員が授業でＩＣ
Ｔを活用した割合
49.0% (H18)
→59.0% (H21)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 448百万円（うち県事業費 448百万円）

※キャリア教育＝望ましい職業観や勤労観を身に付けさせ，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度

を育てる教育のこと。

※ICT教育＝情報通信技術を活用した教育活動。ICTは，Information and Communication Technologyの略語。
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取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成

◇ 多様な社会体験や自然体験などの体験活動を充実させ，学校教育活動全般を通じて心

の教育に関する取組を推進します。

◇ 家庭・地域との連携により基本的生活習慣の重要性に関する普及啓発に取り組みま

す。

◇ みやぎアドベンチャープログラムの活用などにより，児童生徒の豊かな人間関係の構

行動方針 築に向けた取組を推進します。

◇ 児童生徒の問題行動の解消に向けた調査研究や教員研修の推進を図るとともに，スク

ールカウンセラー・相談員などの学校等への配置や専門家・関係機関との連携により教

育相談体制を充実させ，学校・家庭・市町村教育委員会・関係機関など地域が一体とな

った取組を推進します。

◇ 小学校・中学校・高校を通じて体力・運動能力調査を継続的に実施するなど，子ども

の体力・運動能力向上に向けた取組を推進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

不登校児童生徒の在籍者比率 小学校 0.32％ 小学校 0.34％ 小学校 0.22％
中学校 2.77％ 中学校 3.24％ 中学校 2.39％
中学1年 2.00％ 中学1年 2.40％ 中学1年 1.53％
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

児童生徒の体力・運動能力調査で過去７ 17.6％ 42.2％ 40％
年間の最高値を超えた項目の割合 （平成17年度） （平成20年度） （平成20年度）

80％
（平成24年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県内の公立中学１年生を対象に，社 教 育 庁 ・体験活動の実施
会との接点となる体験活動（職場体験
等）を一斉に実施します。 実施中学校数
（１３歳の社会へのかけ橋づくり事 ［年間］
業） 185校 (H18)

→222校 (H21)

○ 子どもの豊かな人間性や社会性を育 教 育 庁 ・体験活動プログラム ・農山漁村におけるふ
むため，指定を受けた推進校において 実施 るさと体験活動の推
農山漁村での長期体験，自然体験など 進
の活動を実施します。 ・仲間と学ぶ宿泊体験
（豊かな体験活動推進事業） 教室の実施 ・児童生徒の輝く心育

・地域間交流の実施 成事業
・命の大切さを学ばせ
る体験活動の推進

○ 「はやね・はやおき・あさごはん」 教 育 庁 ・推奨運動の展開
といった基本的生活習慣の子どもへの
定着に向けて，広く県民や家庭への普 朝食を欠食する児
及活動を実施します。 童の割合（小学６
（非予算的手法：はやね・はやおき・ 年生）
あさごはん推奨運動）（再掲） 4.4% (H17)

→2.0%以下(H22)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 学校教育の中でみやぎアドベンチャ 教 育 庁 ・指導者養成講習の実
ープログラムを展開するための指導者 施
の養成や研修，事例研究等を進めま ・教科等への効果的導
す。 入を図るための研修
（みやぎアドベンチャープログラム事 の実施
業） ・ＭＡＰ技術研修会

○ いじめ，不登校，暴力行為，児童虐 教 育 庁 ・調査研究
待などの問題行動等に対する未然防 ・教員研修の実施
止，早期発見・早期対応に向けた調査 ・学校・児童生徒・保
研究や学校・児童生徒・保護者への相 護者への相談支援
談支援，事例検討などを進めます。 ・問題行動に関する事
（登校支援ネットワーク事業） 例検討会 ・不登校児童生徒に対
【一部新規】 して，関係機関が連

携したネットワーク
を構築し，学校復帰
に向けて支援

○ 学校・家庭・地域が抱えている子ど 教 育 庁 ・心の教育フォーラム
もの諸問題や心の教育について広く県 の開催
民とともに考える機会を設けます。 ・中学校スクールカウ
また，子どもの問題や悩みに対し， ンセラーの全校への
きめ細かな対応を図るため，中学校全 配置
校にスクールカウンセラーを配置する ・「子どもと親の相談
とともに，教育事務所への専門カウン 員」
セラーの配置や小学校への相談員等の ・在学青少年育成員，
配置を行います。 専門カウンセラーな
また，不登校児童生徒への対応とし どの配置
て，適応指導教室への支援を推進しま ・適応指導教室へのボ
す。 ランティア派遣
（教育相談充実事業）

○ 全県立高校にスクールカウンセラー 教 育 庁 ・高等学校スクールカ
を配置し，生徒・保護者や教職員の相 ウンセラーの配置・
談に応じ，生徒の悩み等の解消を図り 活用
ます。 ・相談実績やニーズに
（高等学校スクールカウンセラー活用 対応した機動的配置
事業） の実施

○ 県教育研修センターにおいて，児童 教 育 庁 ・面接・電話による教
生徒・保護者が抱えるいじめ，不登 育相談の実施
校，非行等の諸問題に関して，教育相
談を行います。
（総合教育相談事業）

○ 生徒に携帯電話やインターネット等 教 育 庁 ・講演会の開催
の利用に際しての情報モラルを身につ ・普及啓発
けさせるとともに，新たないじめ問題 ・学校裏サイト監視
の温床となっている学校裏サイトの監 ・調査研究
視及び調査研究等を通じてネット被害
の未然防止に取り組みます。
（非予算的手法：ネット被害未然防止
対策事業）【新規】
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 子どもの体力・運動能力の向上に向 教 育 庁 ・実態把握調査の実施
け，実態把握のための調査を実施し， ・教員の技能講習の実
教員講習の充実を図るとともに，新た 施
な向上策を検討し，実施します。 ・子どもの体力・運動
（みやぎの子どもの体力・運動能力充 能力向上策の検討と
実プロジェクト事業） 実施

・｢元気アップエクサ
サイズ｣の作成，普
及

○ 児童生徒の健康問題に対応し，健康 教 育 庁 ・性教育推進
教育の充実を図るため，学校保健に関 ・学校保健研修の実施
する研修及び調査研究事業等に取り組 ・第６期学校保健調査
みます。 研究
（健康教育推進充実事業） ・学校・地域の連携に

よる学校保健の推進

○ 学校における交通事故防止・防災教 教 育 庁 ・交通事故防止対策の
育を充実するとともに，学校・家庭・ 実施
地域が一体となった地域ぐるみの安全 ・防災教育の推進
体制整備に取り組みます。 ・地域ぐるみの学校安
（学校安全教育・安全体制整備推進事 全体制整備
業）（再掲） 地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによ

る巡回・警備が行
われている小学校
の割合
81.2% (H17)

→100.0% (H21)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 962百万円（うち県事業費 962百万円）

※みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）＝課題解決型体験学習法の１つであるプロジェクトアドベンチャーの考

え方や手法を取り入れた県独自の教育方法（プロジェクトアドベンチャー＝グループでの冒険活動を通じて，チーム

ワーク，信頼感，コミュニケーション能力，チャレンジ精神などを学び，他者理解と自己理解を進めて，個人の成長

と人間関係の改善を目指すプログラム）。

※スクールカウンセラー＝児童生徒の生活上の問題や悩みに対する相談・カウンセリングや保護者・教職員への助言・

援助を行う目的で学校に配置される臨床心理士などの資格を持った専門家。
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取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり

◇ 少人数学級や少人数指導など，児童生徒の実情に応じたきめ細かな教育活動の充実を

図ります。

◇ 県立高校の再・改編や入学者選抜制度改善などにより，時代のニーズや教育環境の変

化，生徒の多様化・個性化などに応じた魅力ある学校づくりを推進します。

◇ 学校の自主性・主体性を生かした学校運営の支援や学校評価の充実などにより，地域

行動方針 から信頼される学校づくりを推進します。

◇ 障害の有無にかかわらず地域の小・中学校で共に学ぶことのできる学習システムづく

りなど，特別支援教育の充実を図ります。

◇ 優秀な教員を確保するとともに，教員の資質向上や学校活性化を図るため，適切な教

員評価や教員研修等の充実を図ります。

◇ 学校の耐震化など，安全で快適な教育施設の整備を推進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

外部評価を実施する学校（小・中・高） 小学校 38.8％ 小学校 33.3％ 小学校 70％
の割合 中学校 38.9％ 中学校 29.0％ 中学校 70％

高校 59.3％ 高校 75.9％ 高校 100％
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学 11.7％ 25.1％ 27％
校の児童生徒と交流及び共同学習した割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 学習習慣の着実な定着や問題行動等 教 育 庁 ・小学校１・２学年，
の低減を図るため，小・中学校の低学 中学校１学年におけ
年において少人数学級を導入し，きめ る学級編制弾力化
細かな教育活動の充実を図ります。
（学級編制弾力化事業）

○ 小学校高学年における教科担任制に 教 育 庁 ・モデル校での調査研
ついて，モデル校で調査研究を行いま 究
す。
（小学校教科担任制モデル事業）
（再掲）

○ 「県立高校将来構想」に基づき，高 教 育 庁 ・県立高校の再・改編
校の再・改編や特色ある学科の設置， ・特色ある学科の設置
共学化を推進します。 ・男女共学化の推進
また，中高一貫教育校の整備・運営 ・新たな併設型中高一
を進めます。 貫教育校の設置に向
（県立高校将来構想推進事業） けた検討・整備

総合学科等の新し
いタイプの県立高
校
12校 (H18)
→18校程度(H21)



- 66 -

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 将来の宮城を担う高校生の教育環境 教 育 庁 ・新県立高校将来構想
づくりを的確に進めるため，平成２３ の策定
年度以降の県立高等学校の在り方に関
する総合的かつ基本的な構想を新たに
策定します。
（新県立高校将来構想策定事業）

○ 時代の変化に対応した適切な高校入 教 育 庁 ・高等学校入学者選抜
学者選抜方法のあり方について検討を 審議会における検討
行います。
（高等学校入学者選抜改善事業）

○ 高校の全県一学区が円滑に導入され 教 育 庁 ・リーフレット・ポス
るよう制度についてお知らせします。 ターの作成
また，各高校の情報を提供します。 ・高校ガイドブックの
（全県一学区導入円滑化事業） 編集

・高校合同相談会の実
施

○ 各学校の創意工夫による主体的な独 教 育 庁 ・学校・教職員からの
自の教育活動に対して支援を行い，特 個別プロジェクトの
色ある学校づくりを推進します。 提案，審査，事業実
（個性かがやく高校づくり推進事業） 施に対する支援

○ 学校の運営における解決困難な問題 教 育 庁 ・学校経営支援チーム
に迅速かつ適切に対応していくための の運営
支援を行います。 ・学校経営研修・相談
（時代に即応した学校経営支援事業） 会の実施

・危機管理の手引き作
成

○ 開かれた学校づくりと，児童生徒や 教 育 庁 ・授業評価の研究・実
地域のニーズに応じた特色ある教育環 施
境づくりを推進するため，学校関係者 ・学校評価における外
評価委員会を設置し，学校評価の充実 部評価の研究
を図ります。 ・学校評価支援システ
（学校評価事業） ムの活用

・学校評議員の活用に
よる学校運営の改善

○ 学校の自己評価や外部評価の効果的 教 育 庁 ・推進地域における実
なあり方について実践研究を行い，そ 践を通した学校評価
の効果の普及に取り組みます。 システムの改善
（学校評価ガイドラインに基づく評価 ・成果の検証と普及
実践研究事業）

○ 学校教育の多様化への対応と学校の 教 育 庁 ・社会人の特別非常勤
活性化を図るため，各分野において優 講師としての活用
れた知識や技術を有する社会人を学校
教育に活用します。
（小・中学校外部人材活用事業）

○ 特別支援学校制度の創設に伴い，県 教 育 庁 ・各特別支援学校の名
立特別支援学校について，障害種を超 称の検討
えた学校の再編，地域のセンターとし ・障害種を超えた学校
ての機能の充実等，検討委員会を設置 再編，地域のセンタ
し，今後の望ましい在り方について検 ー機能の充実等，特
討します。 別支援学校として望
（非予算的手法：特別支援学校充実事 ましい今後の在り方
業） 検討
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 障害のある児童生徒が通常の学級に 教 育 庁 ・学習システム整備モ ・学習支援室システム
在籍して学習するシステムの構築や校 デル校事業の実施 整備事業の実施
内支援体制の整備を行うとともに，特 ・居住地校における交
別支援学校の児童生徒と居住地の小・ 流及び共同学習の実
中学校の児童生徒との交流及び共同学 施
習を促進します。
（特別支援教育システム整備事業）

○ 障害のある児童生徒に対する校内支 教 育 庁 ・コーディネーター養
援体制の充実に向けたコーディネータ 成研修の実施
ー養成や，管理職，障害児担当教員等 ・障害児担当教員等実
に対する研修を行います。 践研修，管理職研修
（特別支援教育研修充実事業） の実施 研修受講者数

［年間］
1,575人 (H18)
→1,600人 (H21)

○ 特別支援教育について県民の理解促 教 育 庁 ・特別支援教育につい
進を図るため，各種広報やフォーラム てアニメやインター
開催を実施します。 ネットを活用した広
（特別支援教育広報啓発事業） 報

・特別支援教育フォー
ラムの開催

○ 障害のある児童生徒が通常の学級に 教 育 庁 ・小・中学校への訪問
在籍している小・中学校に対する支援 指導，特別支援教育
を進めるとともに，特別支援学校の地 に関する研修会の実
域における特別支援教育のセンターと 施
しての機能充実を図ります。 ・特別支援学校におけ
（特別支援教育地域支援推進事業） る地域支援強化事業

の企画・実施 特別支援学校にお
ける地域支援関係
活動の実施回数
［年間］
350回 (H18)
→500回 (H21)

・地域支援の在り方研
究

○ 特別支援学校に通学する医療的ケア 教 育 庁 ・特別支援学校への看
が必要な児童生徒の学習環境を整備し 護師派遣
ます。 ・医療的ケアに関する
（医療的ケア推進事業） 教員等の研修

○ 教員採用選考方法の改善を行い，教 教 育 庁 ・教員採用選考方法の
育課題への対応に積極的に貢献できる 改善
優秀な人材の確保に努めます。 ・選考試験の実施
（実践的指導力と人間性重視の教員採
用事業）

○ 新しい教職員評価制度の導入により 教 育 庁 ・教職員評価制度に係
教職員の資質向上を図ります。また， る研修実施
優秀な教職員の表彰などにより意欲向 ・優秀教職員表彰
上を図ります。
（新しい教職員評価制度の定着と改
善）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 教職員の一層の資質・能力の向上の 教 育 庁 ・各種研修の実施
ため，経験段階や職能に応じた各種研
修や特定の課題に関する研修等を充実 ・工業の専門教科担
させます。 当教員を企業等で研
（教職員CUP（キャリア・アップ・プ 修
ログラム）事業）

○ 総合教育センター（仮称），通信制 保健福祉部 ・PFI導入可能性調査
独立校（仮称）及び新福祉センター 教 育 庁 の実施
（仮称）について，PFI事業を活用し ・PFI事業による施設
た施設整備を進め，教育と福祉の機能 整備の実施
向上や連携強化を図ります。
（教育・福祉複合施設整備事業）

○ 県立学校の耐震化を進めます。 教 育 庁 ・耐震補強工事の実施
（県立学校耐震化促進事業）

耐震化完了

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 6,909百万円（うち県事業費 6,909百万円）

※ＰＦＩ＝公共施設等の設計，建設，維持管理及び運営に民間の資金や経営能力，技術的能力を活用することにより，

効率的かつ効果的に公共サービスの提供を図る手法。ＰＦＩは，Private Finance Initiativeの略語。
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（３）生涯現役で安心して暮らせる社会の構築

取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出

◇ 経済情勢により変化する就業形態に応じた，産学官の各種機関や関係団体による多様

な就業能力開発機会を提供します。

◇ 働く意欲のある女性や高齢者の，個々のキャリアに応じた就業・雇用環境の整備を図

るとともに，能力開発の機会を提供します。

行動方針 ◇ 若年者に対する相談体制の充実や職業選択機会の提供など，総合的な就業環境の整備

に取り組みます。

◇ 働く意欲のある障害者等の就職活動を支える能力開発の場の確保や相談・指導体制の

充実を図ります。

◇ 障害者雇用率制度など，障害者も含めた様々な就業環境の整備に向け，事業主に対す

る多様な啓発活動などに取り組みます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

新規高卒者の就職内定率 95.9％ 96.6％ 98.0％
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

ジョブカフェ利用者の就職者数 1,665人 2,101人 6,000人
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度累計）

障害者雇用率 1.51％ 1.58％ 1.80％
（平成17年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 家庭，地域，学校及び産業界等と連 経済商工観 ・キャリアカウンセリ
携しながら，子どもの発達段階に応じ 光部 ングや適性検査など 新規高卒者の就職
た職業意識・勤労観の形成に取り組み の就職支援 内定率
ます。 ・職業意識の形成支援 95.9% (H17)
（新規高卒未就職者対策事業） ・職業選択機会の提供 →98.0% (H21)

・周知，啓発活動

○ 生徒が自らの個性を理解し，希望す 教 育 庁 ・就職希望者への就職 ・就職達成セミナー
る進路を実現させるため，キャリア教 ガイダンス等の実施 ・進路探求セミナー
育を系統的にかつ，段階的に充実さ ・就職推進校での取組
せ，進路を主体的に選択する能力・態 実施
度を育成し，就職内定率の向上を図り ・外部講師の活用 就職内定率の向上
ます。 （高校）
（進路達成支援事業） 全国平均値とのか
【一部新規】（再掲） い離：0.3ポイン

ト以上
（平成21年度）

○ 地域をあげた産業人材育成の体制を 教 育 庁 ・ものづくり現場実習
構築し，地域のものづくり産業が必要 ・ものづくり高・大・
とする人材育成を行います。 企業連携
（みやぎクラフトマン２１事業） ・ものづくりコンテス
（再掲） ト充実支援

・ものづくり出前授業
プロジェクト
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 専門学科の高校の生徒のものづくり 教 育 庁 ・企業ＯＢによる実践
技能向上を図るため，企業ＯＢ等の熟 指導支援
練技能者による実践的指導及び最新工 ・最新工作機器の導入
作機械の導入を行います。
（ものづくり実践力向上対策事業）
（再掲）

○ 企業における女性の積極的な登用を 環境生活部 ・ポジティブ・アクシ
促すとともに，アドバイザーによる訪 ョン認証制度の創設
問指導を行い，男女共同参画社会の実 ・企業の自己点検促進
現に取り組みます。 ・アドバイザーによる
（ポジティブ・アクション推進事業） 事業所指導

・フォーラム等啓発活
動

○ 企業における女性の積極的な登用を 環境生活部 ・「女性のチカラは企
促すため，表彰企業等がサミットを開 業の力」普及推進サ
催し，取組の事例紹介や情報交換等を ミットの設置・開催
行うとともに，女性のチカラを活かす ・女性のチカラを活か
企業認証制度の実施により，男女共同 す企業認証制度の実
参画社会の実現に取り組みます。 施
（「女性のチカラは企業の力」普及推 ・企業の自己点検促進
進事業）【新規】 ・フォーラム等啓発活

動の実施

○ 関係機関等に対して母子家庭の自立 保健福祉部 ・ひとり親家庭自立促
に向けた支援を喚起するとともに，自 進計画見直し
立に向けた職業能力開発や就業相談に ・特別相談の開催
取り組みます。 ・教育訓練，高等技能
（母子自立支援対策事業） 訓練の支援

・就業支援講習会等の
開催

○ 若年求職者，フリーター等を対象 経済商工観 ・キャリアカウンセリ
に，地域の企業，学校等との幅広い連 光部 ングﾞ実施
携・協力のもと，キャリアカウンセリ ・就職支援セミナー開
ングや職業訓練から，職業紹介まで若 催
年者の就業を支援します。 ・インターンシップの
（若年者就職支援ワンストップセンタ 実施
ー設置事業） ・職業紹介や職業訓練

の実施
・雇用情報等の提供

・フリーター等実態調
査 ジョブカフェ利用

者の就職者数
［累計］
1,665人 (H17)
→6,000人 (H21)

○ 若年無業者等が経済的，社会的に自 経済商工観 ・若年無業者意識調査 ・出前相談会の実施
立できるように，職業意識の啓発や社 光部 の実施
会への適応を個別的，継続的に支援し ・若者自立支援ネット
ます。 ワーク会議の開催
（みやぎの若者の職業的自立支援対策 ・地域若者自立支援ネ
事業（ニート対策事業）） ットワークの運営
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 専門知識や技術等を備えた大学等卒 経済商工観 ・就職ガイダンスの開
業者を本県の人材として確保するため 光部 催
に，就職ガイダンスを開催するととも ・大学生等求人一覧表
に，県内企業や求人に関する情報を提 の作成，提供
供します。 新規大卒者等の就
（新規大卒者等就職援助事業） 職内定率

87.2% (H17)
→90.0% (H21)

○ 高等学校を卒業し就職を希望する者 経済商工観 ・就職面接会の開催
に対して就職面接会を開催し，新規高 光部
卒者の就職を促進します。 新規高卒者の就職
（高卒就職者援助事業） 内定率

95.9% (H17)
→98.0% (H21)

○ 障害者の就労活動の一環として，情 保健福祉部 ・みやぎＩＴサポート
報関連能力の習得を支援します。 センター運営
（みやぎ障害者ＩＴサポート事業） ・障害者向けＩＴ講習

会開催
・障害者ＩＴスキルア
ップ講習会開催
・ちゃれんじど情報塾
開催

○ 障害者の就労を促進するための研修 保健福祉部 ・障害者ホームヘルパ
やアドバイザーの派遣等を行います。 ー養成研修開催
（就労支援事業） ・障害者就労アドバイ

ザー派遣
障害者雇用率
1.51% (H17)
→1.80% (H21)

○ 障害者の工賃水準を引き上げるた 保健福祉部 ・授産施設等経営改善
め，授産施設等を支援します。 等事業
（障害者工賃向上支援総合対策事業） ・企業的手法導入促進

等

○ 県庁庁舎内において障害者の就労の 保健福祉部 ・古紙リサイクル事業
場を創出します。 実施
（県庁業務障害者就労モデル事業） ・障害者ビジネスアシ

スタント事業実施

○ 障害者の職業的自立に向け，働く場 保健福祉部 ・障害者就業・生活支
の確保から職場定着，それに伴う日常 援センターの整備促
生活を支援します。 進 障害者就業・生活
（障害者就業・生活支援センター事 支援センターの設
業） 置数［累計］

2箇所 (H17)
→5箇所 (H21)

○ 障害者の職場実習や就職先の開拓等 経済商工観 ・事業運営への財政的
を行うために社会福祉法人が設置する 光部 支援
「障害者就業・生活サポートセンタ ・事業運営への指導
ー」の活動を支援します。
（障害者就業・生活サポート事業）
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○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 665百万円（うち県事業費 536百万円）

※障害者雇用率制度＝障害者の雇用の促進を図るための法律に基づく制度で，この制度は，一定数以上規模の企業等に

対して，その雇用している労働者に占める身体障害者及び知的障害者，精神障害者の割合を定めたもの。

※キャリア教育＝望ましい職業観や勤労観を身に付けさせ，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する
能力・態度を育てる教育のこと。

※ポジティブ・アクション＝女性の能力発揮を進めるため，男女差別の解消だけでなく，雇用管理の結果生じている男

女間の格差を解消する積極的取組。

※フリーター＝学生及び既婚女性を除く１５歳～３４歳の若者のうち，パートやアルバイトをしている人，及び現在仕

事をしておらずパートやアルバイトの職を探している人。

※ニート＝学校にも行かず，仕事もせず，職業訓練にも参加していない人。
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取組１９ 安心できる地域医療の充実

◇ 全国から県内の自治体病院等への勤務を希望する医師を募集・配置するなど，地域医

療体制の整備・充実に向けた着実な医師確保対策を推進します。

◇ 救急科専門医や救急救命士などの救急医療を担う人材の育成・確保に取り組みます。

◇ 急性期から回復期，維持期まで一貫性のある総合的なリハビリテーション提供体制の

構築に向けた取組を支援するとともに，県リハビリテーション支援センターの機能向上

行動方針 に取り組みます。

◇ より高度で専門的ながん医療提供に向け，県立がんセンターをはじめとしたがん診療

連携拠点病院の機能強化に取り組むとともに，在宅緩和ケアの体制を整備するなど，総

合的ながん対策を推進します。

◇ 認定看護師の確実な確保とその資質向上を図るため，必要な養成施設への支援を行い

ます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

医療法に基づく医師数の標準を充足して 42％ 56.7％ 85％
いる自治体病院（県立病院除く）の割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

救急搬送時間 34.3分 35.8分 31分
（平成17年） （平成19年） （平成21年）

がん患者の在宅看取り率 7.87％ 11.1％ 10.0％
（平成16年） （平成19年） （平成22年）

病院及び介護サービス施設，事業所に従 854人 1,100人 1,200人
事するリハビリテーション専門職（理学 （平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）
療法士・作業療法士・言語聴覚士）の数

認定看護師数（皮膚・排泄ケア認定看護 7人 10人 38人
師数） （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度累計）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 全国から県内自治体病院への勤務を 保健福祉部 ・募集活動実施
希望する医師を募集・採用し，派遣等 ・採用医師事前研修実
を行います。 施
（宮城県ドクターバンク事業） ・採用医師研修実施

採用医師数
［累計］
4人 (H17)

→25人 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県内の自治体病院で勤務する意志を 保健福祉部 ・募集活動実施
有する大学生，大学院生及び研修医を ・修学資金等貸付
対象に修学資金等を貸し付けます。
（医学生修学資金等貸付事業） 貸付決定者数

［累計］
22人 (H18)
→50人 (H21)

○ 女性医師や女子医学生，大学院生等 保健福祉部 ・キャリアカウンセリ
を対象にした女性医師によるキャリア ングの相談実施
カウンセリングの相談事業等を通じ， ・キャリアデザイン支
女性医師等の悩みや意見を集約・分析 援会議の設置，開催
し，有効な施策を展開します。 ・セミナー開催
（女性医師支援事業）

○ 医師不足地域で医師の確保を図るた 保健福祉部 ・臨床研修医受入支援
め，自治体病院等が行う臨床研修医の
受入を支援します。
（自治体病院等臨床研修支援事業）

○ 「宮城県地域医療医師無料職業紹介 保健福祉部 ・病院紹介・斡旋
所」を設置し，勤務の斡旋を希望する
医師に対し自治体病院等の斡旋等を行
います。
（非予算的手法：地域医療医師登録紹
介事業）

○ 県の寄附により，東北大学大学院医 保健福祉部 ・地域医療システムを
学系研究科に地域医療システム及び医 構築するための東北
療機関ネットワークに関する研究を行 大学への講座設置
う講座を設置します。
（地域医療システム学講座設置事業）

○ 救急医療体制の充実を図るため，救 保健福祉部 ・救急医療に関する実
急担当医以外の医師に対する技能の向 地研修会及び講演会
上に取り組みます。 開催 救急措置教育等受
（救急医師養成事業） 講者数［累計］

1,400人 (H17)
→2,800人 (H20)

○ 東北大学病院高度救命救急センター 保健福祉部 ・地域救急医療体制構
の機能や人的資源等を最大限に活用 築に向けた調査研究
し，高度かつ専門的な救急医療体制の 実施
構築に取り組みます。 ・救急科専門医養成
（救急医療体制強化推進事業） ・救急科専門医に対す

る研修開催
救急科専門医養成
数［累計］
H18 初年度
→6人 (H20)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 救急医療に従事する勤務医等に手当 保健福祉部 ・専門領域（小児科
を支払う医療機関に対して支援を行う ・多発外傷）研修の
とともに、二次救急医療機関の医師を 実施
対象として専門領域研修を実施し，受
入機能の強化を図ります。 受講者数
（二次救急体制機能強化事業） ［累計］
【新規】 H21 初年度

→ 300人 (H23)

○ 救命救急センターを設置して高度の 保健福祉部 ・救命救急センターへ
救急医療を提供する医療機関（市町村 の運営費の補助
が開設者のものを除く）を対象として （１カ所）
運営費の一部を補助します。
（救命救急センター運営費補助事業）
【新規】

○ 市町村等が行う地域リハビリテーシ 保健福祉部 ・地域リハビリテーシ
ョン医療体制の充実に向け，専門職員 ョン医療体制整備に 二次医療圏におけ
の確保や医療機器の整備などの取組を 対する補助 る回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ
支援します。 ｮﾝ病棟及び疾患別
（地域リハビリテーション医療体制整 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ施設整
備推進事業） 備数

10医療圏のうち
5医療圏で整備

(H18)
→7医療圏のうち
4医療圏で整備

（H21)

○ 回復期リハビリテーション病棟の地 保健福祉部 ・回復期リハビリテー
域的な偏在を解消するため，市町村等 ション医療体制整備に
が行う設置に向けた取組を支援しま 対する補助
す。
（回復期リハビリテーション医療体制 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
整備推進事業）【新規】 病棟の整備医療圏

数
3医療圏 (H19)

→ 7医療圏 (H25)

○ 介護保険による訪問リハビリテーシ 保健福祉部 ・サービス提供事業者
ョンの提供体制を構築し，当該サービ に対する支援
スを必要とする高齢者へのサービス提 訪問リハビリテー
供を推進します。 ション利用回数
（高齢者リハビリテーション促進事 ［年間］
業） 8,195回 (H16)

→11,915回 (H20)

○ 地域リハビリテーション広域支援セ 保健福祉部 ・リハビリテーション
ンター（保健福祉事務所内）を中心 協議会の設置・運営
に，県民が身近な地域で総合的なリハ ・地域リハビリテーシ
ビリテーションサービスを受けられる ョンネットワークの
体制を整備します。 構築
（地域リハビリテーション支援体制整 ・市町村事業等への技
備事業） 術的支援

・地域リハビリテーシ
ョン従事者に対する
研修開催 個別相談事例の課

題解決率
69.5% (H18)
→75.0% (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県リハビリテーション支援センター 保健福祉部 ・関係機関・団体等に
の機能強化を図るため，関係機関との よるネットワークの
ネットワーク構築等に取り組みます。 構築
（リハビリテーション支援機能強化事 ・全県的かつ専門的な
業） 技術的支援

・リハビリテーション
資源の拡充やサービ
スの質の向上に向け
た調査研究
・県内に従事するリハ
ビリテーション専門
職の確保策及び研修 困難課題に対する
の実施 相談体制づくり

（対応可能な課題
の種類）
2課題 (H18)
→4課題 (H21)

○ 福祉用具の利用拡大に対応するた 保健福祉部 ・福祉用具プランナー
め，適切な用具の選択や利用の支援を 養成研修開催
行うことができる専門家を養成しま
す。
（福祉用具プランナー研修事業）

○ 「宮城県がん対策推進計画」を策定 保健福祉部 ・推進計画策定 ・推進計画に基づく事
するとともに，専門医師の育成確保や 業の推進及び進行管
がんに対する正しい知識の普及啓発を 理
図るなど，総合的ながん対策の推進に ・がん診療連携拠点病
取り組みます。 院の機能強化
（がん対策総合推進事業） ・がん医療従事者育成 ・空白地域のがん診療
【一部新規】 機能の促進

・専門チームによる医 ・がん患者や家族のサ
療機関への実地指導 ポート推進
・がん予防の普及啓発
・がん検診の事業評価

・がん検診の受診促進
・がん登録の推進

○ 在宅で身体的ケアや精神的ケアの提 保健福祉部 ・在宅緩和ケア推進連
供を希望するがん患者等に対し，在宅 絡会議の開催
療養上の適切な支援を行います。 ・緩和ケアに対する従
（在宅緩和ケア対策推進事業） 事者研修会開催

・在宅緩和ケア支援セ
ンターの運営

○ 安全で質の高い看護サービス提供に 保健福祉部 ・シンポジウム開催
向け，特定分野（皮膚・排泄ケア）の ・養成施設開設準備 ・養成講習実施
知識・技術がより訓練された看護職員
の養成を行います。
（認定看護師養成事業）

○ 薬局薬剤師の資質及び専門性の向上 保健福祉部 ・研究会等の開催
を含めた薬局機能向上を推進します。 ・認定基準薬局制度の
（薬局機能向上推進事業） 支援

基準薬局の認定を受
けた薬局数
［累計］
H20 初年度
→ 200 (H21)
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○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 943百万円（うち県事業費 827百万円）

※在宅緩和ケア＝在宅で，生命を脅かす病気等に直面する患者及び家族に対し，生活の質を高めるため，保健・医療・

福祉分野の様々な専門職が，チームを組み提供する介護・看護。

※理学療法士＝身体に障害がある人に対し，治療体操その他の運動を行わせるとともに，電気刺激マッサージ，温熱そ

の他の物理的手段を加えることにより，基本動作能力を回復させることを認められた医学的リハビリテーション技術

者の総称。

※作業療法士＝身体障害又は精神障害がある人等に対し，様々な作業活動を用いて治療や訓練指導，援助を行い，積極

的な生活を送る能力を獲得させることを認められた医学的リハビリテーション技術者の総称。

※言語聴覚士＝音声機能や言語機能，聴覚に障害のある人を対象に，その機能の維持・向上を図るために，言語などの

訓練や必要な検査，助言，指導を行う専門職。

※高度救命救急センター＝広範囲熱傷，指肢切断，急性中毒等の特殊疾病患者に対する救命医療を行う施設。

※リハビリテーションサービス＝心身に障害を受けた者などが再び家庭生活や社会生活に復帰するための総合的な治療

訓練。身体的な機能回復訓練のみにとどまらず，精神的，職業的な復帰訓練等も含まれる。

※福祉用具プランナー＝福祉用具を必要とする高齢者や障害者に対し，必要な福祉用具選択の援助，適切な使用計画の

策定，利用の支援，及び適用状況のモニター・評価まで行うことのできる専門家。

※がん診療連携拠点病院＝全国どこでも適切ながん医療が受けられる体制の実現に向けて，地域のがん診療の拠点とし

て，地域の医療機関との診療連携体制を整備するなど，がん医療水準向上の役割を担う病院。

※認定基準薬局＝地域住民に最も身近な健康・医療の相談窓口としての役割を持つ「かかりつけ薬局」選びの目安とし

て（社）日本薬剤師会が制定した認定制度に基づき，（社）宮城県薬剤師会が認定する薬局。



- 78 -

取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり

◇ 「みやぎ２１健康プラン」に基づく事業の推進により，バランスの取れた食生活・食

習慣の実現や運動習慣の普及・定着を図るなど，県民の健康づくりを推進します。

◇ がん予防のための普及啓発を図るとともに，マンモグラフィ検診など効果的で質の高

いがん検診の普及を促進します。

◇ 地域や学校，家庭，職場等との連携・協力により，宮城の特性を生かした総合的な食

育を推進します。

行動方針 ◇ 保健所や衛生研究所，医療機関などの関係機関が連携した防疫体制や医療提供体制，

情報提供体制の構築に取り組むとともに，感染症集団発生時に備え，隣県等を含めた広

域的な連携体制の整備に取り組みます。

◇ 乳幼児期から高齢期まで，それぞれのライフステージに応じた心の健康づくりを促進

するため，相談体制や指導体制を整備するとともに，その充実を図ります。

◇ 乳幼児に対するフッ化物の活用を推進するとともに，それぞれの年代や地域の実情に

応じた歯科保健体制の整備を促進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

肥満者の割合 ３０歳代以上の男性 31.0％ 36.3％ 25.0％以下
４０歳代以上の女性 32.2％ 34.5％ 25.0％以下

（平成17年度） （平成18年度） （平成22年度）

がん検診受診率 胃がん 45.7％ 45.7％ 70.0％
肺がん 61.6％ 61.6％ 70.0％

大腸がん 43.0％ 43.0％ 70.0％
子宮がん 38.2％ 38.2％ 70.0％
乳がん 37.0％ 37.0％ 70.0％

（平成17年度） （平成17年度） （平成22年度）

３歳児の一人平均むし歯本数 1.93本 1.63本 1本以下
（平成17年度） （平成19年度） （平成22年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県民の生活習慣病予防を強化するた 保健福祉部 ・みやぎ２１健康プラ ・改定プランに基づく
め，食生活の改善や運動習慣の普及定 ンの改定 事業の推進及び進行
着に向けた取組を推進します。 管理
（みやぎ２１健康プラン推進事業） ・「みやぎ健康の日」

の普及啓発
・食生活改善講習会開
催
・運動指導者育成研修
会開催

運動指導者育成研
修受講者数
［累計］
87人 (H17)

→300人 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ メタボリックシンドローム（内臓脂 保健福祉部 ・働く人の健康支援事
肪症候群）の予防及び改善に向けた普 業実施
及啓発を図るとともに，健診・保健指 ・予防普及啓発
導体制を整備します。 ・保健指導従事者研修
（メタボリックシンドローム対策戦略 会開催
事業） 保健指導従事者研

修受講者数
［累計］
H19 初年度
→500人 (H21)

○ 「宮城県がん対策推進計画」を策定 保健福祉部 ・推進計画策定 ・推進計画に基づく事
するとともに，専門医師の育成確保や 業の推進及び進行管
がんに対する正しい知識の普及啓発を 理
図るなど，総合的ながん対策の推進に ・がん診療連携拠点病
取り組みます。 院の機能強化
（がん対策総合推進事業） ・がん医療従事者育成 ・空白地域のがん診療
【一部新規】（再掲） 機能の促進

・専門チームによる医 ・がん患者や家族のサ
療機関への実地指導 ポート推進
・がん予防の普及啓発
・がん検診の事業評価

・がん検診の受診促進
・がん登録の推進

○ 「宮城県食育推進プラン」に基づ 保健福祉部 ・食育の普及啓発
き，人材育成等による推進体制の整備 ・あさごはん推奨運動
に努めるとともに，イベント等での普 の実施
及啓発により意識の高揚を図るなど， ・食育コーディネータ
県民運動としての食育に取り組みま ー養成及び活動支援
す。 ・食育推進会議，食育
（みやぎの食育推進戦略事業） 推進連絡会議の開催 ・大学・企業団体等と

の連携による食育の
推進 食育コーディネー

ター数［累計］
H19 初年度
→120人 (H21)

○ 県内農林水産物への理解向上や，消 農林水産部 ・地産地消運動の展開
費・活用の促進を図るために地産地消
の取組を全県的に進めるほか，食育推 ・食育，地産地消の推
進ボランティアの育成・支援活動など 進
を行います。 ・食育推進ボランティ
（食育・地産地消推進事業） アの育成・活用促進
（再掲） ・食の体験学習の推進

食育推進ボランテ
ィア数［累計］
162人 (H17)
→190人 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 新興・再興感染症や生物テロ発生等 保健福祉部 ・広域的な連携体制の
に備え，広域的な連携体制の強化や保 整備
健所における相談・検査体制の整備を ・危機情報共有システ
促進します。 ム整備
（感染症危機管理等対策事業） ・病原体管理体制強化

・性感染症検査・相談
実施
・肝炎ウイルス検査・
相談等実施
・肝疾患診療体制の整
備 ・ウイルス性肝炎治療

費助成
一，二，三類感染
症の集団発生事例
数［年間］
0事例 (H17)
→0事例 (H21)

○ 新型インフルエンザの大規模流行時 保健福祉部 ・抗インフルエンザウ
に備え，抗インフルエンザウイルス薬 イルス薬の行政備蓄
の備蓄や訓練の実施など発生対策の強 ・個人感染防護装具等
化に努めます。 の確保
（新型インフルエンザ対策事業） ・検査機器・試薬の確
【一部新規】 保

・感染予防に関する普
及啓発
・関係者による訓練及
び研修会開催

抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬
備蓄量
98 千人分
(H18)
→461.1千人分
(H23)

○ 県民の心の健康を保持するため，そ 保健福祉部 ・関係職員に対する教
の普及啓発を図るとともに，地域にお 育研修実施
けるサポート体制の構築に取り組みま ・相談窓口設置
す。 ・心の健康普及啓発
（心の健康づくり推進事業） ・自殺予防ネットワー ・自殺対策推進会議の

ク会議開催 開催

○ 児童生徒の健康問題に対応し，健康 教 育 庁 ・性教育推進
教育の充実を図るため，学校保健に関 ・学校保健研修の実施
する研修及び調査研究事業等に取り組 ・第６期学校保健調査
みます。 研究
（健康教育推進充実事業） ・学校・地域の連携に
（再掲） よる学校保健の推進

○ 乳幼児のむし歯対策や地域における 保健福祉部 ・乳幼児に対するフッ
歯科診療体制整備など，歯科保健対策 化物塗布の推進
の向上に向けた取組を促進します。 ・効果的な歯科健診実
（歯科保健対策総合強化事業） 施体制の整備

・地域における訪問歯
科健診・診療体制の
整備 フッ化物塗布実施

市町村数
15市町村 (H17)
→全市町村 (H22)
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○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 953百万円（うち県事業費 932百万円）

※みやぎ２１健康プラン＝県民の健康寿命の延伸，生活習慣病予防を基本とする県の健康増進計画の名称。

※マンモグラフィ＝乳房専用のＸ線撮影。

※フッ化物＝フッ素化合物。歯の表面に塗ることにより，歯のエナメル質の結晶性を高め，歯が酸によって溶け出すこ

とを抑え，むし歯になりかかっている歯の再石灰化を助けるむし歯予防法のひとつ。歯科診療所や市町村保健センタ

ーなどで実施されており，歯がはえはじめる１歳ころから年２～４回，定期的に受けることにより，むし歯の発生を

効果的に予防するもの。

※メタボリックシンドローム＝内臓脂肪症候群。内臓脂肪型肥満に高血糖，高血圧，脂質異常症のうち２つ以上を合併

した状態をいい，心筋梗塞や脳卒中などの発症リスクが高くなる。

※がん診療連携拠点病院＝全国どこでも適切ながん医療が受けられる体制の実現に向けて，地域のがん診療の拠点とし

て，地域の医療機関との診療連携体制を整備するなど，がん医療水準向上の役割を担う病院。

※食育コーディネーター＝食や健康等に関する幅広い知識と経験を持ち，地域の中心となって食育活動を推進していく

人材を育成する県独自の養成講座を受講し，登録を受けた者。

※新興・再興感染症＝近年，新たにその存在が発見された感染症や，既に制圧したかに見えながら再び猛威をふるいつ

つある感染症のこと。

※一類・二類・三類感染症＝「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成１１年４月）におい

て対象とされている感染症の類型。
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取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり

◇ 高齢者の知識や経験を生かした地域活動への参加を促進するとともに，地域で活動す

る核となる人材の養成や確保に取り組みます。

◇ 平成２４年度に宮城県で開催が予定されている｢ねんりんピック（全国健康福祉祭）」

の開催準備に取り組みます。

◇ 介護が必要になっても，住み慣れた地域で安心した生活を送るための基盤整備に取り

組みます。

行動方針 ◇ 介護サービス利用者の立場に立ち，専門的知識に基づいてサービスを提供できる質の

高い人材の養成・確保に取り組みます。

◇ 介護予防サービスの提供や，自立した生活を送るための介護予防ケアマネジメント体

制の構築に向けた支援を行います。

◇ 高齢者などの権利を擁護するための体制整備や，虐待発生防止に向けた県民意識の啓

発に取り組みます。

◇ 認知症に関する正しい理解の普及を促進するとともに，かかりつけ医等による認知症

の早期発見や早期対応が図られる体制を構築します。また，認知症高齢者を地域で総

合的に支える体制の構築を推進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

認知症サポーター数 1,712人 10,011人 20,000人
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度累計）

主任介護支援専門員数 0人 241人 300人
（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度累計）

介護予防支援指導者数 6人 18人 24人
（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度累計）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 元気な高齢者の社会活動への参加を 保健福祉部 ・認知症サポーター養
促進するため，県老人クラブ連合会が 成講座に対する補助
行う認知症サポーター養成などの社会 ・社会貢献活動表彰に
貢献活動を支援するとともに，宮城県 対する補助
社会福祉協議会が行う高齢者の社会参 ・元気シニアのための
加活動を促進する取組を支援します。 マッチング推進事業
（老人クラブ活動育成事業） 補助 活動参加数（講座
（明るい長寿社会づくり推進事業） 等参加者数）

［累計］
2,997人 (H17)

→14,100人 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 平成２４年度に本県において開催が 保健福祉部 ・関係機関との調整
予定されている「ねんりんピック（全 ・基本構想策定委員会
国健康福祉祭）」の開催に向けて，関 設置・運営
係機関との調整など，必要な準備作業 ・大会テーマ・マスコ
を行います。 ット募集・決定
（ねんりんピック宮城・仙台推進事
業） 開催基本構想策定

○ 介護保険制度におけるサービス基盤 保健福祉部 ・施設整備費補助
の強化を図るため，特別養護老人ホー
ムの新築・増改築等を促進します。 特別養護老人ホー 計画的施設整備の
（特別養護老人ホーム建設費補助事 ム施設定員数 推進
業） 6,388人 (H17)

→7,238人 (H20)

○ 高齢者福祉サービスの質的な向上を 保健福祉部 ・評価基準・評価手法 ・評価実施・検証
図るため，第三者評価に基づく評価検 の検討
証体制を整備します。
（福祉サービス第三者評価推進事業）

○ 介護支援専門員の資質向上を図るた 保健福祉部 ・介護支援専門員の登
め，専門員相互の連携・支援体制づく 録・更新
りを促進するとともに専門的知識及び ・実務研修等実施
技術の向上に向けた取組を推進しま ・介護支援専門員指導
す。 者の養成
（介護支援専門員資質向上事業） ・介護支援専門員支援
（介護支援専門員支援体制強化事業） 会議の開催

・処遇困難事例への指
導助言等

介護支援専門員指
導者養成研修の修
了者数［累計］
63人 (H18)

→123人 (H21)

○ 市町村が運営する地域包括支援セン 保健福祉部 ・職員研修実施
ターの職員や業務の一部を受託する介 ・介護予防支援指導者
護支援専門員の資質向上を図るための 研修実施
取組を推進します。 ・介護予防支援従事者
（地域包括支援ｾﾝﾀｰ職員等研修事業） 研修実施

○ 介護予防に関する普及啓発や介護予 保健福祉部 ・「事業評価・市町村
防関連事業の事業評価等を行い，市町 支援委員会」開催
村における効果的かつ効率的な介護予 ・介護予防普及啓発
防事業の実施を支援します。 ・介護予防従事者研修
（介護予防に関する事業評価・市町村 会開催
支援事業） ・事業評価実施
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 医療制度改革の一環として平成２４ 保健福祉部 ・施設整備費補助
年度末までに行われる療養病床の再編
成に伴い，介護保険施設等への転換を 宮城県地域ケア体
円滑に進めるための支援を行います。 制整備構想に基づ
（療養病床転換助成事業） き計画的施設整備

の推進

○ 高齢者虐待防止に対する県民理解の 保健福祉部 ・地域ネットワークシ
促進と，虐待発生時における適切な対 ステムの構築支援
応システムの構築を支援します。 ・虐待対応支援
（高齢者虐待対策事業） ・権利擁護講演会開催

・虐待防止普及啓発

高齢者虐待対応地
域ネットワークシ
ステム形成に取り
組み構築している
圏域数
2圏域 (H16)

→全圏域 (H21)

○ かかりつけ医に対する認知症への理 保健福祉部 ・かかりつけ医に対す
解の促進や，認知症サポート医との連 る認知症対応力向上
携により地域における認知症発見・対 研修実施
応力の向上を図ります。 ・認知症サポート医養
（認知症地域医療支援事業） 成研修への医師派遣

かかりつけ医認知
症対応力向上研修
受講修了者数
［累計］
0人 (H17)

→210人 (H21)

○ 認知症の早期発見・見守り・適切な 保健福祉部 ・県内５地域で，地域
ケアサービスの提供など，認知症高齢 支援体制構築のモデ
者を地域で総合的に支える仕組みづく ル事業を実施
りを県下全域で推進します。 ・モデル事業の成果を
（認知症地域ケア推進事業）【新規】 市町村や関係機関等

に普及

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 1,067百万円（うち県事業費 1,067百万円）

※ねんりんピック＝「全国健康福祉祭」の愛称で，６０歳以上の高齢者を中心とするゲートボールや卓球などの各種ス

ポーツ競技や美術展，音楽文化祭などの文化イベントや健康福祉機器展，こどもフェスティバルなど，あらゆる世代

の人たちが楽しめる総合的な祭典。

※介護予防サービス＝介護保険の認定により支援が必要とされた高齢者等が，状態の悪化をできる限り防ぎ，生活機能

の維持・向上を図ることを目的として利用するサービス。訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーシ

ョンなど。

※ケアマネジメント＝様々なニーズを抱えサービスを必要とする人の相談に応じ，サービスを適切に選択できるように

し，保健・医療・福祉の各機関が連携し連続的な支援をするため，ニーズとサービスの調整を図る作業のこと。

※認知症サポーター＝「認知症サポーター養成講座」を受講し，認知症について正しい理解を持ち，認知症の人や家族

を温かく見守る応援者。

※介護予防支援指導者＝要支援者のケアマネジメントである「介護予防支援」について，指導的役割を担う人材を養成

する「介護予防支援指導者研修」を修了した者。

※介護支援専門員＝適切なサービスが利用できるように，利用者の相談に応じ，事業者や施設などとの連絡，調整を行

い，介護サービス計画の作成などを行う介護保険制度における専門職。いわゆるケアマネジャーのこと。

※療養病床＝主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。医療保険適用の医療療養病床と介

護保険適用の介護療養型医療施設（介護療養病床）がある。
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取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現

◇ バリアフリー社会の実現に向けて，公共施設の整備や県民への普及啓発等を促進しま

す。

◇ 働く意欲のある障害者等の就職活動を支える能力開発の場の確保や，相談・指導体制

の充実を図ります。

◇ 障害者の地域生活を支える相談支援体制の整備を促進します。

行動方針 ◇ 障害の有無や年齢にとらわれない利用者ニーズに応じた柔軟な福祉サービスや，地域

における支え合いへの支援を行います。

◇ グループホームなど，身近な地域での住まいの場や日中活動の場などの生活基盤の整

備を促進します。

◇ 難病患者やその家族に対する日常生活における相談支援体制の整備を図るなど，難

病患者が在宅で安心して療養生活を送ることができる環境を整備します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条 11.6％ 11.1％ 16.7％
例」に基づく適合証の交付割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

グループホーム利用者数 985人 1,253人 1,913人
（平成17年度） （平成19年度） （平成23年度）

受入条件が整えば退院可能な精神障害者 1,662人 1,512人 1,403人
数 （平成17年度） （平成18年度） （平成21年度）

重症神経難病患者のうち，訪問看護サー 21.9％ 25.7％ 25.0％
ビスを利用している患者の割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ バリアフリーに取り組む民間団体等 保健福祉部 ・県民への意識啓発
と連携し，バリア（障壁，障害となる ・公益的施設等の整備
もの）のない社会づくりに取り組みま 促進
す。 ・民間団体等との連携
（バリアフリーみやぎ推進事業）

福祉のまちづくり
読本を配布した小
学校の割合
78% (H17)
→90% (H21)

○ 障害者の地域での生活の場を確保す 保健福祉部 ・備品購入費補助
るため，グループホーム（ケアホー ・施設改修整備費補助
ム）のバリアフリー化を図るなど，整
備を促進します。 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備数
（障害者グループホーム等整備促進事 ［累計］
業） 11箇所 (H18)

→36箇所 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 鉄道駅等への車いす対応エレベータ 企 画 部 ・鉄道駅舎等における
ーの設置を支援します。 車いす対応エレベー
（鉄道駅舎等バリアフリー整備事業） ターの設置支援
（再掲）

塩釜駅における車 古川駅における車 くりこま高原駅に
いす対応ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ いす対応ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ おける車いす対応
の設置 の設置 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置

○ 障害者の就労活動の一環として，情 保健福祉部 ・みやぎＩＴサポート
報関連能力の習得を支援します。 センター運営
（みやぎ障害者ＩＴサポート事業） ・障害者向けＩＴ講習
（再掲） 会開催

・障害者ＩＴスキルア
ップ講習会開催
・ちゃれんじど情報塾
開催

○ 障害者の就労を促進するための研修 保健福祉部 ・障害者ホームヘルパ
やアドバイザーの派遣等を行います。 ー養成研修開催
（就労支援事業）（再掲） ・障害者就労アドバイ

ザー派遣

障害者雇用率
1.51% (H17)
→1.80% (H21)

○ 障害者の工賃水準を引き上げるた 保健福祉部 ・授産施設等経営改善
め，授産施設等を支援します。 等事業
（障害者工賃向上支援総合対策事業） ・企業的手法導入促進
（再掲） 等

○ 県庁庁舎内において障害者の就労の 保健福祉部 ・古紙リサイクル事業
場を創出します。 実施
（県庁業務障害者就労モデル事業） ・障害者ビジネスアシ
（再掲） スタント事業実施

○ 障害者の職業的自立に向け，働く場 保健福祉部 ・障害者就業・生活支
の確保から職場定着，それに伴う日常 援センターの整備促
生活を支援します。 進 障害者就業・生活
（障害者就業・生活支援センター事 支援センターの設
業）（再掲） 置数［累計］

3箇所 (H17)
→5箇所 (H21)

○ 障害者の職場実習や就職先の開拓等 経済商工観 ・事業運営への財政的
を行うために社会福祉法人が設置する 光部 支援
「障害者就業・生活サポートセンタ ・事業運営への指導
ー」の活動を支援します。
（障害者就業・生活サポート事業）
（再掲）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 脳の損傷によって記憶障害などの症 保健福祉部 ・高次脳機能障害相談
状がある者に対する専門的な相談支援 実施
や，関係機関同士の地域ネットワーク ・関係職員研修会開催
の充実を図ります。 ・専門職員養成
（高次脳機能障害者支援事業） ・障害者や家族に対す

る支援プログラム実
施
・支援対策推進会議開
催

高次脳機能障害者
の相談，支援者数
［累計］
135人 (H17)
→160人 (H21)

○ 発達障害児（者）とその家族に対 保健福祉部 ・相談支援，発達支
し，障害に関する相談や就労に係る支 援，就労支援
援を総合的に行います。 ・普及啓発
（発達障害者支援センター事業） ・研修実施

発達障害児（者）
に係る相談支援，
発達支援，就労支
援実施件数
［累計］
H18 初年度
→400件 (H21)

○ 入院治療の不要な精神障害者の自立 保健福祉部 ・地域移行推進員（旧
を促すため，地域移行推進員（旧自立 自立生活支援員）派
生活支援員）の派遣等により地域生活 遣
への移行を促進します。 ・グループホーム等に
（精神障害者自立生活支援事業） よる宿泊体験実施

・地域移行推進員（旧 地域移行推進員
自立生活支援員）育 （旧自立生活支援
成研修実施 員）派遣による退

院者数
［累計］
4人 (H17)

→60人 (H21)

○ 市町村と連携し，障害児（者）等が 保健福祉部 ・相談員配置
身近な地域で療育相談や指導等を受け ・知的障害児（者）緊
られる環境を整備します。 急保護受入に係る市
（障害児（者）相談支援事業） 町村補助

・自立支援協議会運営
・精神障害者に対する
相談事業実施

障害児等相談支援
事業所数
13箇所 (H17)
→14箇所 (H21)

○ 聴覚障害児を早期に発見し適切な措 保健福祉部 ・障害児に対する療育
置を講ずることにより，障害による影 体制の整備
響を最小限に抑え，コミュニケーショ ・療育マニュアル作成
ンや言語の発達を促進します。 ・ネットワーク構築
（新生児聴覚検査・療育体制整備事 ・療育体制研修会開催
業）（再掲）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県民の福祉意識の醸成を図るため， 保健福祉部 ・世代を越えた福祉ケ
地域住民との協働によるモデル事業を アモデル事業実施
実施します。 ・地域福祉創造支援事
（地域福祉実践モデル事業） 業実施

・事業実施団体等への
助言

事業実施団体数
［累計］
H18 初年度
→10団体 (H20)

○ 市町村と地域住民が，地域の福祉力 保健福祉部 ・住民ワークショップ
を高めるため自発的に取り組む活動を の開催
支援します。 ・住民活動の情報収集
（地域福祉市町村支援事業） ・地域フォーラム開催

・アドバイザー派遣
・事例紹介・普及

支援モデル市町村
数
H18 初年度
→3市町村 (H20)

○ 共生型グループホームをはじめとす 保健福祉部 ・共生型グループホー
る共生型事業の実施団体に対して，運 ム運営支援
営，研修等に関する個別支援や，連絡 ・ネットワーク組織へ
会議等の運営に対する支援を行うとと の支援
もに，その効果等について検証しま ・効果の検証及び普及
す。 啓発
（共生型地域生活総合支援事業） 共生型ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

整備数［累計］
8箇所 (H17)

→11箇所 (H20)

○ 地域福祉の担い手として自主的に活 保健福祉部 ・みやぎの地域福祉実
動する人材を養成するとともに，福祉 践塾開催
活動に取り組む団体等の活動を支援し 「みやぎの地域福
ます。 祉実践塾」塾生数
（地域福祉活動促進事業） ［累計］

H18 初年度
→210人 (H21)

・福祉活動の道先案内
人の派遣

福祉活動の道先案
内人派遣件数
［累計］
H18 初年度
→34件 (H21)

○ 地域に密着した福祉サービスを提供 保健福祉部 ・事業所運営支援
する事業者に対し，運営ノウハウの提 ・地域住民の意識啓発
供等を通じてその取組を支援します。
（非予算的手法：地域福祉サービス拠 支援団体数
点支援事業） ［累計］

H18 初年度
→11団体 (H20)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）等の 保健福祉部 ・医療相談・支援
重症難病患者が，在宅で安心して療養 ・研修会開催
生活を送ることができる体制を整備す ・介護人派遣
るとともに，介護人を派遣するなどそ ・地域支援システム会
の家族への支援を行います。 議等開催
（ＡＬＳ等総合対策事業） 医療相談件数

［年間］
1,445件 (H17)
→1,200件 (H21)
介護人派遣件数
［年間］
1,299件 (H17)
→1,500件 (H21)

○ 「宮城県難病相談支援センター」を 保健福祉部 ・難病相談支援センタ
運営し，難病患者等の悩みや不安の解 ー運営
消を図るとともに，患者等が在宅で生
活するための環境を整備します。 難病患者等への相
（難病相談支援センター事業） 談支援件数

［年間］
737件 (H17)

→1,000件 (H21)

○ 障害者の自立支援に向けた雇用確保 農林水産部 ・援農・営農活動に向
の推進等，耕作が放棄されつつある農 けた調査・研究
地等の利用や保全，双方のニーズに対 ・障害者と農家等との
応するための体制づくりを支援しま ニーズ調査
す。 ・活動に参加する主体
（非予算的手法：農村地域福祉連携型 とのワークショップ
協働活動支援事業） の開催

モデル支援を行う

地域数 2地域

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 1,135百万円（うち県事業費 733百万円）

※バリアフリー＝高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。

物理的，社会的，制度的，心理的な障壁，情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方。

※グループホーム（ケアホーム）＝地域において，少人数の利用者が必要な支援を受けながら共同で生活する住居。

※高次脳機能障害＝交通事故や何らかの原因で頭部を強く打ったり，脳血管疾患などにより，脳が損傷を受け，記憶・

注意・行動・言語・感情などの機能に障害を残し，生活に支障をきたすことをいう。外見上は障害が目立たず，本人

も障害を認識できていないことが多いため，理解されにくい。

※発達障害＝自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，その他これに類

する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

※共生型グループホーム＝重度・重複障害（児）者や知的障害者，認知症高齢者が，互いに役割を持ちながらともに生

活するグループホーム。

※ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）＝運動をつかさどる神経を侵し，筋肉を萎縮させる，進行性神経疾患のこと。意識が

明らかであるにもかかわらず，全身の筋力がしだいに低下し，運動，コミュニケーション，呼吸等の重要な機能が侵

される原因不明の疾患で，神経難病の中でも最も重篤な疾患の一つと言われる（ＡＬＳは，Amyotrophic Lateral Sc

lerosisの略語）。
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取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興

◇ 生涯学習社会の環境づくりに向けた取組を充実させ，学習機関や文化芸術等多様な分

野における関係団体とのネットワーク化などにより県民の自主的な学習活動を支援しま

す。

◇ みやぎ県民大学の実施などにより，社会の要請する学習機会の確保に向けた取組や，

地域の多様な生涯学習活動を支援する指導者等の育成を図ります。

◇ 総合型地域スポーツクラブの育成・支援など，生涯スポーツ社会の実現に向けた環境

行動方針 づくりを推進します。

◇ 競技スポーツにおいて，指導者育成対策の拡充や，競技力向上に向けた環境の充実を

図ります。

◇ 県民が文化芸術に触れる機会を充実するなど，文化芸術活動の振興を図ります。

◇ 地域文化の継承・振興に向けた取組を支援し，文化財の保存・活用を推進します。

◇ 県民の文化芸術活動を生かした地域づくりや交流を推進します。

◇ 宮城県図書館・美術館・東北歴史博物館等の拠点の充実と関係機関とのネットワーク

構築に取り組みます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

公立図書館における県民１人当たりの図 3.6冊 3.7冊 4.2冊
書資料貸出数 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

総合型地域スポーツクラブの創設数 17クラブ 27クラブ 43クラブ
（平成17年度） （平成20年度） （平成21年度）

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数 941千人 960千人 969千人
（うち出品者・出演者等の数） （38千人） （35千人） （39千人）

（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 生涯学習に関する各種情報を収集し 教 育 庁 ・生涯学習情報提供シ
てインターネット上で公開し，生涯学 ステムの運営 システムへの年間
習に関する情報交換の場を提供しま アクセス件数
す。 12,827件 (H17)
（生涯学習関係情報提供システム運営 →14,000件 (H21)
事業）

○ 図書情報の迅速な提供を図るため， 教 育 庁 ・図書館情報ネットワ
県立図書館と市町村図書館とのネット ークシステムの運営
ワークの充実を図ります。 ・図書館職員研修の実
（図書館市町村支援事業） 施

○ 学校や社会教育施設，NPO等との連 教 育 庁 ・みやぎ県民大学の実
携により，県民に多様な学習機会を提 施
供します。併せて，地域において生涯 （学校等開放講座） みやぎ県民大学修
学習を推進する人材を育成し，その活 （自主企画講座） 了者数［累計］
用を図ります。 （生涯学習支援者養成 2,731人 (H17)
（みやぎ県民大学推進事業） 講座） →7,500人 (H21)

（生涯学習活用出前講
座）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ みやぎ広域スポーツセンターの機能 教 育 庁 ・総合型地域スポーツ
拡充により，総合型地域スポーツクラ クラブ創設・運営に
ブの創設や運営に対する支援を行いま 対する支援，指導者
す。 養成
（広域スポーツセンター事業） ・スポーツ情報ネット

ワークの運用

○ 競技スポーツ選手の競技力向上を図 教 育 庁 ・競技団体強化
るため，選手の育成強化や指導者育成 ・ジュニア選手育成強
に取り組みます。 化
（スポーツ選手強化対策事業） ・指導者育成対策の展

開

○ 県民が芸術文化を鑑賞する機会を提 教 育 庁 ・県芸術祭などの開催
供するとともに，県内の文化活動への ・高等学校文化活動助
支援を行います。 成
（みやぎの文化力育成支援事業） 県文化祭及び高等

学校総合文化祭参
加者数［累計］
30,133人 (H17)
→90,000人 (H21)

・巡回小劇場開催

巡回小劇場公演数
［累計］
37公演 (H17)
→60公演 (H21)

・国民文化祭への派遣
支援
・美術展開催支援

○ 県図書館が所蔵している貴重資料の 教 育 庁 ・貴重資料専門調査の
修復・保存を進め，その成果を公開す 実施
るとともに，学校教育・生涯学習の場 ・修復，デジタル化の
における教材としての活用を図りま 推進
す。 ・貴重資料の活用
（図書館貴重資料保存修復事業） （学校等への移動展

示） 修復した貴重資料
数［累計］
23点 (H17)

→132点 (H21)

貴重資料・文化財
レプリカの移動展
示会開催数
［年間］
12回 (H17)
→16回 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 「松島ー貝塚群に見る縄文の原風 教 育 庁 ・遺産登録に向けての
景」（関係する２市３町と共同提案） 調査検討
の世界遺産登録に向けて，必要となる ・啓発活動
調査，検討を行うとともに県民の意識 ・関連資産の再発見
の高揚を図るシンポジウム等を開催し
ます。
また，世界遺産候補資産の広報，登
録 に関連した活動やこれらと関連す
る地域資産の再発見と活用を通して，
地域の活性化を図ります。
（世界遺産登録推進事業）

○ 国宝「瑞巌寺」及び関連する建造 教 育 庁 ・瑞巌寺修理の実施
物の修復工事を支援し，良好な状態で 実施設計 中門，廊下解体
の保存管理を行い，次代に引き継ぎま 事務所設置 本堂素屋根架構
す。併せて，地域の文化財を再認識 足場設置
するとともに，地域の資源としての
活用を図り，地域の活性化に役立てま H29修復完了に向
す。 けた推進
（瑞巌寺修理補助事業）

○ 県民に対して，優れた芸術文化の鑑 環境生活部 ・みやぎ県民文化創造
賞と発表の機会を広く提供します。 の祭典（芸術銀河）
（みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀 の開催等
河）開催事業）

○ 県民の創作活動や研究，体験の場と 教 育 庁 ・各種普及活動の実施
して，公開講座やワークショップなど （通常創作活動）
の各種教育普及活動を実施します。 （ワークショップ） 当該事業の利用者
（美術館教育普及事業） （公演会） 数［累計］

（美術館講座） 36,043人 (H17)
（情報収集，記録公 →90,000人 (H21)
開）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 843百万円（うち県事業費 843百万円）

※総合型地域スポーツクラブ＝年齢・性別を問わず，生涯を通して継続的にスポーツに親しめる環境づくりを目指す，

地域に根ざした自主運営型の複合型スポーツクラブ。
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（４）コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

◇ 仙塩広域都市計画基本方針などの都市計画区域マスタープランに基づく良好な市街地

形成を促進します。

◇ 都市計画における適切な土地利用の誘導や公共公益施設の適切な配置を促進します。

◇ 公共交通軸周辺の市街地整備や既存市街地の再開発を促進します。

◇ バリアフリー社会の実現に向けて，公共施設の整備や県民への普及啓発等を促進しま

す。

行動方針 ◇ 地域住民や公共サービスと連携した地域商業の活性化を支援します。

◇ 豊かな自然環境や独自の伝統文化などを生かした集客交流や産業振興などを促進しま

す。

◇ 全国から県内の自治体病院等への勤務を希望する医師を募集・配置するなど，地域医

療体制の整備・充実に向けた着実な医師確保対策を推進します。

◇ 地域での多様な教育の取組支援や生涯学習を促進します。

◇ 生活交通バス路線などの地域の生活を支える公共交通の維持を支援します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

商店街の空き店舗率 12.7％ 14.0％ 10.7％
（平成18年） （平成20年） （平成21年）

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条 11.6％ 11.1％ 16.7％
例」に基づく適合証の交付割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

医療法に基づく医師数の標準を充足して 42％ 56.7％ 85％
いる自治体病院（県立病院除く）の割合 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

公立図書館における県民１人当たりの図 3.6冊 3.7冊 4.2冊
書資料貸出数 （平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

県内移動における公共交通の利用率 17.5％ 16.1％ 20.0％
（平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 都市の将来像を示す都市計画区域マ 土 木 部 ・都市計画基礎調査
スタープランの見直しのため，都市計 県東部
画区域の人口規模，市街地面積，土地 仙塩広域 都市計画区域マス
利用状況などの都市計画の基礎調査を 県北部 タープラン35区域
行います。 の見直し区域数
また，都市計画における広域調整や 0区域 (H18)
公共公益施設の適切な配置に取り組み →25区域 (H21)
ます。
（都市計画基礎調査） ・都市計画の広域調整

・公共公益施設の適切
な配置
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 踏切による交通渋滞や中心市街地の 土 木 部 ・ＪＲ仙石線（多賀城
分断を解消するため，多賀城駅付近に 地区）の高架化
おけるＪＲ仙石線の高架化を行いま H23完成に向けた
す。 推進
（仙石線多賀城地区連続立体交差事
業）

○ 既成市街地における土地の高度利用 土 木 部 ・市街地再開発への支
と公共施設整備のため，市街地の再開 援
発を促進します。 花京院一丁目第一
（市街地再開発等補助事業） 地区（仙台市）完

成

中央一丁目第二地
区（仙台市）完成

H27中央南地区
（仙台市）完成に
向けた推進

H26多賀城駅北地
区（多賀城市）
完成に向けた推進

○ バリアフリーに取り組む民間団体等 保健福祉部 ・県民への意識啓発
と連携し，バリア（障壁，障害となる ・公益的施設等の整備
もの）のない社会づくりに取り組みま 促進
す。 ・民間団体等との連携
（バリアフリーみやぎ推進事業）
（再掲） 福祉のまちづくり

読本を配布した小
学校の割合
78% (H17)
→90% (H21)

○ 鉄道駅等への車いす対応エレベータ 企 画 部 ・鉄道駅舎等における
ーの設置を支援します。 車いす対応エレベー
（鉄道駅舎等バリアフリー整備事業） ターの設置支援

塩釜駅における車 古川駅における車 くりこま高原駅に
いす対応ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ いす対応ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ おける車いす対応
の設置 の設置 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置

○ 総合的な商店街活性化事業に複数年 経済商工観 ・商店街活性化事業へ
の助成を行い，商店街の活性化を支援 光部 の支援
します。 商店街振興に係る
（商店街にぎわいづくり戦略事業） 事業計画策定数
（再掲） ［累計］

H20 初年度
→6件 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 市町村による中心市街地活性化基本 経済商工観 ・中心市街地活性化に
計画策定の支援などを通じて地域商業 光部 向けた計画の策定や
活性化を支援します。 土 木 部 施設整備等の支援 中心市街地活性化
また，中心市街地活性化基本計画に 基本計画策定数
おいて定められた市街地改善のための ［累計］
公共公益施設の整備を支援します。 0件 (H18)
（中心市街地商業活性化支援事業） →2件 (H21)

・市街地改善のための
公共公益施設整備の
支援

○ 全国から県内自治体病院への勤務を 保健福祉部 ・募集活動実施
希望する医師を募集・採用し，派遣等 ・採用医師事前研修実
を行います。 施
（宮城県ドクターバンク事業） ・採用医師研修実施
（再掲）

採用医師数
［累計］
4人 (H17)

→25人 (H21)

○ 「宮城県地域医療医師無料職業紹介 保健福祉部 ・病院紹介・斡旋
所」を設置し，勤務の斡旋を希望する
医師に対し自治体病院等の斡旋等を行
います。
（非予算的手法：地域医療医師登録紹
介事業）（再掲）

○ 生涯学習に関する各種情報を収集し 教 育 庁 ・生涯学習情報提供シ
てインターネット上で公開し，生涯学 ステムの運営 システムへの年間
習に関する情報交換の場を提供しま アクセス件数
す。 12,827件 (H17)
（生涯学習関係情報提供システム運営 →14,000件 (H21)
事業）（再掲）

○ 図書情報の迅速な提供を図るため， 教 育 庁 ・図書館情報ネットワ
県立図書館と市町村図書館とのネット ークシステムの運営
ワークの充実を図ります。 ・図書館職員研修の実
（図書館市町村支援事業）（再掲） 施

○ 学校や社会教育施設，NPO等との連 教 育 庁 ・みやぎ県民大学の実
携により，県民に多様な学習機会を提 施
供します。併せて，地域において生涯 （学校等開放講座） みやぎ県民大学修
学習を推進する人材を育成し，その活 （自主企画講座） 了者数［累計］
用を図ります。 （生涯学習支援者養成 2,731人 (H17)
（みやぎ県民大学推進事業）（再掲） 講座） →7,500人 (H21)

（生涯学習活用出前講
座）

○ 地域生活を支える公共交通を維持す 企 画 部 ・第三セクター鉄道
るため，沿線市町村と協調し，第三セ （阿武隈急行）の維
クター鉄道の運営を支援します。 持支援
（第三セクター鉄道対策事業）

○ 地域の生活交通を確保するため，事 企 画 部 ・地方生活路線バスの
業者及び市町村が運行する地方生活路 維持支援
線バスの運営を支援します。
（地方生活バス路線の維持・活性化事
業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 離島居住者の日常生活を支える公共 企 画 部 ・離島航路の維持支援
交通を維持するため，離島航路の運営
を支援します。
（離島航路運行維持対策事業）

○ 県内の交通体系の新たな整備方針等 企 画 部 ・宮城県交通計画の改
を明示するため，宮城県交通計画（平 訂
成９年度策定）を改訂します。
（宮城県交通計画策定事業）

○ 県内在住の公共交通利用者をモニタ 企 画 部 ・公共交通活性化モニ
ーとして委嘱し，公共交通の課題・問 ター制度の実施
題点等を報告していただき，結果を事
業者等に通知することにより，公共交
通のサービス改善につなげます。
（非予算的手法：公共交通活性化モニ
ター事業）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 15,403百万円（うち県事業費 7,387百万円）

※コンパクト＝小型で中身が充実しているさま。小さくまとまっているさま。

※都市計画区域マスタープラン＝都市計画の目標をはじめ，土地利用，都市施設の整備，市街地開発事業に関する主要

な都市計画の方針を明らかにするもの。

※バリアフリー＝高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。

物理的，社会的，制度的，心理的な障壁，情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方。

※第三セクター＝国及び地方公共団体が経営する公企業を第一セクター，私企業を第二セクターとし，それらとは異な

る第三の方式による法人という意味。
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（５）だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり

取組２５ 安全で安心なまちづくり

◇ 犯罪のない安全・安心なまちづくりの実現に向けた行政，地域，事業者等との連携に

よる県民運動を展開するとともに，県民の体感治安向上に向けた取組を進めます。

◇ 児童生徒を犯罪から守るための安全教育の充実や家庭・地域と学校との連携強化に取

り組みます。

行動方針 ◇ 子どもや女性など，防犯上あるいは人権侵害上の観点から特に配慮を要する人々に対

する安全対策を充実します。

◇ 犯罪の防止に配慮した安全なまちづくりの実現に向け，繁華街・歓楽街の安全対策に

資するための関係条例を一部改正します。

◇ 消費生活の安全性の確保に向けた消費者被害未然防止のための情報提供や啓発活動を

行います。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

県民の体感治安（治安が良いと感じる県 83.9％ 75.6％ 83.9％を超える数値

民の割合） （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

安全・安心まちづくり地域ネットワーク 0 9 13
数 （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 犯罪のない安全で安心なまちづくり 環境生活部 ・普及啓発
に向け，県，市町村，地域などが一体 ・県民大会開催，リー
となった県民運動を展開します。 ダー養成
（安全安心なまちづくり推進事業） ・地域安全教室の開催

支援
・地域ネットワークモ
デルの普及

○ 地域の安全対策に向け，交番相談員 警察本部 ・スクールサポーター
などの適切な配置を進めます。 体制強化
（みやぎ安全・安心活性化プラン推進 ・交番相談員体制強化
事業） ・警察安全相談員体制
（地域安全対策推進事業） 強化

○ 学校における交通事故防止・防災教 教 育 庁 ・交通事故防止対策の
育を充実するとともに，学校・家庭・ 実施
地域が一体となった地域ぐるみの安全 ・防災教育の推進
体制整備に取り組みます。 ・地域ぐるみの学校安
（学校安全教育・安全体制整備推進事 全体制整備
業） 地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによ

る巡回・警備が行
われている小学校
の割合
81.2% (H17)

→100.0% (H21)
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年度別計画 目 標
取組の内容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 虐待等から子どもの人権を守るた 保健福祉部 ・リーフレット作成，
め，虐待防止に向けた啓発活動を行う 研修会・講演会開催
とともに，地域における対策協議会設 等 市町村要保護児童
置を促進します。 対策地域協議会設
（子ども人権対策事業） 置数

11市町村（H18）
→26市町村（H21）

○ 配偶者からの暴力（ドメスティック 保健福祉部 ・ＤＶ被害者自立支援
・バイオレンス＝ＤＶ）を容認しない 金貸付
社会の実現を目指して，ＤＶ防止に向 ・普及啓発
けた普及啓発活動や被害者支援に取り ・予防啓発
組みます。
（配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策
事業）【一部新規】

○ 薬物乱用防止指導員等のボランティ 保健福祉部 ・薬物乱用防止啓発
アと連携し，覚せい剤・シンナー等の ・相談窓口の開設
薬物乱用防止運動を展開します。 ・薬物乱用防止教室の
（薬物乱用防止推進事業） 講師育成 小中学校対象薬物

乱用防止教室への
講師派遣者数と受
講児童・生徒数
・派遣者数
0人/年(H17)

→80人/年(H21)
・受講者数
0人/年(H17)

→15,000人/年
(H21)

○ 繁華街・歓楽街の安全対策に資する 警察本部 ・「公衆に著しく迷惑
ための関係条例の一部改正を行いま をかける暴力的不良
す。 行為等の防止に関す
（非予算的手法：繁華街・歓楽街対策 る条例」及び「飲食
に係る条例の一部改正） 店等営業に係る不当

な勧誘，料金の取り
立て等の防止に関す
る条例」の一部改正

○ 消費者被害の未然防止を図るため， 環境生活部 ・若者向け消費生活冊
消費生活読本等による情報提供や消費 子の作成・配布等
生活講座の開催等を行います。 ・消費生活講座の開催
（消費者被害未然防止事業）

○ 消費生活相談・指導機能の拡充・強 環境生活部 ・相談・指導機能拡充
化を図るとともに，「若者の消費者被 強化
害対策」と「多重債務者対策」に関す ・若者向け消費生活冊
る事業を推進します。 子の作成・配布等
（消費生活センター機能充実事業） ・法律事業・体験事業
【新規】 の実施

・多重債務無料相談会
の開催

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 131百万円（うち県事業費 131百万円）
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取組２６ 外国人も活躍できる地域づくり

◇ 多文化共生社会の形成を推進するための条例を制定するとともに，推進プランを策定

します。また，国際交流協会など関係団体との連携により多文化共生社会の推進体制の

整備を促進します。

◇ 情報の多言語化や日本語学習の支援など外国人県民に対するコミュニケーション支援

を促進します。

◇ 保健・医療・福祉，防災，労働環境，教育，居住など外国人県民に対する生活支援を

促進します。

行動方針 ◇ 地域社会に対する意識啓発や外国人県民の社会参画など多文化共生の地域づくりを支

援します。

◇ 友好地域である中華人民共和国・吉林省，アメリカ合衆国・デラウェア州，イタリア

共和国・ローマ県との交流を深めるとともに，県民・民間団体が主体的に国際交流活動

を行うことができる環境づくりを促進・支援します。

◇ 県内でＪＥＴプログラムや海外技術研修などを経験し，母国等へ戻った外国人を活用

した国際化推進のための人的ネットワークを構築します。

◇ 県内大学等への留学生をはじめとする高度な専門知識や技術力を持つ外国人の卒業後

における県内企業や研究機関への就業を促進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

多文化共生推進施策を実施している県内 47.2％ 97.2％ 100％
市町村の割合 （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

日本語講座開講数 14市町 26箇所 13市町 25箇所 17市町村 30箇所
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

国際交流事業で海外と往来した延べ人数 3,340人 3,266人 4,000人
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 多文化共生社会の形成の推進に関す 経済商工観 ・条例の制定
る条例の制定や推進プランの策定など 光部 ・外国人県民の実態調
総合的な多文化共生社会形成のための 査・分析
体制の整備を行います。 ・多文化共生推進連絡
（多文化共生・推進体制整備事業） 会議の設置・運営

・推進プランの検討・
策定
・市町村研修会の開催
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 日本語によるコミュニケーションが 経済商工観 ・みやぎ外国人相談セ
困難な外国人県民に対する相談体制を 光部 ンターの設置運営
整備するとともに，多様な言語による
行政・生活情報の提供を行います。 ・相談窓口対応研修の
（多文化共生・コミュニケーション支 実施
援事業）

○ 安全安心な生活環境を整えるため 経済商工観 ・災害時の通訳ボラン
に，防災に関し，外国人県民に対する 光部 ティア整備
支援を行います。 ・災害時外国人サポー
（多文化共生・生活支援事業） ト・ウェブの運用

・市町村防災担当職員
外国人支援研修の実
施

・外国人留学生を対象
とする県民ボランテ
ィア活動に対する支
援

○ 多文化共生をテーマにしたシンポジ 経済商工観 ・多文化共生シンポジ
ウムを開催し，県民に対して啓発を行 光部 ウムの開催
います。 ・多文化共生の普及啓
（多文化共生・地域づくり推進事業） 発のための広報宣伝

○ 県全体に向けて多文化共生の理念を 経済商工観 ・多文化共生シンポジ
啓発し，推進体制を整備します。 光部 ウムの開催
（多文化共生・啓発事業） ・多文化共生啓発ツー
【一部新規】 ルの作成

・市町村研修会の開催

外国人支援研修
受講者数
［累計］
H20 初年度
→100人 (H21)

・多文化共生推進連絡
会議の設置・運営

○ 多言語情報提供や日本語習得機械の 経済商工観 ・災害時の通訳ボラン
確保により，日本語習得が不十分な外 光部 ティア整備
国人県民等を言語面から支援します。
（多文化共生・多言語化支援事業） 通訳ボランティア
【一部新規】 登録者数

［年間］
83人（H18）
→90人（H21)

・災害時外国人サポー
ト・ウェブの運用

メール配信希望登
録者数
［年間］
H19 初年度
→1,500人 (H21)

・指差しシートの作成
・災害時多言語支援ツ
ールの作成
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 外国人県民等の家庭生活に着目した 経済商工観 ・みやぎ外国人相談セ
支援を行い，住民として生活する上で 光部 ンターの設置運営
の困難を解消します。
（多文化共生・家族等サポート事業） 相談件数［年間］
【一部新規】 217件 (H17)

→200件 (H21)

・相談窓口対応研修の
実施

相談窓口対応研修
参加者数
［累計］
H20 初年度
→100人 (H21)

○ 友好姉妹地域との教育交流，文化交 経済商工観 ・中国・吉林省との友
流，技術交流，経済交流等を行いま 光部 好交流
す。 ・米国・デラウェア州
（中国・吉林省友好交流事業） との友好交流
（非予算的手法：米国・デラウェア州 ・伊国・ローマ県との
友好交流事業） 友好交流
（非予算的手法：伊国・ローマ県友好
交流事業）

○ 本県にゆかりのある海外在住の外国 経済商工観 ・情報ネットワーク形
人や海外にある県人会等を情報の受発 光部 成
信点として位置づけ，各種事業に活用
できるネットワークを形成します。
（非予算的手法：みやぎ海外ネットワ
ーク形成事業）

○ 地域産業を担う「国際人財」の育成 経済商工観 ・留学生の就職支援
確保に向け，県内在住の留学生や外国 光部
人研究者等の地元への定着に取り組み 留学生の県内企業
ます。 への就職者数
（非予算的手法：みやぎ海外高度人財 ［年間］
育成活用事業）（再掲） 83人 (H17)

→120人 (H21)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 33百万円（うち県事業費 33百万円）

※外国人県民＝宮城県内に在住する外国籍の人々。帰化により日本国籍を取得した外国出身者など，日本国籍を持ちな

がら日本語でのコミュニケーションに課題があったり，文化的背景が異なっている人々。
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３ 人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

（１）経済・社会の持続的発展と環境保全の両立

取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献

◇ グリーン購入やエコドライブなど，すべての主体による環境配慮行動の日常化に向け

た取組を推進します。

◇ 地域特性を生かした自然エネルギー等の導入促進や，県民や事業者が一体となった省

エネルギー活動など，宮城から興す地球温暖化対策を推進します。

行動方針 ◇ 県事務事業におけるグリーン購入など，県の環境配慮型率先行動を実施するととも

に，市町村における環境に関する計画の策定支援などを通じ，行政による積極的な環境

保全活動を推進します。

◇ 農林業の多面的機能に注目した取組を支援するとともに，環境に優しい農林業の普及

に取り組みます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

県のすべての機関からの温室効果ガス年 87.0千t 80.8千t 83.5千t
間排出量 （二酸化炭素換算） （平成16年度） （平成19年度） （平成21年度）

県内における自然エネルギー等の導入量 495千ｋｌ 626.5千ｋｌ 714千ｋｌ
（原油換算） （平成17年度） （平成19年度） （平成22年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県民や事業者，市町村など，すべて 環境生活部 ・県民向け環境配慮行 ・指針の普及啓発
の主体による環境配慮行動の日常化に 動指針の改訂
向けた活動を実施します。 ・企業向け環境配慮行 ・指針の普及啓発
（環境基本計画推進事業） 動指針の改訂

・環境配慮行動宣言事
業者等の登録
・市町村環境計画策定
支援

環境配慮行動宣言
件数［累計］
H19 初年度
→6,000件 (H21)

○ グリーン購入の普及拡大に向けたシ 環境生活部 ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ，ｾﾐﾅｰ開催
ンポジウム開催，個人や団体の顕彰等 ・グリーン購入表彰
を行います。 ・市町村向けグリー
（グリーン購入普及拡大事業） ン購入取組マニュア

ルの普及
・県におけるグリーン
購入の推進

ｸﾞﾘｰﾝ調達方針策
定市町村数[累計]
7 (H17)

→17 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 宮城県の環境に配慮した製品を「宮 環境生活部 ・宮城県グリーン製品
城県グリーン製品」として認定し，そ の認定と利用拡大
の普及拡大を図ります。
（宮城県グリーン製品普及拡大事業） 宮城県グリーン製

品新規認定数
15(H19～H21)
※H19現在認定数
＝69

○ 環境に優しい運転方法「エコドライ 環境生活部 ・ラジオや大型ビジョ
ブ」を県民一体となって推進するため ン等による広報活動
の普及啓発活動などを実施します。 ・セミナー開催，事業
（エコドライブ運動推進事業）（H21か 者表彰等
ら非予算的手法で実施） ・エコドライブ宣言
【一部新規】 登録者に対するス

テッカーの交付 低公害車普及台数
234千台 (H17)
→500千台 (H21)
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾐﾅｰ受講
者数［累計］
H19 初年度
→ 210人 (H21)

○ 地域における地球温暖化対策を推進 環境生活部 ・二酸化炭素削減モデ
するため，地球温暖化防止活動推進員 ル事業の成果普及
に対する活動支援等を行います。 ・地球温暖化防止活動
（みやぎ地球温暖化対策地域推進事 推進員による助言指
業） 導活動等

・家庭用高効率エネル
ギー供給機器及び省
エネ型家電製品の普
及促進

・新・宮城県地球温暖
化対策実行計画の策
定作業

○ 自然エネルギー等の導入や省エネル 環境生活部 ・「宮城県自然エネル
ギー活動の促進に向けた普及啓発活動 ギー等・省エネルギ
等を行います。 ー大賞」選定
（自然エネルギー等・省エネルギー促 ・クリーンエネルギー
進事業）【一部新規】 自動車（ＣＥＶ）導

入促進
・県内自然エネルギー ・住宅用太陽光発電シ
等・省エネルギー導 ステム導入促進
入活用事例等調査， ・家庭用燃料電池導入
市町村への普及啓発 促進

○ 宮城県からの地球温暖化対策発信に 環境生活部 ・県施設へのＥＳＣＯ
向け，率先実行計画を推進し，県の施 事業導入促進
設へのＥＳＣＯ事業の導入を進めま ・率先実行計画の推進
す。
（非予算的手法：地球温暖化防止実行 ＥＳＣＯを導入し
計画進行管理事業） た県施設数[累計]

0施設 (H18)
→3施設 (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 自然エネルギー等の導入に向けた地 環境生活部 ・自然ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯ
域の取組を支援します。 ﾌﾟ会議開催
（非予算的手法：自然エネルギー地産 ・事業化に向けた職員
地消導入促進モデル事業） 派遣による技術的な

指導助言等
・自然エネルギー地産
地消フォーラム開催

○ 地球温暖化防止に向けて，県・県民 環境生活部 ・「ダメだっちゃ温暖
・事業者が一丸となって二酸化炭素排 化」宮城県民会議の
出削減に取り組む県民運動を展開しま 設置運営
す。 ・「ダメだっちゃ温暖
（「ダメだっちゃ温暖化」みやぎ推進 化」宮城県民会議
事業） フォーラムの開催

○ 太陽光発電等クリーンエネルギーの 環境生活部 ・太陽光発電等クリー
導入促進に向けて，プランの策定や， ンエネルギー関連産
関連企業の誘致を図ります。 業の誘致
（みやぎクリーンエネルギー創造プロ ・みやぎクリーンエネ
ジェクト事業）【新規】 ルギー創造プランの

策定

○ 進出企業と地元自治体が協調・連携 環境生活部 ・（仮称）くろかわ環
して，環境と生産，暮らしが調和した 境円卓会議の設置・
地域社会の創出を目指した環境配慮先 運営
進モデル地域づくりを進めるための取
組体制の構築等を行います。
（くろかわ地域循環圏創造推進事業）
【新規】

○ 農薬や化学肥料を減らした生産活動 農林水産部 ・エコファーマーによ
や組織が共同して行う環境負荷低減活 る先進的営農に対す
動等に対する支援を行い，環境負荷の る支援
少ない営農活動を促進します。 ・環境保全型農業に取
（農地・水・環境保全営農活動支援事 り組む活動組織への
業） 支援 認定エコファーマ

ー数
1,496人 (H17)
→9,000人 (H21)

○ 農業生産活動における環境負荷低減 農林水産部 ・エコファーマーの認
を図るため，持続農業法に基づく計画 定，普及啓発
を県から認定された農業者（エコファ ・先進的な生産方式の
ーマー）を育成するとともに，その生 導入支援
産物のＰＲ等を推進します。 認定エコファーマ
（エコファーマー支援普及事業） ー数
（再掲） 1,496人（H17)

→9,000人（H21）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 環境に対する負荷低減の取組を拡大 農林水産部 ・生産物の認証及び検
するとともに，「みやぎの環境にやさ 討会の開催
しい農産物認証・表示制度」を運営 ・認証制度の普及
し，生産現場における検査確認及び認 ・生産者，流通業者，
証された農産物の適正な流通促進を図 消費者の意見収集分
ります。また，農業生産活動における 析
環境負荷低減を図るため，持続農業法 ・エコファーマーの
に基づく計画を県から認定された農業 認定，普及啓発
者（エコファーマー）を育成するとと ・先進的な生産方式の
もに，その生産物のＰＲ等を推進しま 導入支援
す。
（環境にやさしい農業定着促進事業）
【一部新規】（再掲） 農産物認証・表示

農地面積
14,697ha (H17)
→25,000ha (H22)
認定エコファーマ
ー数
1,496人 (H17)
→9,000人 (H21)

○ これまで未利用だった木質バイオマ 農林水産部 ・ストックヤードの
ス（林地残材）を搬出し，木質資源の 整備推進
総合的な利活用を推進することで，再 ・木質バイオマスの搬
生産可能な循環型資源の有効活用シス 出支援
テムの構築を促進します。 ・作業路の開設支援
（木質バイオマス利活用推進対策事
業）【新規】

林地残材による木

材チップ生産量

［年間］

7,000m3（H19)

→15,000m3（H23)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 1,350百万円（うち県事業費 681百万円）

※グリーン購入＝購入の必要性を十分に考慮した上で，品質や価格だけでなく環境の事を考え，環境負荷ができるだけ

小さい製品やサービスを，環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。

※エコドライブ＝無駄なアイドリングや空ぶかしをやめたり，急発進，急加速，急ブレーキを控えるなどの，環境にや

さしい車の運転方法のこと。

※自然エネルギー＝風力，太陽光，バイオマス，水力，地熱，太陽熱，河川・地下水，雪氷など，自然由来で環境負荷

が小さく，再生可能なエネルギーを総称したもの。

※クリーンエネルギー＝風力，太陽光など，地球環境にやさしいエネルギー。

※ＥＳＣＯ事業＝「エスコ事業」と読む。工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し，それまでの

環境を損なうことなく省エネルギーを実現し，さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業のこと。

ＥＳＣＯは，Energy Service Companyの略語。

※エコファーマー＝持続性の高い農業生産方式（有機質資材を施用した土づくりと化学肥料や化学農薬の低減を一体的

に行う生産方式）を導入する計画を立て，県の認定を受けた農業者。



- 106 -

取組２８ 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進

◇ 様々な場面における３Ｒ活動を推進するための県民・事業者・市町村等に対する啓発

活動を充実します。

◇ 日常生活や事業活動における廃棄物の発生抑制，再資源化等を促進します。

◇ 製品の製造，流通から廃棄までの各段階やサービスの提供に伴う環境負荷低減を促進

します。

行動方針 ◇ リサイクル施設の整備など３Ｒを支える社会的基盤を充実するとともに，リサイクル

関連新技術の開発・普及を促進します。

◇ 廃棄物の適正処理の推進のための排出事業者等の意識醸成や県民の理解協力の促進と

不法投棄等不適正処理の根絶に向けた監視指導を強化します。

◇ 産業廃棄物処理に関する情報公開の促進などによる透明性の確保に努めます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量 1,104ｇ／人日 1,050g／人日 1,015ｇ／人日
（平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）

一般廃棄物リサイクル率 19.5％ 24.3％ 28％
（平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）

産業廃棄物排出量 12,114千ｔ 11,192千ｔ 11,977千ｔ
（平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）

産業廃棄物リサイクル率 29.3％ 31.3％ 31％
（平成16年度） （平成18年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 廃棄物の減量化やリサイクルなど３ 環境生活部 ・シナリオの作成，新
Ｒの推進をテーマとした演劇を，小学 演目のＰＲ
校などで上演します。 ・県内小学校等におけ
（３Ｒ推進普及啓発演劇上演事業） る公演実施

演劇の上演数
［累計］
H19 初年度
→60 (H21)

○ 市町村における３Ｒ促進施策を総合 環境生活部 ・市町村とのワークシ
的に支援するため，ワークショップ開 ョップの開催
催や講師派遣などを実施します。 ・重点市町村への支援
（３Ｒ推進市町村等支援事業） H19以降３Ｒに関

する新たな取組を
開始した市町村数
8(H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 市町村への助言や，情報共有・検討 環境生活部 ・市町村への助言等
の場としてワークショップ，連絡会議 ・ワークショップ開催
を開催し，市町村の３Ｒ施策の充実に ・３Ｒ推進連絡会議の
向けて支援します。 開催
（非予算的手法：市町村３Ｒ連携事
業）【一部新規】 重点市町村(8)中

新たな取組を開始
した市町村数
8(H21)

○ 県内外の３Ｒ推進施策や事業者，Ｎ 環境生活部 ・メールマガジン「循
ＰＯの取組などを紹介するメールマガ 環通信」の発行
ジンを発行します。
（非予算的手法：循環通信の発行）

○ 循環型社会形成推進計画の中間見直 環境生活部 ・中間見直しに向けた
しを行います。 実態調査
（宮城県循環型社会形成推進計画の中
間見直し）

○ 毎年１０月の「３Ｒ推進月間」に， 環境生活部 ・「マイバッグキャン
環境に優しい買い物のための県民運動 ペーン」の実施
を展開します。
（非予算的手法：マイバッグキャンペ
ーンの実施）

○ 事業者が行う産業廃棄物の発生抑 環境生活部 ・産業廃棄物発生抑制
制，再使用，再生利用設備の整備を支 等施設整備への補助
援します。 発生抑制・リサイ
（産業廃棄物発生抑制等支援事業） クル設備整備支援

件数［累計］
3件 (H17)

→22件 (H21)

○ 複数の排出事業者や廃棄物収集運搬 環境生活部 ・企業連携型リサイク
業者，処分業者等が連携したリサイク ルシステム構築への
ルシステムの構築を支援します。 補助 リサイクルに関す
（企業連携型リサイクルシステム構築 る企業連携に取り
支援事業） 組んだ事業者・団

体数［累計］
20社 (H17)
→78社 (H21)

○ みやぎエコファクトリーへの環境・ 環境生活部 ・立地企業への奨励金
リサイクル関連企業の集積に取り組み 交付
ます。 ｴｺﾌｧｸﾄﾘｰ企業立地
（みやぎエコファクトリー立地促進事 件数［累計]
業） 12社 (H17)

→20社 (H21)

○ バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の 環境生活部 ・ＢＤＦバスの試験運
普及に向けた啓発活動を行うととも 行，シンポジウム開 ＢＤＦ利活用の組
に，ＢＤＦ利活用に組織的に取り組む 催等の普及啓発活動 織的取組数[累計]
地域の活動を支援します。 ・ＢＤＦ品質分析調 21件 (H18)
（地域におけるバイオディーゼル燃料 査，市町村・事業者 →27件 (H21)
利活用推進事業） に対する情報提供等
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 技術的な課題により再資源化等が困 環境生活部 ・再資源化困難物等
難又は進んでいない廃棄物に関する再 に関する再資源化等
資源化等のための新技術研究・開発を 新技術研究開発への ３R新技術の研究
推進します。 支援 開発取組数[累計]
（３Ｒ新技術研究開発支援事業） H19 初年度

→14件 (H21)

○ ３Ｒ推進の仕組みづくり等を支援す 環境生活部 ・資源循環コーディネ
るため，資源循環コーディネーターを ーターによる企業訪
派遣し，地域や企業の各々の実態に応 問，各地域の３Ｒ推
じたリサイクルシステムづくりを進め 進組織構築・活動支
ます。 援等
（資源循環コーディネーター派遣事 ・３Ｒ情報のデータベ 地域の３R推進組
業） ース化及びホームペ 織構築数［累計］

ージの構築・運営 4件 (H18)
・情報提供・マッチン →14件 (H21)
グ等

○ 県内事業者の３Ｒへの取組を支援す 環境生活部 ・各業種別の３Ｒ推進
るため，業種ごとの３Ｒ推進組織（業 組織構築・活動支援
種別エコフォーラム）構築等を支援し 業種別ｴｺﾌｫｰﾗﾑ構
ます。 築数［累計］
（非予算的手法：業種別エコフォーラ 1 (H18)
ムの展開） →3 (H21)

○ 県内事業者の３Ｒへの取組を促進す 環境生活部 ・専門家の活用による
るため，専門家を企業等へ派遣し，３ 支援
Ｒに関する課題解決を支援します。 支援事業者数
（専門家活用型３Ｒ推進事業） [累計]

H20 初年度
→30社 (H21）

○ 下水道処理施設で発生する汚泥をバ 土 木 部 ・施設設計
イオマス資源として再生利用するた ・施設の建設 ・運用開始
め，汚泥燃料化施設を建設します。
（下水汚泥燃料化施設建設事業） 施設完成 下水汚泥ﾘｻｲｸﾙ率

28% (H17)
→100% (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 健全な産業廃棄物処理体制の普及促 環境生活部 ・産業廃棄物の適正処
進に向け，適正処理の推進に積極的に 理推進に関する協定
取り組む処理業者との協定締結や廃棄 締結と締結許可業者
物処理過程の透明性向上に向けたシス の公表
テム検討などを進めます。 ・産業廃棄物追跡管理
（産業廃棄物処理システム健全化促進 システムの導入促進
事業） ・産業廃棄物処理状況

公開に向けた排出事
業者へのアンケート
実施等
・廃棄物処理システム
検討会開催

・排出事業者向け講習
会の開催及び排出事
業者の責務等につい 産業廃棄物追跡管
て議論するための排 理システム導入等
出事業者懇談会の開 事業者数［累計］
催 H18 初年度

→90社 (H21)
産業廃棄物処理状
況を公開する事業
者数［累計］
H18 初年度
→1,000社 (H21)

○ 産業廃棄物処理業者への指導体制の 環境生活部 ・産業廃棄物処理業者
強化のため，産業廃棄物処理業者用の の財務分析，総合マ
財務分析マニュアルを作成し，経営的 ニュアル作成
特徴のデータ収集・分析等を行うとと ・不適正処理事例等を
もに，処理業者への講習会を開催しま 題材とした講習会開
す。 催 処理業者に対する
（産業廃棄物処理業者指導強化事業） 講習の受講業者数

［累計］
H18 初年度
→800業者 (H21)

○ 産業廃棄物の不法投棄等の早期把 環境生活部 ・各種監視業務（産廃
握，拡大防止のための監視強化や不法 ガードマン設置，ヘ
投棄防止に向けた広報活動を実施しま リコプターによる監
す。 視，最終処分場等空
（産業廃棄物不法投棄監視強化事業） 撮など）
【一部新規】 ・ラジオ等による不法

投棄防止広報
・廃棄物処理法のポイ
ント等について処理
業者への周知を図る
ための講習会の開催

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 6,184百万円（うち県事業費 2,390百万円）

※３Ｒ＝Reduce（ごみを出さない）Reuse（ごみを再使用する）Recycle（ごみを再生利用する）。

※バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）＝使用済みのてんぷら油など，植物油から作られた燃料をのこと。ＢＤＦは，Bio

Diesel Fuelの略語。

※バイオマス資源＝木材，海草，生ゴミ，紙，動物の糞尿など，生物由来の有機資源のこと。燃焼時に二酸化炭素の発

生が少ないエネルギーとして注目されている。
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（２）豊かな自然環境，生活環境の保全

取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全

◇ 特別名勝松島や国定公園に指定されている金華山島や栗駒山，ラムサール条約湿地で

ある伊豆沼など，宮城を彩る豊かな自然環境の保全・再生を推進します。

◇ 地域と共生する野生生物の保護管理の推進に向け，特定鳥獣の保護管理や希少動植物

の保護・保全などに取り組みます。

行動方針 ◇ 豊かな自然環境を保全しながら自然の恵みによるやすらぎと潤いを楽しむことができ

る取組を推進します。

◇ 身近なみどり空間である里地里山の保全や，自然環境保全意識の醸成に向けた人材育

成などに取り組みます。

◇ 上流から下流まで流域全体が協力・連携した各流域の特性を生かした健全な水循環の

実現に向け，各流域における水循環計画を策定します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

豊かな自然環境の保護・保全を目的とし 26％ 26％ 26％
た指定地域の県土面積に占める割合 （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

協働推進組織が主体となって地域の農村 0組織 4組織 12組織
環境保全等の活動を実施した組織数 （平成18年度） （平成19年度） （平成21年度累計）

松くい虫被害による枯損木量 18,817ｍ３ 17,445ｍ３ 17,000ｍ３

（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

閉鎖性水域の水質 伊豆沼 9.8ｍｇ／ｌ 9.0ｍｇ／ｌ 5.0ｍｇ／ｌ
（ＣＯＤ） 松島湾・甲 3.0ｍｇ／ｌ 3.6ｍｇ／ｌ 3.0ｍｇ／ｌ

〃 ・乙 2.0ｍｇ／ｌ 2.6ｍｇ／ｌ 2.0ｍｇ／ｌ
〃 ・丙 2.5ｍｇ／ｌ 3.2ｍｇ／ｌ 2.0ｍｇ／ｌ

（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 南三陸金華山国定公園の金華山島に 環境生活部 ・金華山島の森林復元
おいて自然景観保全に向けた森林群落 に向けた防鹿柵設置
復元のための各種取組を実施します。 等
また，栗駒国定公園の栗駒山雪田地 ・栗駒山自然景観修復
域において高山性植生群落の保護復元 に向けた施設整備
に向けた事業を実施します。
（国定公園保全対策事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ ラムサール条約湿地である伊豆沼・ 環境生活部 ・沼の地形調査（深浅
内沼の環境保全に向けた各種取組を実 測量調査）
施します。 ・沈水等植物復元対策
（伊豆沼・内沼自然再生推進事業） 基礎調査

・水質改善対策基礎調 ・水質生態系モデル検
査 証

・魚介類復元対策基礎
調査

・マコモ植生，ヨシ群
適正維持管理

・伊豆沼・内沼自然再
生協議会設置

・伊豆沼・内沼自然再
生全体構想作成

伊豆沼・内沼自然
再生協議会への参
加者(団体)数
25団体 (H21)

○ 蒲生干潟の自然環境再生に向け，多 環境生活部 ・自然再生施設設計
様な主体と連携した各種取組を実施し ・干潟の保全・復元対
ます。 策の実施
（蒲生干潟自然再生推進事業） ・自然再生協議会運営

○ 特定鳥獣（ニホンザル，ツキノワグ 環境生活部 ・ニホンザルの保護管
マ）をはじめとする野生鳥獣の保護管 理
理を推進するとともに，希少野生動植 ・ツキノワグマ保護管
物の保護・保全に向けた取組などを推 理モニタリング
進します。 ・ニホンジカ保護管理
（野生鳥獣保護管理事業） に係る生息状況調査

・イノシシ保護管理に
係る生息状況調査
・有害鳥獣駆除
・ガン・カモ・ハクチ
ョウ類生息状況調査
・「宮城県レッドデー
タブック」の改訂

○ 傷病野生鳥獣の適切な救護に向け， 環境生活部 ・傷病野生鳥獣治療・
関係機関・団体等との連携のもと各種 救護機関支援
活動を実施します。 ・救護システム整備・
また，傷病野生鳥獣を一時保護して 運営
いるボランティア等の負担軽減と県民 ・企業等へ餌となる食
理解の促進に向けた「フォスター・ペ 材の無償提供を呼び ・鳥インフルエンザ
アレント制度」を運用します。 かけ，ボランティア 調査
（傷病野生鳥獣救護推進事業） 等へあっせん
（非予算的手法：傷病野生鳥獣フォス 傷病鳥獣野生復帰
ター・ペアレント事業） 率

10% (H17)
→15% (H21)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 農村環境の保全に向けて，地域や学 農林水産部 ・「田んぼの楽校」事
校教育が連携・協働して取り組む体制 例集作成
の整備を支援します。 ・田んぼの生きものマ
（田んぼの楽校協働推進体制整備支援 ップ作成
事業） ・研修会，地域座談会

開催
農村環境保全活動
等協働推進組織立
ち上げ件数[累計]
H19 初年度
→12組織 (H21)

○ 農業・農村の持つ魅力などについて 農林水産部 ・農村環境に関する研
県民の理解を深めるため，写真展開催 修会開催
や子ども達の生きもの調査への県職員 ・体験学習への講師派
の講師派遣などを行います。 遣
（非予算的手法：みやぎの田園環境教 ・親子移動体験教室等
育支援事業） の実施

・広報広聴活動

農村環境教育支援
実施小学校数
[累計]
9校 (H18)

→13校 (H21)

○ 農業水利施設を中心とした散策コー 農林水産部 ・ウォーキングコース
ス，郷土食や郷土工芸品づくり体験が 企画・立案・設定
できるコース等を企画設定する等，新 ・ウォーキングマップ
たなウォーキングマップを作成しま 作成
す。 地域が主体となっ
（非予算的手法：水土里の路ウォーキ たウォーキング実
ング支援事業） 施数［累計］

3件 (H18)
→9件 (H21)

○ 森林を利用した自然体験や自然観察 環境生活部 ・宮城県森林インスト
の案内を行う「森林インストラクタ ラクター養成
ー」や，森林公園の管理の支援者とな ・自然環境サポーター
る「自然環境サポーター」を養成しま 養成
す。 森林インストラク
（みやぎのふるさとづくり人材育成・ ター認定者数
支援事業） ［累計］

301人 (H18)
→400人 (H21)

○ 県内企業から苗木の提供を受け，県 環境生活部 みどりのふるさとづく
民の森をはじめとした県内各地にバッ り活動推進事業
トの原木となるアオダモなどの広葉樹 ・県内各地に「バット
を植樹します。 の森」整備 バットの森整備箇
また，里山林の整備保全のため，企 ・里山林協働再生に向 所［累計］
業・団体など多様な主体と森林所有者 けた協定締結の斡旋 2箇所 (H18)
との間の森林利活用に向けた協定締結 →5箇所 (H21)
を促進します。 協定締結数[累計]
（非予算的手法：みんなでやれるっち H19 初年度
ゃ・宮城のみどりづくり事業） →3件 (H21)
（非予算的手法：みやぎの里山林協働
再生支援事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 自然公園などにおける景観の向上や 農林水産部 ・松くい虫被害木等の
倒木による被害防止のため，松くい虫 処理
被害を受け相当年数経過した松の木を 景観の阻害や被害
除去します。 が懸念される枯損
（リアスの森保全対策事業） 木量［年間］

640m3 (H18)
→ 0m3 (H20)

○ 松島や三陸海岸，仙台湾海浜等にお 農林水産部 ・被害木の伐倒駆除，
ける松くい虫被害防除に向けた被害木 健全木への薬剤散
の処理，薬剤散布等を実施します。 布，薬剤注入等によ
また，松くい虫被害に抵抗性のある る被害拡大の防止
マツの苗木を生産するための採種園を ・抵抗性マツ採種園の
整備するとともに，地域住民の参加に 整備
よる松林再生に向けた取組を推進しま ・地域住民への抵抗性
す。 マツの苗木提供や技
（松くい虫被害対策事業） 術支援

○ 伊豆沼や松島湾などに代表される閉 環境生活部 ・海藻を活用した松島
鎖性水域の水質保全に向けた取組を実 湾水質浄化など
施します。 ・伊豆沼・内沼水質改
（閉鎖性水域の水質保全事業） 善対策基礎調査

○ 県内を５流域に区分し，各流域にお 環境生活部 ・流域水循環計画策定
いて健全な水循環のための計画を策定 及び進行管理
します。
（豊かなみやぎの水循環創造事業） 鳴瀬川流域

北上川流域・
名取川流域

○ 水源かん養，県土保全，豊かな自然 農林水産部 ・森林整備の推進
環境の形成，地球温暖化防止，木材の
安定供給など，森林の持つ多面的機能 民有林間伐実施率
を効果的に発揮させるため，健全で多 31% (H17)
様な森林の整備を推進します。 →70% (H21)
（森林育成事業）（再掲）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 2,674百万円（うち県事業費 2,674百万円）

※ラムサール条約＝特に水鳥等の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。

※里地里山＝奥山自然地域と都市地域の中間に位置し，様々な人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であ

り，集落を取り巻く森林と，それらと混在する農地，ため池，草原等で構成される地域。

※ＣＯＤ＝化学的酸素要求量（Chemical Oxygen Demand）。海域や湖沼の汚染度合いを示す指標。水中の有機
物等の量を過マンガン酸カリウムなどの酸化剤で酸化するときに消費する酸素量を示したもの。数値が大
きいほど汚染が進んでいることを示す。
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（３）住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

取組３０ 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

◇ みやぎ型ストックマネジメントなど長期的な視点に立った社会資本の新設・保

全・更新システムを整備します。

◇ 社会資本の計画段階や管理に関して住民意見を取り入れていく体制を整備します。

◇ みやぎスマイルロードプログラムなど道路や河川清掃などへの住民や企業参画を促進

します。

行動方針 ◇ 地域協働による農業水利施設などの地域資源の保全活動や，農山漁村のもつ魅力を生

かした都市住民との交流を促進します。

◇ 全県的な景観形成の方向性を提示するとともに，市町村の景観形成を支援します。

◇ 景観に配慮した公共施設整備を進めるとともに，景観条例制定の必要性についても検

討していきます。

◇ 宮城の良好な景観の選定など景観づくりへの普及啓発に取り組みます。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

アドプトプログラム認定団体数 161団体 217団体 272団体
（平成17年度） （平成19年度） （平成21年度）

中山間地や農地の保全活動に参加する団 253団体 770団体 703団体
体数 （平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

景観行政団体数（市町村） 0団体 1団体 5団体
（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 長期的な視点に立った農業水利施設 農林水産部 ・みやぎ農業水利施設
の保全計画を策定するとともに，施設 予防保全・更新計画
の長寿命化に向けた管理体制を整備し の策定及び推進
ます。 ・施設管理者と連携し
（みやぎ農業水利ストックマネジメン た管理体制の整備
ト推進事業）

○ 長期的な視点に立った社会資本の維 土 木 部 みやぎ型ストックマネ
持管理や施設の更新を効率的に行うた ジメントの推進
めの分野別マニュアルを策定するとと ・分野別ﾏﾆｭｱﾙ（調査,
もに，公共施設の整備・管理計画の見 点検等）策定
直しを行います。 ・土木行政推進計画 ・土木行政推進計画に
計画の策定等にあたっては，計画段 （公共施設整備・管 基づく公共施設の整
階から，住民意見を取り入れていきま 理計画）の見直し， 備・管理
す。 地域づくり懇談会の
（非予算的手法：みやぎ型ストックマ 開催等
ネジメント推進事業）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 道路や河川などの公共空間につい 土 木 部 アドプトプログラムの
て，企業や地域住民と行政とが役割分 推進
担のもとで継続的な清掃・美化や管理 ・みやぎｽﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ(道路)
活動を行うアドプトプログラムを推進 ・みやぎｽﾏｲﾙﾋﾞｰﾁ(海岸）
します。 ・みやぎｽﾏｲﾙﾘﾊﾞｰ(河川)
（非予算的手法：アドプトプログラム ・みやぎｽﾏｲﾙﾎﾟｰﾄ(港湾)
推進事業） ・みやぎふれあいﾊﾟｰｸ(公園)

○ 住民・市町村・県が連携した歩道除 土 木 部 ・地域住民と連携した
雪計画を策定し，歩道除雪機械の貸し 歩道除雪計画の策定
出し等の支援を行います。 と支援
（雪みち計画推進事業）

○ 県民から，県管理道路の異常箇所等 土 木 部 ・道路異常箇所の情報
の情報提供を受ける体制を整備しま 提供など地域協働に
す。 よる道路管理 スマイルロードレ
（非予算的手法：宮城スマイルロード ポーター認定団体
レポーター制度） 数［累計］

1団体 (H18)
→3団体 (H21)

○ 中山間地における地域協働での持続 農林水産部 ・中山間地域等の農業
的農業生産活動や環境保全活動を支援 活動への支援
します。
（中山間地域等直接支払交付金事業）

○ 農村の豊かな自然環境の維持を目指 農林水産部 ・農地や農業用水など
し，農地や農業用水などの保全向上の の保全向上活動への
ための地域協働活動を支援します。 支援
（農地・水・農村環境保全向上活動支
援事業）

○ ゆとりややすらぎなど農業・農村が 農林水産部 ・農業・農村に関する
持つ多面的機能について，県民意識調 県民意識基礎調査の
査を行います。 実施
（非予算的手法：農業・農村県民意識
実態調査基礎事業） 調査対象地域数

3地域

○ 障害者の自立支援に向けた雇用確保 農林水産部 ・援農・営農活動に向
の推進等，耕作が放棄されつつある農 けた調査・研究
地等の利用や保全，双方のニーズに対 ・障害者と農家等との
応するための体制づくりを支援しま ニーズ調査
す。 ・活動に参加する主体
（非予算的手法：農村地域福祉連携型 とのワークショップ
協働活動支援事業）（再掲） の開催

モデル支援を行う

地域数 2地域
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 宮城の景観形成における方向性を示 土 木 部 ・みやぎ景観懇話会の
すための有識者会議を開催するととも 開催
に，市町村の景観計画策定を支援しま ・市町村の景観計画策
す。 定の支援
また，「新・宮城県景観形成指針」 ・みやぎ景観連絡会議
に基づく景観に配慮した公共施設整備 の開催
を進めるとともに，景観条例制定の必 ・景観の普及啓発の実
要性についても検討していきます。 施（みやぎ景観百選
さらに，みやぎ景観百選の選定など の選定，景観シンポ
景観に関する県民意識の向上を図る普 ジウムの開催，景観
及啓発に取り組みます。 教育の実施）
（みやぎの景観形成事業）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 4,858百万円（うち県事業費 1,658百万円）

※みやぎ型ストックマネジメント＝本県固有の特性を踏まえ，後世につなぐ「豊かさ」と「安心」をキーワードに新た

な施設整備を含めた社会資本の有効活用策を総合的に実践するもの。

※みやぎスマイルロードプログラム＝宮城県が管理する道路について，地域の人と市町村，県の３者でお互いの役割分

担を盛り込んだ覚書を結び，定期的に清掃や緑化などの美化活動を行う仕組み。

※アドプトプログラム＝アドプトとは「養子縁組」をするという意味で，地域の人々が道路や河川などの公共空間をわ

が子のように面倒を見ることから命名。道路（みやぎスマイルロードプログラム），河川，海岸，港湾，公園などに

おいて行われている。
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（４）宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり

取組３１ 宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実

◇ 緊急輸送道路の橋梁，物資輸送の岸壁，防災拠点施設等の公共建築物の耐震化を促進

するとともに，防災公園を整備します。

◇ 広域水道や流域下水道などのライフラインの耐震化を促進します。

◇ 住宅等の耐震化を促進します。

行動方針 ◇ 水門等の施設整備と市町村や地域と連携した維持管理の充実を図ります。

◇ 広報・避難誘導態勢の整備や住民の防災意識の向上を図る津波に備えたまちづくりな

どのソフト対策を促進します。

◇ ＧＰＳ波浪計の津波観測や地震計の地震観測などの観測体制の充実を図ります。

◇ 宮城県総合防災情報システムなどの情報ネットワークの充実を図ります。

◇ 国，市町村，大学，研究機関との連携により，地震・津波の先端科学技術活用等を促
進します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

県有建築物の耐震化率 84.5％ 91.9％ 100％
（平成18年度） （平成20年度） （平成24年度）

緊急輸送道路の橋梁の耐震化完了数（耐 40橋 48橋 57橋
震化率） （51％） （61％） （72％）

（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 宮城県沖地震対策における総合的な 総 務 部 ・宮城県地域防災計画
取組を明示するため宮城県地域防災計 各 部 局 等の修正（減災目標
画等を修正するとともに，計画を指針 の設定など)，地震 ・みやぎ震災対策アク ・宮城県地域防災計画
に地震対策を推進します。 対策の推進 ションプランの修正 （震災対策編）の修正
（非予算的手法：宮城県地域防災計画
等の修正）

○ 不特定多数の県民が利用する施設， 総 務 部 ・県有建築物等の耐震
防災拠点となる施設，警察施設などに 各 部 局 化の推進
ついて，耐震化をさらに加速します。 県有建築物の耐
（県有建築物震災対策促進事業） 震化率

84.5%（H18)
→ 100%（H24）

○ 防災拠点への物資の陸上輸送路を確 土 木 部 ・緊急輸送道路の橋梁
保するため，緊急輸送道路の橋梁の耐 の耐震化
震化を推進します。 緊急輸送道路の橋
（橋梁耐震補強事業） 梁の耐震化完了数

［累計］
40橋 (H18)
→57橋 (H21)
(H24)全79橋完了

○ 緊急物資の海上輸送路を確保するた 土 木 部 ・仙台塩釜港高松埠頭 ・仙台塩釜港雷神埠頭
め，港湾岸壁の耐震化を推進します。 の耐震化 の耐震化
（仙台塩釜港整備事業（耐震岸壁））
【新規】 耐震化完了 H24耐震化完了に向

けた推進
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県立学校の耐震化を進めます。 教 育 庁 ・耐震補強工事の実施
（県立学校耐震化促進事業）（再掲）

耐震化完了

○ 震災時の生活を支えるライフライン 企 業 局 ・広域水道等水管橋の
の機能を確保するため，広域水道等の 耐震化
水管橋の耐震化を推進します。 広域水道等水管橋
（水管橋耐震化事業） の耐震化完了数

［累計］
0橋 (H18)

→42橋 (H21)

(H28)すべての水
管橋の耐震化完了

○ 震災時の生活を支えるライフライン 土 木 部 ・流域下水道施設の耐
の機能を確保するため，流域下水道の 震化
処理場や管渠などの施設の耐震化を推 流域下水道施設の
進します。 耐震化率
（下水道地震対策緊急整備事業） 20.0% (H18)

→50.0% (H21)
3流域（仙塩・阿
武隈川・北上川下
流東部）下水道の
処理場・ポンプ場
の耐震化完了

(H28)すべての流
域（7流域）下水
道の処理場・ポン
プ場の耐震化完了

○ 木造戸建て住宅の耐震診断への助成 土 木 部 ・木造戸建て住宅の耐
や避難弱者が居住する住宅の耐震化へ 震診断への助成
の助成などにより，木造戸建て住宅等 住宅耐震診断の助
の耐震化を促進します。 成件数［累計］
（木造住宅等震災対策事業） 2,068件 (H17)

→7,000件 (H21)

・避難弱者が居住する
木造戸建て住宅等の
耐震化への助成

・指定避難所の耐震診
断への助成
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 農地海岸において，防潮水門の耐震 農林水産部 ・津波防御の農業水門
化・遠隔化を推進します。 の耐震化
（海岸保全施設整備事業（農地）） 牛橋防潮水門(山

元町)完了(H22)

○ 漁港海岸において，陸閘の改良など 農林水産部 ・陸閘の改良（ｹﾞｰﾄ
の津波施設を整備します。 化）
（津波・高潮危機管理対策事業 陸閘ゲート化施設
（漁港）） 数［累計］

1施設 (H18)
→21施設 (H21)

・津波の乗越階段設置

○ 河川・海岸において，河川防潮水門 土 木 部 ・河川防潮水門の遠隔
の遠隔化，津波警報表示盤や避難階段 操作化
の設置などの津波対策施設を整備しま 河川防潮水門遠隔 河川防潮水門無線
す。 操作化施設数 化施設数
（地震・津波・高潮等対策河川・海岸 ［累計］ ［累計］
事業（河川）） 9施設 (H18) H21 初年度

→13施設 (H20) →13施設（H23）

・津波警報表示盤，津
波避難階段（乗越階
段含む）等の津波避 津波避難に関する
難施設の整備 施設が整備された

海岸数(河川)
［累計］
19海岸 (H18)

→ 33海岸 (H20)

・高潮対策護岸整備，
海岸堤防改良

○ 港湾海岸において，陸閘の電動化・ 土 木 部 ・陸閘の電動化・遠隔
遠隔化，津波避難標識の設置などの津 化
波対策施設を整備します。 陸閘の電動化・遠
（津波・高潮対策事業（港湾）） 隔化施設数

［累計］
2施設 (H18)
→7施設 (H21)

・津波避難標識，津波
避難階段（乗越階段
含む）等の津波避難 津波避難に関する
施設の整備 施設が整備された

海岸数(港湾)
［累計］
0海岸 (H18)
→7海岸 (H21)

○ 住民参画による津波に備えた土地利 土 木 部 ・津波に備えたまちづ
用検討や，津波シンポジウムを開催し くり検討会の開催
ます。 ・津波防災シンポジウ
（津波に備えるまちづくり検討） ムの開催
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 住民参画による津波防御施設の点検 土 木 部 ・住民参画の施設点検
を行うとともに，海岸カルテの作成な の実施
どによる維持管理の充実を図ります。 ・海岸カルテの作成な
（非予算的手法：津波防災ウォッチン ど維持管理の充実
グ）

○ 津波の観測体制の充実を図るため， 土 木 部 ・津波観測施設の整備
ＧＰＳ波浪計を整備します。
（ＧＰＳ波浪計整備事業（港湾）） GPS波浪計設置数

［累計］
1基(H18)
→2基(H19)

○ 津波観測情報を迅速に伝達するた 総 務 部 ・津波情報ネットワー
め，潮位計を活用した津波情報ネット ク構築に向けての検
ワークを整備します。 討
（津波情報ネットワーク構築事業） ・津波ネットワークシ

ステムの基本計画・
基本設計の作成

○ 地震・津波観測情報を迅速に提供す 土 木 部 ・津波に対応した道路
るため，ＧＩＳを活用した道路情報板 情報板の整備
を整備します。 津波に対応した道
（道路管理ＧＩＳシステム整備事業） 路情報板の設置数

［累計］
2基 (H18)
→7基 (H21)

○ 空港に求められる救急・救命活動等 土 木 部 ・Ｂ滑走路改良工事等
の拠点機能，緊急物資・人員等輸送受 の実施
入機能等を確保するため，空港の耐震
化を推進します。
（仙台空港整備事業（耐震化））

○ 被災時の人的被害の最小限化を目指 総 務 部 ・緊急地震速報整備
し，緊急地震速報を整備します。
（緊急地震速報整備事業）【新規】 緊急地震速報が設

置された集客施設
［累計］
0施設 (H19)

→20施設 (H22)

○ 自衛隊との迅速な情報共有と即応体 総 務 部 ・自衛隊との情報通信
制を整えるため、情報通信体制の整備 の確保
を行います。 ・防災航空隊との通信
（情報通信機能強化事業）【新規】 の確保

○ 災害時における地域の最前線の医療 保健福祉部 ・MCA無線機の設置
を担う医療機関との通信手段を確保
し，診療の可否、患者数の確認を行う
ための災害に強いMCA無線機等を設置
します。併せて，県と市町村及び消防
機関との相互通信ができる体制を整備
し，医療機関相互の連携、支援を図り
ます。
（災害時医療情報網整備事業）
【新規】
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 大規模災害発生に伴う停電時におい 警察本部 ・交通信号機用発電機
ても交通信号機を稼働させ、被災者の の整備
避難や救助を円滑に行うため、交通信
号機用発電機を整備します。
（大規模災害対策事業）【新規】

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 14,621百万円（うち県事業費 12,034百万円）

※緊急輸送道路＝地震発生時等における緊急輸送を円滑かつ確実に行うために，県庁・市町村役場・空港・港湾・医療

機関等の各防災拠点を相互に効率的に連絡する道路であり，多重性・代替性が確保されるよう第１次から第３次の緊

急輸送道路を定めている。

※ＧＰＳ波浪計＝全地球的測位システムを活用し，ＧＰＳアンテナを海上に浮かべたブイに搭載し，その動きをとらえ

ることで海面変化を再現し，波浪・津波を観測するもの。東北地方沿岸には，１０基のＧＰＳ波浪計の広域配置計画

が策定されている。ＧＰＳは，Global Positioning Systemの略語。

※総合防災情報システム＝地震・津波・風水害等の自然災害における気象等の防災情報を迅速かつ的確に収集，処理す

ることを目的とした情報の収集提供システム。災害時における県と地方機関，市町村，消防本部等で必要な情報を迅

速に伝達し，各種情報を共有化することにより災害の拡大防止を図るもの。

※埠頭（ふとう）＝船を接岸して貨物を積み降ろしたり，旅客が乗降する場所をいい，係留施設，荷役施設，保管施設，

道路，鉄道など港湾施設を包括したもの。

※陸閘（りくこう）＝陸閘とはやむを得ない理由で，堤防が連続していない場合，あくまでも暫定的な措置として，洪

水や高潮時に堤防の機能を確保するために締め切ることのできる施設（容易に閉塞できる構造）のこと。

※ＧＩＳ＝地理情報システム。地理的位置を手がかりに，位置に関する情報を持ったデータ(空間データ）を総合的に

管理・加工し，視覚的に表示し，高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。ＧＩＳは，Geographic Information

Systemの略語。
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取組３２ 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進

◇ 宮城県河川流域情報システム等による洪水情報提供体制の充実を図ります。

◇ 洪水被害を防ぐための効果的な河川等の整備を推進します。

行動方針 ◇ 土砂災害を防ぐための効果的な土砂災害防止施設の整備を推進します。

◇ 宮城県砂防総合情報システム等による土砂災害情報提供体制の充実を図るとともに，

土砂災害警戒区域の指定などによる市町村と連携した警戒避難体制を整備します。

◇ 山地災害を防ぎ，水源のかん養，生活環境の保全等を図る治山施設を整備します。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

洪水ハザードマップ作成市町村数（市町 15市町村 28市町村 30市町村
村作成率） （50％） （93％） （100％）

（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

今後の河川整備等により，洪水による浸 0戸 12,000戸 14,684戸
水から守られる住宅戸数 （平成18年度） （平成20年度） （平成24年度）

土砂災害危険箇所における対策実施箇所数 1,054箇所 1,480箇所 1,640箇所
（ハード対策箇所数及びソフト対策箇所数） （平成17年度） （平成20年度） （平成21年度）

地すべり，急傾斜地崩壊等から守られる 12,478戸 13,008戸 13,205戸
住宅戸数 （平成17年度） （平成20年度） （平成21年度）

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 予防減災対策を進めるため，市町村 土 木 部 ・洪水ハザードマップ
の洪水ハザードマップ作成を支援しま 作成支援
す。
（洪水ハザードマップ作成支援事業）

○ 河川の災害情報提供システムを適切 土 木 部 ・河川流域情報システ
に運用し，県民や市町村に災害情報を ムによる情報提供
提供します。 ・水位情報周知河川の
（河川流域情報等提供事業） 指定など洪水予報の

拡充

水位観測所
２箇所設置

水位周知河川 水位周知河川
19河川指定 ２河川指定
洪水予報河川
３河川指定

○ 規模の大きな河川や人口・資産が集 土 木 部 ・川内沢川捷水路の整
中する都市河川など背後地の資産や治 備
水上の影響の大小を踏まえ，重点的か ・旧北上川分流施設の H24の概成に向けた
つ効果的な河川改修を行います。 整備 推進（浸水から守
（河川改修事業） られる住宅134戸）

分流施設の概成
（浸水から守られ
る住宅12,000戸）
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 整備効果の早期発現を図るため，優 土 木 部 ・長沼ダムの整備
先度の高い箇所への重点投資による効
果的なダム建設を行います。 長沼ダムの洪水調
（ダム建設事業） 節による迫川の氾

濫防止
10年に1回の洪
水に対応 (H18)
→30年に1回の洪
水に対応 (H24)

H24の概成（浸水
から守られる住宅
2,550戸）に向け
た推進

○ 整備効果の早期発現を図るため，優 土 木 部 ・砂防施設の整備
先度の高い箇所への重点投資による効
果的な土砂災害防止施設の整備を行い ＜概成＞
ます。 南野尻沢(仙台市)
（総合的な土砂災害対策事業）

・地すべり施設の整備

＜概成＞ ＜概成＞ ＜概成＞
弥治郎（白石市） 明戸（白石市） 宿（栗原市）

内牧（角田市）

・急傾斜地施設の整備

＜概成＞ ＜概成＞ ＜概成＞
片平（仙台市） 山崎前（丸森町） 要害（七ヶ浜町）
大吉野（石巻市） 古沢元（岩沼市） 新舘（白石市）
相川（石巻市） 後山（栗原市）
鶴ヶ湊(七ヶ浜町) 月浜３（石巻市）
清水（登米市）
船越（石巻市）
浜見山(気仙沼市)

○ 平成20年岩手・宮城内陸地震により 土 木 部 ・土砂災害防止施設の
発生した河道閉塞（天然ダム）をはじ 整備
めとする甚大な土砂災害に対し，土砂
災害防止施設の整備を進めます。
（総合的な土砂災害対策事業）

○ 予防減災対策として土砂災害警戒区 土 木 部 ・土砂災害危険箇所基
域等の指定を推進するとともに，警戒 礎調査
避難基準雨量提供システムなどの情報 ・土砂災害警戒区域等
提供の機能拡充を図ります。 の指定
（総合的な土砂災害対策事業） 160箇所程度 160箇所程度 160箇所程度

調査・指定 調査・指定 調査・指定

土砂災害警戒区域
等の指定数
［累計］
160箇所(H18)

→2,700箇所(H32)

・砂防総合情報システ
ムの機能拡充

土砂災害警戒情報 土砂災害防止法指
提供システムの運 定区域公表システ
用 ムの運用
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 優先度の高い箇所への重点投資によ 農林水産部 ・治山施設の整備
る効果的な治山施設の整備を行いま
す。 山地災害危険地区
（治山事業） Ａランク(411箇

所)における着手
数（率）
［累計］
196箇所 (H19)
(47.7％)

→216箇所 (H21)
(52.6％)

<概成・一部概成> <概成・一部概成> <概成・一部概成>
関田（東松島市） 森安沢２(仙台市) 志の畑沢(石巻市)
本佛沢（大崎市） 田尻（気仙沼市） 稲村浜(気仙沼市)
築沢（大崎市） 寺の沢(川崎町) 小手沢（栗原市）
大深沢(七ヶ宿町) 日水沢（大和町） 九渡沢（栗原市）
明光沢（丸森町） 化物沢（加美町） 鷹ノ巣（栗原市）

舘浜（南三陸町） 矢本（東松島市）
鬼石沢（柴田町）
馬越（蔵王町）
百々石（丸森町）
ｦﾌﾛﾉ沢（亘理町）

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 25,013百万円（うち県事業費 24,983百万円）

※河川流域情報システム＝県内の河川で水防活動上重要な地点の雨量・河川水位及びダム諸量の情報を正確かつ迅速に

収集処理，伝達を行い，水防活動及び非常時の警戒態勢に万全を期すもの。

※砂防総合情報システム＝土砂災害警戒避難基準雨量や土砂災害発生情報などの土砂災害に関する各種情報をインター

ネット等により広く情報提供を行い，市町村が行う警戒避難体制や住民の自主避難の支援をするもの。

※ハザードマップ＝洪水・土砂崩れ・津波等の自然災害発生時の人的被害を最小限とすることを目的とした地図で，予

測される災害の発生地点，被害の範囲及び被害の程度，避難経路，避難場所といった住民避難に必要な情報が記載さ

れたもの。

※分流施設＝北上川から旧北上川への洪水を締切ることにより，河口の石巻市などにおける旧北上川の洪水に対する安

全度の向上を図る河川施設。
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取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実

◇ 宮城県総合防災情報システムなどの情報ネットワークの充実を図ります。

◇ 災害時要援護者をはじめとした住民の円滑な避難体制や避難所運営体制等の整備を支

援します。

◇ 災害ボランティアの円滑な受入・活動体制の整備を支援するとともに，民間事業者と

の協力体制を整備します。

◇ 自主防災組織の育成，防災訓練への参加促進，幼年期からの防災教育の充実を図りま

行動方針 す。

◇ 行政や関係機関において，防災に関する深い知識や高い判断能力を持った防災担当職

員の育成を図ります。

◇ 企業や地域において防災活動の中心となる防災リーダーの育成を支援します。

◇ 企業におけるＢＣＰ（緊急時企業存続計画）策定など企業の防災対策を支援しま

す。

目 標 指 標 等 当 初 現 況 値 目 標

自主防災組織の組織率 81％ 84％ 90％
（平成18年度） （平成20年度） （平成21年度）

防災リーダー研修受講者数 34人 600人 1,500人
（平成18年度） （平成20年度） (H19年～H21年度累計)

【目標達成のための個別取組】

年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 県民，企業の役割と県の責務を明ら 総 務 部 ・条例の検討 ・条例の制定 ・条例の施行
かにした，震災対策推進条例を制定
し，震災対策に向けた県民総ぐるみで
の推進体制を築きます。
（非予算的手法：震災対策推進条例の
制定)
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 安全安心な生活環境を整えるため 経済商工観 ・災害時の通訳ボラン
に，防災に関し，外国人県民に対する 光部 ティア整備
支援を行います。
（多文化共生・生活支援事業） ・災害時外国人サポー
（再掲） ト・ウェブの運用

・市町村防災担当職員
外国人支援研修の実
施

・外国人留学生を対象
とする県民ボランテ
ィア活動に対する支
援

○ 県全体に向けて多文化共生の理念を 経済商工観 ・県民への啓発
啓発し，推進体制を整備します。 光部 ・事業者等に対する啓
（多文化共生・啓発事業） 発
【一部新規】（再掲） ・市町村に対する啓発

・防犯・防災に対する
普及・啓発

外国人支援研修
受講者数
［累計］
H20 初年度
→100人 (H21)

・多文化家族への啓発
・推進体制の整備

○ 多言語情報提供や日本語習得機械の 経済商工観 ・災害時の通訳ボラン
確保により，日本語習得が不十分な外 光部 ティア整備
国人県民等を言語面から支援します。
（多文化共生・多言語化支援事業） 通訳ボランティア
【一部新規】（再掲） 登録者数

［年間］
83人（H18）
→90人（H21)

・災害時外国人サポー
ト・ウェブの運用

メール配信希望登
録者数
［年間］
H19 初年度
→6,000人 (H21)

・指差しシートの作成
・災害時多言語支援ツ
ールの作成
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 大規模災害に備え，県民の安心・安 総 務 部 ・防災資機材の整備・
全を図るため，県有施設を活用し，県 備蓄
合同庁舎単位に防災資機材を整備しま
す。
（避難施設等支援機能強化対策事業） 整備（備蓄）完了

→７箇所

○ 災害時要援護者支援の一環として， 保健福祉部 ・県災害時要援護者支
市町村が実施する個別マニュアルの作 援ガイドラインの市
成を支援します。 町村職員への説明会
（非予算的手法：災害時要援護者支援 の開催
事業） ・個別マニュアル策定

における市町村への
助言・支援 個別マニュアル策

定済み市町村数
1市町村 (H18)

→全市町村 (H21)

○ 災害ボランティアセンターを運営す 保健福祉部 ・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰ
る人材の育成のため，ボランティアコ ﾀｰ研修の開催
ーディネーターの研修を行います。 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨ
（災害ボランティア受入体制整備事 ﾈｰﾀｰ研修受講者数
業） ［累計］

692人 (H18)
→1,200人 (H21)

・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの
運営・情報受発信

○ 災害時の必要物資等の調達を円滑に 総 務 部 ・災害支援目録の募集
行うため，災害時に支援をいただく， ・登録
登録企業の拡大を図ります。 災害支援目録の登
（非予算的手法：災害支援目録登録の 録企業数［累計］
充実） 50社 (H18)

→80社 (H21)

○ 企業や地域において防災活動の中心 総 務 部 ・防災リーダー養成研
となる防災リーダーの育成を支援し， 修の開催
自主防災組織の育成，防災訓練への参 防災リーダー研修
加促進，防災教育の充実を図ります。 ・防災意識の普及啓発 受講者数［累計］
（防災リーダー養成事業) （ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等） 34人 (H18)

→1,500人 (H21)

○ 市町村の消防の効率化と基盤強化を 総 務 部 ・消防広域化推進検討 ・消防広域化準備事業
図るため，市町村消防広域化推進計画 会議の開催 への支援
を策定するとともに，消防広域化の推 ・消防広域化推進計画
進を支援します。 の検討・策定
また，消防救急無線デジタル化の推 ・広域消防運営計画の
進を支援します。 作成支援
（消防広域化促進事業）

・消防救急無線デジタ
ル化共同整備推進支
援

・消防救急無線共同運
用の促進
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年度別計画 目 標
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

○ 災害時の円滑な事業活動の再開を図 経済商工観 ・ＢＣＰ策定の講習会
るため，中小企業におけるＢＣＰ（緊 光部 の開催
急時企業存続計画）策定を支援しま ・宮城県緊急時企業存
す。 続計画作業手順の策
（中小企業ＢＣＰ策定支援事業） 定

・セミナーの開催
・ＢＣＰ策定企業への
専門家派遣

講習会等受講企業
数［累計］
H19 初年度
→800社 (H21)

○ 被災時に孤立する可能性のある集落 総 務 部 ・衛星携帯電話の配備

に衛星携帯電話を配備する市町村を支

援し，応急救助活動の迅速化を図りま
す。 孤立可能性のある
（中山間地等非常時通信確保事業） 集落のうち、通信
【新規】 連絡手段を有する

集落（割合）
32％ (H20)
→60％ (H22)

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 136百万円（うち県事業費 136百万円）

※総合防災情報システム＝地震・津波・風水害等の自然災害における気象等の防災情報を迅速かつ的確に収集，処理す

ることを目的とした情報の収集提供システム。災害時における県と地方機関，市町村，消防本部等で必要な情報を迅

速に伝達し，各種情報を共有化することにより災害の拡大防止を図るもの。

※災害時要援護者＝一般に災害弱者と考えられる，障害者，介護を必要とする高齢者，ひとりぐらし高齢者，保護を必

要とする児童等。

※災害ボランティアセンター＝市町村及び県社会福祉協議会とＮＰＯ法人みやぎ災害救援ボランティアセンターが中心

となって設置される自主的な救援活動を展開するための中核となる組織。

※ＢＣＰ＝企業が自然災害等に遭遇した場合において，事業資産の損害を最小限にとどめつつ，中核となる事業継続あ

るいは早期復旧を可能とするために，平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法，手段などを取

り決めておく計画。ＢＣＰは，Business Continuity Planの略語。
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３ 将来ビジョン実現を支える基礎的な取組

年度別計画
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

市町村の主体的な取組への支援

○ 新合併特例法の期限内（H22.3）の 総 務 部 ・合併相談コーナー運
自主的な市町村合併を促進するため， 営，市町村合併構想
相談窓口設置や講演会開催等を行うと 推進，講演会開催等
ともに，旧合併特例法下で合併した新 ・旧合併特例法下で合
市町に対し支援します。 併した市町への交付
（みやぎ新しいまち・未来づくり推進 金交付
事業） ・新合併特例法下での

合併を推進すべきと
された市町村への合
併準備金交付

○ 地方分権の担い手として希望する市 総 務 部 ・市町村への権限移譲
町村に対し，県からの権限移譲を推進 と移譲に伴う事務交
します。 付金の交付
（権限移譲等交付金） ・権限移譲を受けた市

町村への県職員派遣
などの人的支援

○ 市町村が自ら必要なメニューを選択 企 画 部 県単独総合補助制度に
し個性的・重点的な事業が推進できる よる市町村振興
よう，県単独補助金の統合化・総合化 （市町村振興総合補助
を一層推進します。 金）
（市町村振興総合支援事業） ・新規メニューの追加 ・メニューの追加・変

（団塊世代を含めた 更等
移住・交流推進支
援，市町村の生活交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築支
援）

様々な主体との連携・協働体制の構築

○ ＮＰＯの活動資金助成のためのファ 環境生活部 ・「みやぎＮＰＯ夢フ
ンドに拠出するとともに，ＮＰＯが実 ァンド」への拠出
施する各種事業に対する助成を行いま ・ＮＰＯの活動資金助
す。 成
（みやぎＮＰＯ夢ファンド事業）
（H21から非予算的手法で実施）

○ 県内ＮＰＯ関係者等を対象とした研 環境生活部 ・ＮＰＯマネジメント
修，セミナーを開催します。 ・セミナー等の開催
（ＮＰＯマネジメントサポート事業）

○ 県内のＮＰＯ支援センター及び中間 環境生活部 ・セミナー等の開催に
支援型ＮＰＯが地域のＮＰＯを支援す 要する経費の一部支
るために行うセミナー等の事業を支援 援
します。
（ＮＰＯ支援センター助太刀事業）
【新規】

○ 「富県宮城の実現」に向けた産業 経済商工観 ・富県創出モデル事業
界，市町村，県民等の率先した取組を 光部 の実施
促進します。 ・富県創出補助事業の
（富県創出県民総力事業） 実施

・富県宮城地域フォー
ラムの開催
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年度別計画
内 容 主担当部局

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

様々な主体との連携・協働体制の構築（続き）

○ 「富県宮城の実現」に向け，産業 経済商工観 ・富県宮城推進会議の
界，学術研究機関等からなる推進会議 光部 開催
の開催や，官民一丸となった取組体制 ・富県宮城フォーラム
の構築等を行います。 の開催
（富県共創推進事業） ・宮城産業サポーター

制度の創設・運営
・宮城マスター検定の
実施 ・富県宮城グランプリ

の実施

○取組にかかる３か年の事業費見込額 総事業費 2,992百万円（うち県事業費 2,992百万円）



当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

製造品出荷額（食料品製造業を除く）
２９，９６５億円
（平成１７年）

２９，５０２億円
(平成１９年）

３２，３６２億円
（平成２１年） 経済商工観光部

企業立地件数（うち半導体関連企業）
５１件（うち１件）

（平成１７年）
２５件（うち２件）

（平成１９年）
１５０件（うち５件）

（H19年～H21年累計） 経済商工観光部

産学官連携数
２０件

（平成１７年度）
４５２件

（平成１９年度）
８４０件

（平成２１年度） 経済商工観光部

知的財産の支援（相談・活用）件数
９０６件

（平成１７年度）
９００件

（平成１９年度）
１，０００件

(平成２１年度） 経済商工観光部

製造品出荷額（食料品）
５，７３７億円
（平成１７年）

６，０１４億円
(平成１９年）

６，０３５億円
(平成２１年） 農林水産部

１事業所当たり付加価値額（食料品）
２１，６７４万円
（平成１７年）

２３，０９８万円
(平成１９年）

２２，６８７万円
(平成２１年） 農林水産部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

サービス業の付加価値額
２１，９７６億円
（平成１６年度）

２２，１２９億円
（平成１８年度）

２３，０７５億円
（平成２１年度） 経済商工観光部

情報関連産業売上高
１，９６０億円

(平成１７年度）
２，２６２億円

（平成１９年度）
２，５６０億円

（平成２０年度） 企画部

企業立地件数（ソフトウェアハウス・コールセンター・BPOオフィス）
１９社

（平成１７年度）
２８社

（平成１９年度）
２９社

（平成２０年度） 企画部

観光客入込数
５，４４１万人
（平成１７年）

５，７８８万人
（平成１９年）

５，９００万人
(平成２１年） 経済商工観光部

宿泊観光客数
７９２万人

(平成１７年）
８２３万人

（平成１９年）
９８０万人

（平成２１年） 経済商工観光部

都市と農村の交流人口
２，７０２万人
(平成１７年）

２，９７９万人
(平成１９年）

２，９００万人
（平成２２年） 農林水産部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

《宮 城 の 将 来 ビ ジ ョ ン 行 動 計 画 目 標 指 標 等 一 覧 表》

５

担当部局

担当部局

担当部局

目　　標　　指　　標　　等

地域経済を力強くけん
引するものづくり産業
（製造業）の振興

目　　標　　指　　標　　等

１

産学官の連携による高
度技術産業の集積促
進

取組

取組

２

３
豊かな農林水産資源と
結びついた食品製造業
の振興

高付加価値型サービス
産業・情報産業及び地
域商業の振興

４

取組

地域が潤う，訪れてよ
しの観光王国みやぎの
実現

目　　標　　指　　標　　等

（１）富県宮城の実現～県内総生産１０兆円への挑戦～

①育成・誘致による県内製造業の集積促進

②観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化

③地域経済を支える農林水産業の競争力強化

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

農業産出額
２，１０１億円
（平成１６年）

１，８３２億円
（平成１９年）

２，１３３億円
（平成２２年） 農林水産部

林業産出額
７９億円

（平成１６年）
９０．３億円

（平成１９年）
１２３億円

（平成２２年） 農林水産部

漁業生産額
８１７億円

（平成１６年）
８５１億円

（平成１８年）
９６５億円

（平成２５年） 農林水産部

アグリビジネス経営体数
４０経営体

（平成１７年度）
５２経営体

（平成１９年度）
４９経営体

（平成２１年度） 農林水産部

優良みやぎ材の出荷量 １２，０００ｍ３

（平成１７年度）
１２，８００ｍ３

（平成１９年度）
１８，０００ｍ３

（平成２１年度）
農林水産部

漁船漁業構造改革実践経営体数
０経営体

（平成１８年度）
２経営体

（平成２０年度）
９経営体

（平成２１年度） 農林水産部

学校給食の地場産野菜などの利用品目数の割合
２３．８％

（平成１６年度）
２５．９％

（平成１９年度）
３３．０％

（平成２２年度） 農林水産部

県産主要水産物の仙台市中央卸売市場における販売額シェア
２８．３％

（平成１７年）
３０．４％

（平成１９年）
２９．０％

（平成２１年） 農林水産部

県内木材需要に占める県産材シェア
３３．５％

（平成１７年）
３９．０％

（平成１９年度）
４７．０％

（平成２２年） 農林水産部

認定エコファーマー数
１，４９６人

（平成１７年度）
８，７１４人

（平成１９年度）
９，０００人

（平成２１年度） 農林水産部

みやぎ食の安全安心取組宣言者数
２，１１６事業者
（平成１７年度）

２，７０２事業者
（平成１９年度）

６，０００事業者
（平成２１年度） 環境生活部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

宮城県の貿易額
８，４００億円
（平成１７年）

１１，０００億円
（平成１９年）

１０，５００億円
（平成２１年） 経済商工観光部

企業立地件数（外資系企業数）
１２社

（平成１８年）
１３社

（平成２０年）
１６社

（平成２１年） 経済商工観光部

宮城県の貿易額
８，４００億円
（平成１７年）

１１，０００億円
（平成１９年）

１０，５００億円
（平成２１年） 経済商工観光部

担当部局

８
県内企業のグローバル
ビジネスの推進と外資
系企業の立地促進

６

地産地消や食育を通じ
た需要の創出と食の安
全安心の確保

取組

自律的に発展できる経
済システム構築に向け
た広域経済圏の形成

競争力ある農林水産業
への転換

９

７

目　　標　　指　　標　　等

④アジアに開かれた広域経済圏の形成
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当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

産業人材育成プログラムの実施数
０件

（平成１８年度）
５件

（平成２０年度）
７件

(平成２１年度累計） 経済商工観光部

留学生の県内企業への就職者数
８３人

（平成１７年）
９３人

（平成１９年）
１２０人

(平成２１年） 経済商工観光部

認定農業者数
５，１６５経営体
（平成１７年度）

６，１８４経営体
（平成１９年度）

７，４００経営体
（平成２２年度） 農林水産部

認定林業事業主数
３４事業主

（平成１７年度）
３４事業主

（平成１９年度）
３５事業主

（平成２２年度） 農林水産部

専業的漁業経営体数
３，７１５経営体
（平成１７年）

３，６４４経営体
（平成１８年）

３，５００経営体
（平成２２年） 農林水産部

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革
新計画承認件数

２４７件
(平成１７年度）

３６０件
(平成１９年度）

４４５件
（平成２１年度） 経済商工観光部

認定農業者数
５，１６５経営体
（平成１７年度）

６，１８４経営体
（平成１９年度）

７，４００経営体
（平成２２年度） 農林水産部

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量
１０５，３８０TEU
（平成１７年）

１２８，４６１TEU
（平成１９年）

１４０，０００TEU
（平成２１年） 土木部

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテナ貨物除き）　
３，３３３万トン
（平成１７年）

３，６１４万トン
（平成１９年）

３，４７０万トン
（平成２１年） 土木部

仙台空港利用者数
３，２４４千人

（平成１７年度）
３，３２１千人

（平成１９年度）
３，８４４千人

（平成２２年度） 土木部

仙台空港国際線利用者数
２８９千人

（平成１７年度）
３４７千人

（平成１９年度）
４５０千人

（平成２１年度） 土木部

高速道路のインターチェンジに４０分以内で到着可能な人口の割合 ９４．２％
（平成１８年度）

９５．１％
（平成２０年度）

９５．１％
（平成２１年度） 土木部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

合計特殊出生率
１．２４

（平成１７年）
１．２７

（平成１９年）
１．２８

（平成２１年） 保健福祉部

従業員３００人以下の中小企業における一般事業主行動計画策定・
届出事業者数

４８事業者
（平成１７年度）

１２７事業者
（平成１９年度）

１００事業者
（平成２１年度累計） 保健福祉部

育児休業取得率　　 男性
１．２％

（平成１７年度）
３．２％

（平成１９年度）
５．０％

（平成２１年度）

担当部局

経済商工観光部

担当部局

目　　標　　指　　標　　等

取組

宮城の飛躍を支える産
業基盤の整備

１２

１１

取組

１０

次代を担う子どもを安
心して生み育てること
ができる環境づくり

１３

経営力の向上と経営基
盤の強化

産業活動の基礎となる
人材の育成・確保

目　　標　　指　　標　　等

（２）安心と活力に満ちた地域社会づくり

①子どもを生み育てやすい環境づくり

⑤産業競争力の強化に向けた条件整備

（平成 年度） （平成 年度） （平成 年度）

　　　　　　　　　　　　　女性
７４．１％

（平成１７年度）
７６．８％

（平成１９年度）
８０．０％

（平成２１年度）

保育所入所待機児童数
８２１人

（仙台市除き５０９人）
１，２７０人

（仙台市除き５３０人）
０人

（平成２１年度） 保健福祉部

朝食を欠食する児童の割合（小学５年生）
朝食を欠食する児童の割
合（H17～19：小学５年
生，H20～小学６年生）

３．７％
（平成２０年度）

２％以下
（平成２２年度） 教育庁

学校と地域が協働した教育活動（学社融合事業）に取り組む小・中
学校の割合

５３．７％
（平成１７年度）

５５．２％
（平成１９年度）

６２．０％
（平成２１年度） 教育庁

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

児童生徒の家庭等での学習時間

      〃        小学５年生：３０分以上の児童の割合
７３．９％

（平成１８年度）
７５．１％

（平成１９年度）
７５％

（平成２１年度）

      〃        中学２年生：１時間以上の生徒の割合
５２．８％

（平成１８年度）
５１．９％

（平成１９年度）
６５％

（平成２１年度）

      〃        高校１年生：２時間以上の生徒の割合
１２．７％

（平成１８年度）
１３．１％

（平成１９年度）
２３％

（平成２１年度）

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合

小学５年７３．２％
中学２年５５．７％
高校１年３８．７％
（平成１８年度）

小学５年７４．７％
中学２年５６．７％
高校１年４１．０％
（平成１９年度）

小学５年７８％
中学２年５７％
高校１年４４％
（平成２１年度）

教育庁

学習状況調査での正答率６０％以上の問題の割合
小学５年７２．２％
中学２年５０．０％
（平成１８年度）

小学５年６８．０％
中学２年３６．９％
（平成１９年度）

小学５年８０％
中学２年６４％
（平成２１年度）

教育庁

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離
－２．１ポイント
（平成１７年度）

－１．１ポイント
（平成１９年度）

－１．３ポイント
（平成２１年度） 教育庁

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離
０．２ポイント

（平成１７年度）
０．４ポイント

（平成１９年度）
０．３ポイント以上
（平成２１年度） 教育庁

不登校児童生徒の在籍者比率

小学校０．３２％
中学校２．７７％
中１年２．００％
（平成１７年度）

小学校０．３４％
中学校３．２４％
中１年２．４０％
（平成１９年度）

小学校０．２２％
中学校２．３９％
中１年１．５３％
（平成２１年度）

教育庁

児童生徒の体力・運動能力調査で過去７年間の最高値を超えた項
目の割合

１７．６％
（平成１７年度）

４２．２％
（平成２０年度）

４０％
（平成２０年度）

８０％
（平成２４年度）

教育庁

外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合

小学校　３８．８％
中学校　３８．９％
高校　　 ５９．３％
（平成１７年度）

小学校　３３．３％
中学校　２９．０％
高校　　 ７５．９％
（平成１９年度）

小学校　７０％
中学校　７０％
高校    １００％
（平成２１年度）

教育庁

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流
及び共同学習した割合

１１．７％
（平成１７年度）

２５．１％
（平成１９年度）

２７％
（平成２１年度） 教育庁

経済商工観光部

教育庁

担当部局

ができる環境づくり

１４

１５

家庭・地域・学校の協
働による子どもの健全
な育成

取組

着実な学力向上と希望
する進路の実現

目　　標　　指　　標　　等

１６
豊かな心と健やかな体
の育成

児童生徒や地域の
ニーズに応じた特色あ
る教育環境づくり

17

②将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり
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当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

新規高卒者の就職内定率
９５．９％

（平成１７年度）
９６．６％

（平成１９年度）
９８．０％

（平成２１年度） 経済商工観光部

ジョブカフェ利用者の就業者数
１，６６５人

(平成１７年度）
２，１０１人

(平成１９年度）
６，０００人

（平成21年度累計） 経済商工観光部

障害者雇用率
１．５１％

（平成１７年度）
１．５８％

（平成２０年度）
１．８０％

（平成２１年度） 経済商工観光部

医療法に基づく医師数の標準を充足している自治体病院（県立病院
除く）の割合

４２％
（平成１７年度）

５６．７％
（平成１９年度）

８５％
（平成２１年度） 保健福祉部

救急搬送時間
３４．３分

（平成１７年）
３５．８分

（平成１９年）
３１分

（平成２１年） 保健福祉部

がん患者の在宅看取り率
７．８７％

（平成１６年）
１１．１％

（平成１９年）
１０．００％

（平成２２年） 保健福祉部

病院及び介護サービス施設，事業所に従事するリハビリテーション
専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の数

８５４人
（平成１６年度）

１，１００人
（平成１８年度）

１，２００人
（平成２１年度） 保健福祉部

認定看護師数（創傷・オストミー・失禁認定看護師数）
７人

(平成１８年度）
１０人

（平成２０年度）
３８人

（平成２１年度累計） 保健福祉部

肥満者の割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０歳代以上の男性
３１．０％

（平成１７年度）
３６．３％

（平成１８年度）
２５．０％以下

（平成２２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０歳代以上の女性
３２．２％

（平成１７年度）
３４．５％

（平成１８年度）
２５．０％以下

（平成２２年度）

がん検診受診率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 胃がん
４５．７％

（平成１７年度）
４５．７％

（平成１７年度）
７０．０％

（平成２２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺がん
６１．６％

（平成１７年度）
６１．６％

（平成１７年度）
７０．０％

（平成２２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大腸がん
４３．０％

（平成１７年度）
４３．０％

（平成１７年度）
７０．０％

(平成２２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮がん
３８．２％

（平成１７年度）
３８．２％

（平成１７年度）
７０．０％

(平成２２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乳がん
３７．０％

（平成１７年度）
３７．０％

（平成１７年度）
７０．０％

(平成２２年度）

３歳児の一人平均むし歯本数
１．９３本

（平成１７年度）
１．６３本

（平成１９年度）
１本以下

（平成２２年度） 保健福祉部

認知症サポーター数
１，７１２人

（平成１７年度）
１０，０１１人

（平成１９年度）
２０，０００人

（平成２１年度累計） 保健福祉部

主任介護支援専門員数
０人

（平成１８年度）
２４１人

（平成２０年度）
３００人

（平成２１年度累計） 保健福祉部

介護予防支援指導者数
６人

（平成１８年度）
１８人

（平成２０年度）
２４人

（平成２１年度累計） 保健福祉部

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づく適合証の交付割
合

１１．６％
（平成１７年度）

１１．１％
（平成１９年度）

１６．７％
（平成２１年度） 保健福祉部

９８５人 １ ２５３人 １ ９１３人

保健福祉部

保健福祉部

担当部局

障害があ ても安心し

生涯を豊かに暮らすた
めの健康づくり

安心できる地域医療の
充実

多様な就業機会や就
業環境の創出

２０

取組

１８

１９

高齢者が元気に安心し
て暮らせる環境づくり

目　　標　　指　　標　　等

２１

③生涯現役で安心して暮らせる社会の構築

グループホーム利用者数
９８５人

(平成１７年度）
１，２５３人

(平成１９年度）
１，９１３人

（平成２３年度） 保健福祉部

受入条件が整えば退院可能な精神障害者数
１，６６２人

（平成１７年度）
１，５１２人

（平成１８年度）
１，４０３人

（平成２１年度） 保健福祉部

重症神経難病患者のうち，訪問看護サービスを利用している患者の
割合

２１．９％
（平成１７年度）

２５．７％
（平成１９年度）

２５．０％
(平成２１年度） 保健福祉部

公立図書館における県民１人当たりの図書資料貸出数
３．６冊

（平成１７年度）
３．７冊

（平成１９年度）
４．２冊

(平成２１年度） 教育庁

総合型地域スポーツクラブの創設数
１７クラブ

（平成１７年度）
２７クラブ

（平成２０年度）
４３クラブ

(平成２１年度） 教育庁

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品者・出演者等の数）
９４１（３８）千人
（平成１７年度）

９６０（３５）千人
（平成１９年度）

９６９（３９）千人
（平成２１年度） 環境生活部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

商店街の空き店舗率
１２．７％

（平成１８年）
１４．０％

（平成２０年）
１０．７％

（平成２１年） 経済商工観光部

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づく適合証の交付割
合

１１．６％
（平成１７年度）

１１．１％
（平成１９年度）

１６．７％
（平成２１年度） 保健福祉部

医療法に基づく医師数の標準を充足している自治体病院（県立病院
除く）の割合

４２％
（平成１７年）

５６．７％
（平成１９年）

８５％
（平成２１年） 保健福祉部

公立図書館における県民１人当たりの図書資料貸出数
３．６冊

（平成１７年度）
３．７冊

（平成１９年度）
４．２冊

(平成２１年度） 教育庁

県内移動における公共交通の利用率
１７．５％

（平成１６年度）
１６．１％

（平成１８年度）
２０．０％

（平成２１年度） 企画部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

県民の体感治安（治安が良いと感じる県民の割合）
８３．９％

（平成１８年度）
７５．６％

(平成２０年度）

８３．９％を
超える数値

（平成２１年度）
警察本部

安全・安心まちづくり地域ネットワーク数
０

（平成１８年度）
９

(平成２０年度）
１３

（平成２１年度） 環境生活部

多文化共生推進施策を実施している県内市町村の割合
４７．２％

（平成１８年度）
９７．２％

（平成２０年度）
１００．０％

（平成２１年度） 経済商工観光部

日本語講座開講数
１４市町村，２６箇所

（平成１７年度）
１３市町，２５箇所
（平成１９年度）

１７市町村，３０箇所
（平成２１年度） 経済商工観光部

国際交流事業で海外と往来した延べ人数
３，３４０人

（平成１７年度）
３，２６６人

（平成１９年度）
４，０００人

（平成２１年度） 経済商工観光部

担当部局

担当部局

生涯学習社会の確立と
スポーツ・文化芸術の
振興

取組

安全で安心なまちづくり

目　　標　　指　　標　　等

外国人も活躍できる地
域づくり

２６

２５

障害があっても安心し
て生活できる地域社会
の実現

コンパクトで機能的なま
ちづくりと地域生活の
充実

取組

２３

２４

２２

目　　標　　指　　標　　等

④コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

⑤だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり
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当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

県のすべての機関からの温室効果ガス年間排出量（二酸化炭素換算
８７．０千ｔ

（平成１６年度）
８０．８千ｔ

（平成19年度）
８３．５千ｔ

（平成２１年度） 環境生活部

県内における自然エネルギー等の導入量（原油換算）
４９５千kl

（平成１７年度）
６２６．５千kｌ

（平成１９年度）
７１４千kl

（平成２２年度） 環境生活部

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量
１，１０４ｇ/人日
（平成１６年度）

１，０５０ｇ/人日
（平成１８年度）

１，０１５ｇ/人日
（平成２１年度） 環境生活部

一般廃棄物リサイクル率
１９．５％

（平成１６年度）
２４．３％

（平成１８年度）
２８％

（平成２１年度） 環境生活部

産業廃棄物排出量
１２，１１４千ｔ

（平成１６年度）
１１，１９２千ｔ

（平成１８年度）
１１，９７７千ｔ

（平成２１年度） 環境生活部

産業廃棄物リサイクル率
２９．３％

（平成１６年度）
３１．３％

（平成１８年度）
３１％

（平成２１年度） 環境生活部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

豊かな自然環境の保護・保全を目的とした指定地域の県土面積に
占める割合

２６％
（平成１８年度）

２６％
（平成２０年度）

２６％
（平成２１年度） 環境生活部

協働推進組織が主体となって地域の農村環境保全等の活動を実施
した組織数

０組織
（平成１８年度）

４組織
（平成１９年度）

１２組織
（平成２１年度累計） 農林水産部

松くい虫被害による枯損木量 １８，８１７ｍ３

（平成１７年度）
１７，４４５ｍ３

（平成１９年度）
１７，０００ｍ３

（平成２１年度）
農林水産部

閉鎖性水域の水質（ＣＯＤ）　　　　伊豆沼
９．８mg/l

（平成１７年度）
９．０mg/l

（平成１９年度）
５．０mg/l

（平成２１年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島湾・甲
３．０mg/l

（平成１７年度）
３．６mg/l

（平成１９年度）
３．０mg/l

（平成２１年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島湾・乙
２．０mg/l

（平成１７年度）
２．６mg/l

（平成１９年度）
２．０mg/l

（平成２１年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島湾・丙
２．５mg/l

（平成１７年度）
３．２mg/l

（平成１９年度）
２．０mg/l

（平成２１年度）

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

環境生活部

担当部局

担当部局

担当部局

２９
豊かな自然環境，生活
環境の保全

環境に配慮した社会経
済システムの構築と地
球環境保全への貢献

取組

廃棄物等の３Ｒ（発生
抑制・再使用・再生利
用）と適正処理の推進

取組 目　　標　　指　　標　　等

取組 目　　標　　指　　標　　等

目　　標　　指　　標　　等

２７

２８

（３）人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

①経済・社会の持続的発展と環境保全の両立

②豊かな自然環境，生活環境の保全

③住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

アドプトプログラム認定団体数
１６１団体

（平成１７年度）
２１７団体

（平成１９年度）
２７２団体

（平成２１年度） 土木部

中山間地や農地の保全活動に参加する団体数
２５３団体

（平成１８年度）
７７０団体

（平成２０年度）
７０３団体

（平成２１年度） 農林水産部

景観行政団体数（市町村）
０団体

(平成１８年度）
１団体

（平成２０年度）
５団体

（平成２１年度） 土木部

当　　初 現　　況　　値 目　　標

（測定年度） （測定年度） （目標年度）

県有建築物の耐震化率
８４．５％

（平成１８年度）
９１．９％

（平成２０年度）
１００％

（平成２４年度） 総務部

緊急輸送道路の橋梁の耐震化完了数（耐震化率）
４０橋

（５１％）
(平成１８年度）

４８橋
（６１％）

(平成２０年度）

５７橋
（７２％）

（平成２１年度）
土木部

洪水ハザードマップ作成市町村数（市町村作成率）
１５市町村
（５０％）

（平成１８年度）

２８市町村
（９３％）

(平成２０年度）

３０市町村
（１００％）

（平成２１年度）
土木部

今後の河川整備等により，洪水による浸水から守られる住宅戸数
０戸

（平成１８年度）
１２，０００戸

（平成２０年度）
１４，６８４戸

（平成２４年度） 土木部

土砂災害危険箇所における対策実施箇所数
（ハード対策箇所数及びソフト対策箇所数）

１，０５４箇所
（平成１７年度）

１，４８０箇所
（平成２０年度）

１，６４０箇所
（平成２１年度） 土木部

地すべり，急傾斜地崩壊等から守られる住宅戸数
１２，４７８戸

（平成１７年度）
１３，００８戸

（平成２０年度）
１３，２０５戸

（平成２１年度） 土木部

自主防災組織の組織率
８1％

（平成１８年度）
８４％

（平成２０年度）
９０％

（平成２１年度） 総務部

防災リーダー研修受講者数
３４人

（平成１８年度）
６００人

（平成２０年度）
１，５００人

（H19年～H21年度累計） 総務部

担当部局

部

地域ぐるみの防災体制
の充実

洪水や土砂災害などの
大規模自然災害対策
の推進

３３

３１

３２

宮城県沖地震に備えた
施設整備や情報ネット
ワークの充実

住民参画型の社会資
本整備や良好な景観
の形成

標 標

目　　標　　指　　標　　等取組

３０

④宮城県沖地震などの大規模災害による被害を最小限にする県土づくり

－134－


